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A. 研究の概要 

 今日、わが国の精神保健福祉医療分野で

は、心理学の専門的知識と技術を有する心

理職に対するニーズと期待が急速に高まっ

ている。平成 22 年に厚生労働省は、「今後

の精神保健医療福祉のあり方等に関する検

討会」報告書において、「入院医療中心か

ら地域生活中心へ」の転換を進めるために、

多職種協働のチーム医療を採用する方針を

明示し、心理職が多職種チームにおいて重

要な役割を担うことを示唆した。精神科医

療における薬物療法への偏重が批判される

一方で、平成 22 年度より「うつ病」に対す

る認知行動療法が健康保険の適用となり、

心理療法への期待が高まっている。平成 23

年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、

日本臨床心理士会が中心になって「東日本

心理支援センター」が設立され、全国の心

理職が被災地に赴き、被災者の心のケアに

継続してあたった。現在、社会的にも注目

される発達障害者の支援においても心理職

が先進的に活躍している。既に海外の先進

諸国においては、心理職は、保健医療福祉、

教育、産業、司法などの諸分野で広く活躍

し、医療の質の科学的評価や保健医療福祉

政策の決定にも関わっている。しかるに、

わが国では、従来、心理職育成の体制がス

クールカウンセラーに代表される教育領域

を中心に発展してきたために、保健医療福

祉機関に従事する心理職の実態が明らかに

なっておらず、また汎用的な心理職の役割

も明確ではないため、その育成のカリキュ

ラム作成や体制の整備が遅れている。以上

のような、心理職の参画を求める強いニー

ズに的確に応えるために、その実態と役割

の明確化と育成の体制整備が緊急の課題で

ある。 

 そこで、今般、本研究では、（１）医療

分野のみならず福祉、教育、司法、産業等、

様々な領域における心理職の実態とニーズ

を明らかにし、（２）心理職育成のカリキ

ュラム作成と体制整備のための行動計画を

立案し、あわせて（３）わが国における心

理職の職務と教育の在り方を提言すること

を目的として、研究課題「心理職の役割の

明確化と育成に関する研究」を設定した。 

 本研究の実施にあたっては、比較的少人

数の研究者によって単年度内に完了するこ

ととし、そのために、研究組織をわが国有

数の臨床心理学・教育心理学分野と保健福

祉医療分野の指導者らにより構成し、さら

に、日本精神科病院協会（分担研究者：田

崎）、日本総合病院精神医学会（中嶋）、

日本臨床心理士資格認定協会（馬場）など



の団体とも恊働して実施することで、機動

性に優れ、短期間に有意義な成果を挙げる

ことを目指した。 

 本研究は、以下の３つの研究体制によっ

て実施され、それぞれに注目すべき成果を

挙げた。 

1) わが国の大学・大学院における心理学関

連教育の現状に関する調査（カリキュラ

ム調査班）では、まず４年制大学におけ

る心理学関連カリキュラムの調査を実

施した結果、心理職につながる教育内容

をもつ心理系大学の定員が 2 万人を超

え、教育内容については、基礎心理学か

ら応用心理学まで幅広いが、多岐にわた

る専門性の学部・学科・コース／専攻等

で「認定心理士」のカリキュラムを導入、

単位取得を可能にしていることが明ら

かになった。一方、教育に関わる教員の

うち心理職専門家は臨床心理士有資格

者が圧倒的に多く、臨床心理学関連の科

目が開講科目のなかで大きな比重を占

めていることが示唆された。 

 また、教育系、医療（看護）系、およ

び福祉系大学では、教員免許、看護師あ

るいは社会福祉士資格など、既成の資格

取得がカリキュラム編成の目的となっ

ているために、各大学間、学部間で、心

理学、応用心理学、臨床心理学の科目数

の格差が大きいことが明らかになった。

また、国立大学よりも私立大学のほうが、

心理学関係の科目数は充実している。 

 さらに、日本臨床心理士資格認定協会

が定める心理職の専門職大学院、および

指定大学院におけるカリキュラムでは、

実践体験的学習と実技指導を必須とし、

そのために多くの時間と労力を費やし

ていることを示した。 

 併せて、心理学関連諸団体が認定、も

しくは提案する心理職養成のための学

部・大学院教育のカリキュラムを調査・

比較したところ、共通する必修科目とし

て７領域（心理学概論、心理学研究法、

心理学統計、心理学実験、心理検査、心

理面接、および心理実習）と選択科目（ま

たは選択必須科目）として４領域（基礎

心理学、発達・教育心理学、臨床心理学

（医療保健福祉分野）、社会・産業心理

学）が抽出され、これらを心理職養成の

ためのminimal requirementとなるカリ

キュラムの骨子として提言した。 

2) わが国の心理職の実態に関する調査（職

務調査班）は、医療保健領域として、精

神科病院、精神科診療所、一般病院、お

よび医療・保健施設（精神科病院・精神

科診療所を除く）に従事する心理職の実

態調査を行い、精神科病院には 3,700～

4,420 人(95％信頼区間)、精神科診療所

には 2,330～3,190 人の心理職、が勤務

していると推定された。全国の一般病院

では、約 2,470 名の心理職が常勤雇用、

1,930 名が非常勤雇用されているとの

推計値を得た。心理職の大部分は、臨床

心理士の資格を有し、また、大学院修士

課程修了以上の学歴を有しているが、非

常勤という不安定な形態で勤務してい

る者の割合が高いことが分かった。 

 一方、わが国の福祉領域で勤務する心

理職者数はおおよそ 5,500～10,600 名

程度と推定された（複数職場勤務者の重

複計上を含む）。また、医療領域、福祉

領域を除く、教育領域、司法・法務・警

察領域、産業・労働領域、私設心理相談

領域の４領域の心理職者は約 20,000 名

（複数職場勤務者の重複計上を含む）と



推定された。しかしながら、国家資格が

ないために、多くの領域では、その職務

が期待されるにもかかわらず、雇用が進

まない、もしくは別の職名で雇用されて

いる現実も明らかになった。 

 現状において、心理職としての勤務者

総数を推定することは難しいが、上記の

ように非常勤職として複数の領域で勤

務している心理職者が存在することを

考慮し、各領域の心理職者数をもとに、

全領域の心理職者数は 38,000～40,000

名と推定される。これは心理学諸学会連

合（49 学会加入）の加入者総数 91,368

名について、個人が複数の学会に加入し

ていることから推定される心理職者数

36,547～45,684 名とも概ね合致してい

る。 

 わが国には、心理職に準じる多くの民

間資格制度があり、調査した 37 の民間

資格のうち、各資格取得者数のレンジは、

1 名～54,997 名で、その総計は 95,363

名であった。しかし、その各種民間資格

は、資格審査を受ける要件、資格審査の

方法、資格取得後の研修・更新制いずれ

も、実に多様であり、同列に検討するこ

とができない。 

 総じて、今日、心理職の職務に求めら

れるニーズとして、いずれの領域におい

ても、従来の心理査定・検査、心理面接・

治療、地域支援、研究などの知識や技術

に加えて、被援助者の現実生活を視野に

いれたチームアプローチや多職種連携

を調整する役割が期待されており、教育

や研修においても、関連専門領域と行

政・司法の理解とともに、実習教育の充

実が喫緊の課題であると考えられた。 

3) 海外における心理技術職資格制度の調

査（海外調査班）は、英国、カナダ、お

よび米国における心理技術職の国家資

格を含む公的資格制度を調査した結果、

英国とカナダ、米国では大学院の種類や

資格試験の有無など異なる点もあるが、

科学者－実践者モデルに立脚しており、

博士号を取得し、決められた濃密な実

習・インターンシップ経験を積み、十分

にスーパーヴァイズを受けた上で認定

される点は共通していることが明らか

になった。 

 

 以上のように、本研究は、わが国の高等

教育における心理学教育の実態とともに、

医療・保健、福祉、教育、司法、産業等、

様々な領域で活躍する心理職の実態と問題

点を、初めて明らかにした。本研究の成果

から、心理職育成の基本となる教育カリキ

ュラム作成と体制整備のための行動計画を

提言することが可能となる。同時に、今日

のわが国で求められる心理職の役割が明確

となった。その職務は、従来の臨床心理学

の教育・研修が目標としたものに加えて、

それぞれの領域におけるチームアプローチ

や多職種連携を促進する役割が期待されて

おり、広がりつつある心理職務に対応する

ために、より充実した研修教育体制の整備

が喫緊の課題であると考えられた。 

 

 

  



B. 研究成果 

(a) わが国の大学・大学院における心理学

関連教育の現状に関する調査研究（カリキ

ュラム調査班） 

 大野は、わが国の 4 年制大学における心

理学関連の教育の実態を調査した。公益社

団法人日本心理学会が認定する「認定心理

士」カリキュラムを有する大学の中で、心

理学関連科目を主な教育内容とする学部、

学科・コース・専攻等 181 校を対象に調査

を行った結果、心理職につながる教育内容

をもつ心理系大学の定員が 2 万人を超え、

教育内容については、基礎心理学から応用

心理学まで幅広いが、多岐にわたる専門性

の学部・学科・コース／専攻等で「認定心

理士」のカリキュラムを導入、単位取得を

可能にしていることが明らかになった。一

方、教育に関わる教員のうち心理職専門家

は臨床心理士有資格者が圧倒的に多く、臨

床心理学関連の科目が開講科目のなかで大

きな比重を占めていることが示唆された。

しかしながら、現在の学部教育においては、

実習関連科目及び心の問題をもつ人たちに

直接接する実践的カリキュラムが乏しいこ

とが示された。 

 増田は、わが国の教育系、医療（看護）

系、福祉系の学部において、悉皆で調査を

行った（820 学部のうち、759 学部の心理学

のカリキュラム調査）。また、保健師養成

系においては、地方別で無作為抽出法で、

国立大学12校、私立15校の調査を行った。

心理学系の科目においては、基礎心理学(心

理学入門・統計法等)、応用心理学（社会心

理学・教育心理学等）、臨床心理学（カウ

ンセリング・精神保健等）の 3つに分類し、

教育系、医療系（看護師）、福祉系の学部、

保健師養成の学部の授業科目数の分析を行

った。その結果、例えば、心理学関係の授

業コマ数が、教育系が 16.8 時間、福祉系が

20.4時間、医療系が7.6時間、その他が45.5

時間であるなど、各大学間、学部間で、心

理学、応用心理学、臨床心理学の科目数の

格差が大きいことが明らかになった。これ

は、教員免許、看護師免許、あるいは社会

福祉士資格など、国家資格取得中心のカリ

キュラムを組まなければならないというミ

ッションからきているものと考えられる。

また、国立大学と私立大学においては、私

立大学の方が、心理学関係の科目数は充実

していることが明らかになった。 

 馬場は、公益財団法人日本臨床心理士資

格認定協会が定める指定大学院と専門職大

学院のカリキュラムを提示した。指定大学

院では、必修科目と選択必修科目を併せて

26 単位以上取得することを修了要件とし、

臨床心理学に関するテーマと内容の修士論

文が課せられる。一方、専門職大学院では、

計 44 単位以上取得することを修了要件と

しているが、実態として 50〜52 単位の取得

となっている。修士論文提出の要件はない

が、臨床実践リポートを提出することが要

件となっている。いずれも、実践体験的学

習と実技指導を必須とし、そのために多く

の時間と労力を費やしており、それが質的

向上をもたらすための核になると考えられ

た。 

 黒木は、国内の心理学関連諸団体である

主要７団体が指定、もしくは推奨する心理

職養成のための学部・大学院カリキュラム

項目を比較・検討した結果、共通する必修

科目として（１）心理学概論、（２）心理

学研究法、（３）心理学統計、（４）心理

学実験、（５）心理検査、（６）心理面接、

および（７）心理実習の７領域が、また選



択科目（または選択必修科目）として（１）

基礎心理学、（２）発達・教育心理学、（３）

臨床心理学（医療保健福祉分野）、（４）

社会・産業心理学の４領域が抽出された。

これらを、心理職養成のための minimal 

requirement となるカリキュラムの骨子と

して提言した。 

 

(b) わが国の心理職の実態に関する調査研

究（職務調査班） 

 田﨑は、心理職の精神科医療機関におけ

る実態と役割を明らかにするために日本精

神科病院協会および日本精神神経科診療所

協会に加盟する医療機関を対象に調査を行

った（回収率 25％）。また、それらの医療

機関に勤務する心理職個人を対象に勤務内

容等に関する調査を行った。調査結果より、

精神科病院には常勤・非常勤を合わせて

3,700～4,420 人(95％信頼区間)、精神科診

療所には 2,330～3,190 人の心理職が勤務

していると推定された。勤務する心理職の

86％以上は臨床心理士の資格を有しており、

75％以上が大学院修士課程修了以上の学歴

を有していた。しかし、非常勤という不安

定な形態で勤務している者の割合が高い

（診療所では勤務者の 74％）。心理職の業

務内容は心理検査のみならず、90％前後の

者が外来患者の心理治療を行っており、治

療には患者一人あたり 45～60 分の時間を

かけている。心理治療の費用を請求してい

る機関は多くはないが、請求額(保険診療

外)の中央値は病院で 3,370 円、診療所で

4,160 円である。 

 中嶋は、心理職の一般医療・保健領域に

おける雇用と勤務の実態と、その役割を明

らかにすることを目的として、全国の一般

病院と医療・保健施設（精神科病院・精神

科診療所を除く）より無作為抽出により

1,000 施設に質問票を送付し、心理職雇用

の実態を 186 施設より回答を得た。全国お

よそ 7,500 の一般病院には 2,468 名の心理

職が常勤雇用、1,926 名が非常勤雇用され

ているとの推計値を得た。介護老人保健施

設や保健所・保健センターでは、非常勤雇

用が多数を占めた。ほとんどがひとり職場

であった。かつ週 5 日以上の非常勤職が多

いなど身分の不安定さがうかがわれた。上

記期間中に一般病院と医療・保健施設（精

神科病院・精神科診療所を除く）に勤務す

る心理職に WEB アンケート参加を呼びか

け勤務実態情報を有効回答 680 名より得た。

男女比は 1:4、35 才未満、経験 10 年以下の

若い心理職が中心であった。ほとんどが臨

床心理士資格であり、大学院修士課程修了

以上であった。他学会認定資格、民間資格、

など多様な資格をもって多様な部署に勤務

していた。一般医療・保健領域で求められ

ている活動は、心理査定、心理面接にとど

まらず、チーム医療とコンサルテーショ

ン・リエゾン・サービスを主とした医療・

保健領域の多様性が反映されていた。 

 村瀬は、福祉領域の心理職者の実態を明

らかにするために、厚生労働省の社会福祉

施設等調査に列挙された施設、および児童

相談所に勤務する心理職者の数を各種の手

法により推定した。その結果、わが国の福

祉領域で勤務する心理職者数はおおよそ

5,500～10,600 名程度と推定された（複数

職場勤務者の重複計上を含む）。しかしな

がら、国家資格のないために、多くの領域

では、その職務が期待されるにもかかわら

ず、雇用が進まない、もしくは別の職名で

雇用されている現実も明らかになった。今

日の福祉領域の課題に対する心理職の職務



として、従来の心理査定、心理面接、コミ

ュニティ支援、研究などの知識・技術に加

えて、生活を視野にいれたチームアプロー

チ、多職種連携、コラボレーションに活か

す役割が期待されていることが明らかにな

った。教育や研修においても、関連専門領

域と行政・司法の理解とともに、実習教育

の充実が喫緊の課題であると考えられた。 

また、医療領域、福祉領域を除く、教育

領域、司法・法務・警察領域、産業・労働

領域、私設心理相談領域の４領域について

も、同様の調査を行い、これらの領域の心

理職者数は約 20,000 名（複数職場勤務者の

重複計上を含む）と推定された。いずれの

領域においても、心理査定、心理面接、コ

ミュニティ支援、研究を基本的技能として

用いつつ、チームアプローチ、他職種連携

の調整、コンサルテーションが求められる

ようになっており、研修の充実が期待され

ることが明らかになった。司法・法務・警

察などの領域においては、職能熟達のため

の研修システムが系統的に構築されている。 

 横山は、わが国における心理職の各種民

間資格制度の概略を明らかにするため、ま

ず、一定の基準に基づき選択した心理学・

心理療法に関わる団体に対して質問紙の郵

送による調査を行った。回答が得られた 63

団体のうち、資格の認定・発行を行ってい

たものは 22 団体であり、資格の数は 37 で

あった。各資格取得者数のレンジは、1 名

～54,997 名で、その総計は 95,363 名であ

った。しかし、その各種民間資格は、資格

審査を受ける要件、資格審査の方法、資格

取得後の研修・更新制いずれも、実に多様

であり、同列に検討することができないこ

とが明らかになった。一方、以上のような

資格、または臨床心理士資格を任用の条件

としていないが、公的機関より委託を受け

ている相談機関における人材の養成・訓

練・研修システム、および、実質的な活動

内容について検討した結果、一部の相談機

関は、心理職となるために必要な訓練を行

っている機関があることが示された。また、

このような機関の特徴として、心理職とな

るまでに何段階かの選抜が行われているこ

と、目配りの効いた個別指導が行われてい

ることが明らかになった。 

 

(c) 海外における心理技術職資格制度の調

査研究（海外調査班） 

下山は、英国、カナダ、米国の医療分野

の心理職の養成カリキュラムや研修制度に

ついてレビューし、わが国の心理職に相応

しい教育研修システムを検討することを目

的として調査を行った。その結果は、以下

のように要約される。（１）クリニカルサ

イコロジストの概要：英国、カナダ、米国

の医療分野における心理職は、クリニカル

サイコロジストである。プログラムは、英

国では専門職大学院の博士課程、カナダ、

米国では大学院博士課程であり、いずれも

臨床心理学を専門とする。（２）クリニカ

ルサイコロジストとカウンセラーの比較：

サイコロジストは、心理療法を実践するだ

けではなく、アセスメントを実施する。科

学的根拠に基づいた（エビデンスベースト）

理論をメンタルヘルス活動に適応し、評価

と研究を継続する科学者‐実践者であり、

実証性と専門性を重視する。一方、カウン

セラーは、心理学を学問の基礎としておら

ず、心理療法は実践するがアセスメントは

行わず、研究よりも実践を重視する。（３）

サイコロジストになるための要件：英国で

は、3 年間の専門職大学院プログラムを修



了する必要があり、厳しい入学要件があり、

厳しい入学要件がある。プログラムには、

博士号の取得、スーパーヴァイズ下の毎週

3 日間（計 300 日間）の実習、認知行動療

法ともう 1 種類、計 2 種類のアプローチの

習得などがある。カナダ、米国では、博士

課程プログラムを修了し、規定時間数の実

習・インターンシップ経験（州によって異

なるが平均的には 3000 時間）を積み、筆記

試験（国の試験は必須、州の試験は州によ

って要否が分かれる）、口述試験に合格す

る必要がある。このように、英国とカナダ、

米国では大学院の種類や資格試験の有無な

ど異なる点もあるが、科学者－実践者モデ

ルに立脚しており、博士号を取得し、決め

られた濃密な実習・インターンシップ経験

を積み、十分にスーパーヴァイズを受けた

上で認定される点は共通していることが明

らかになった。これらの綿密な教育研修プ

ログラムにより、高度な臨床実践力を有し、

またエビデンスにもとづくアプローチを検

証していくための研究能力が保障されると

いえる。これら欧米の教育研修プログラム

を参考にして、我が国の医療分野における

心理職にふさわしい教育研修プログラムに

ついて慎重に検討する必要があると考えら

れた。なお、海外調査については、時間等

の制約があったためにクリニカルサイコロ

ジストを中心とした調査となり、結果とし

て医療・保健領域における心理職の現状把

握を示すものとなっている。 

 

 

 以上のように、わが国の医療・保健、福

祉、教育、司法、産業等、様々な領域で活

躍する心理職の実態を明らかにした研究は、

本研究が恐らく初めてであろう。本研究の

成果から、わが国に求められる心理職の役

割が明確となった。また、わが国の高等教

育における心理学教育の現状調査、および

海外における心理技術職資格の調査から、

心理職育成の基本となる教育カリキュラム

作成と体制整備のための行動計画を提言す

ることが可能となった。これらの成果は、

広範な領域において従事する心理職の教育

研修制度の改善に寄与し、もってわが国の

心理職の資質の向上に大きく貢献すると考

えられ、社会全体の心理職に対するニーズ

に応えるものであろう。それゆえ、精神保

健福祉医療に関連した厚生労働行政をはじ

め、教育、司法、産業等、関連諸領域行政

の計画策定にも極めて有用な資料を本研究

は提供しうるといえる。
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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

分担研究報告書 

 

心理職の役割の明確化と育成に関する研究（H26-特別-指定-011） 

 

〔分担研究課題〕学部カリキュラム 

 

分担研究者 大野博之 （福岡女学院大学大学院 教授） 

 

 

研 究 要 旨 

心理職役割の明確化と育成のモデルを模索する課題を検討するにあたって、現在

の 4 年制大学における心理学関連の教育の実態を調査し、現在の学部教育の現状を

まとめた。公益社団法人日本心理学会が認定する「認定心理士」カリキュラムを有

する大学の中で、心理学関連科目を主な教育内容とする学部、学科・コース・専攻

等 181 校を対象に調査を行った結果、心理職につながる教育内容をもつ心理系大

学の定員が 2 万人を超え、教育に関わる教員のうち心理職専門家は臨床心理士

有資格者が圧倒的に多いことが明らかになった。教育内容については、基礎心

理学から応用心理学まで幅広く、心理職の専門家を育成するには、実習関連科

目及び心の問題をもつ人たちに直接接する実践的カリキュラムが乏しいことが

示された。結論として、心理職の専門家育成のためには、学部を基礎にしたよ

り専門的な学びの課程が必要である。                              
  

A. 研究目的 

学部における心理学関連の履修科目、単

位、カリキュラム構成等を含めた教育体制

を網羅的に調査し、心理職と関連する学部

教育の実態を明らかにする。 

 

B．研究方法 

１）調査対象：文部科学省が平成 26 年度 4

月付でネット上に発表している全国の大学

一覧（国公立・私立）1から、公益社団法人

日本心理学会が認定する「認定心理士」カ

リキュラムを有する 231 大学（学部・学科・

コース／専攻等）を選定した。「認定心理

士」カリキュラム有無についてはネット上

に公開されている種々の受験者対象の大学

案内から確認した。 

２）データ収集方法：選定された 231 校に

郵送による資料請求またはネット検索を通

して資料を収集した。 

３）データ分析対象：調査対象の 231 校の

うち、心理学関連科目を主な教育内容とす

る学部、学科・コース・専攻等を抽出、181

校（以下、心理系）の教育体制を分析対象

とした。 

 

C．研究結果 

１）「認定心理士」カリキュラムを有する

大学の現況 
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 心理系を含む全体の大学の状況を表 1

に示した。 

 
 心理系大学だけで 2 万人を超える履修

可能者がいることが示され、心理職につ

ながる教育内容をもつ大学の多さがうか

がえた。 

２）心理系大学の履修課程 

 大学修了のための卒業要件単位及び履

修科目単位の内訳を表１に示した。 

 
 履修課程における単位数は大学間に大

きな差はみられなかった。 

２）代表的な履修科目の構成 

 心理系大学で開講されている心理学関

連科目の単位の合計数が多い順から 30科

目を抽出した。科目名については大学に

よって同類でありながら名称が若干異な

っていることから（例：心理学概論／心

理学基礎／心理学総論等）、それらについ

ては類としてまとめた。 

大学によって異なるが、3 分の 2 以上の

心理系大学で必須科目として配置した場

合は「必須」、選択と必須が同程度の場合

は「必須又は選択」、必須が半分を下回る

場合は「選択」科目として区分した。 

 

 

３）代表的な履修科目の内容 

 表 3 の心理学関連科目の教育目標もし

くは内容について複数のシラバスを総合

し、その内容を表 4 にまとめた。 

 

心理系 181 195 20,742
非心理系 48 70 6,580
通信制 2 - 2,000

合計 231 265 29,322

表1　認定心理士資格取得が可能な大学の現況
大学数
（校）

学部学科
等数

定員
総数(名）

卒業要件
単位

共通教育科目
単位

専門科目
単位

123 34 89

表2．卒業要件履修単位(平均）

順位科目類 区分
1 心理学概論類
2 心理学研究法
3 心理統計学類
4 臨床心理学
5 心理学実験

必
須

表3　心理学関連科目の構成

6 社会心理学
7 カウンセリング論類
8 認知心理学
9 発達心理学

10 心理検査法類
11 人格心理学類
12 精神医学類
13 心理療法論
14 教育心理学
15 学習心理学
16 生理心理学
17 障害者心理学類
18 健康心理学
19 人間関係論類
20 家族心理学
21 犯罪心理学
22 産業心理学
23 高齢者心理学類
24 生涯発達心理学
25 健康スポーツ心理学
26 学校心理学類
27 児童心理学類
28 精神保健概論
29 コミュニケーション論類
30 青年心理学類

必
須
又
は
選
択

選
択

順位 科目名 教育目標・内容

1
心理学
概論類

心理学の基礎的な考え方，理論，方法論
を学ぶことを目的としている。具体的に
は，1）心理学における古典的な人間観を
理解し，2）科学的方法論に根ざす心理学
研究に親しみ，3）現代社会における様々
な現象を心理科学の視点から批判的に
分析し，社会生活を豊かにするために活
用することを目的とする。

2
心理学
研究法

心理学には、様々な研究分野や理論的
な観点があるので、「心」という対象が多
くの方法によって研究されている。心理学
における研究の意味を正しく理解し、得ら
れた知識を、卒業研究のために活用する
ことを目標にしている。

3
心理統
計学類

心理学研究において、実証研究では統
計的な検討が不可欠であるため、心理統
計の基礎知識、技術の習得を目標とす
る。心理学的研究には、さまざまな統計
数値が用いられており、統計学の基礎的
知識は心理学を学ぶ上での不可欠な素
養となっている。

4
臨床
心理学

臨床心理学は、人間の心理的な発達、適
応、自己実現などの援助に関わる心理学
の一学問領域である。こころに問題や悩
みを抱えた方の理解・支援のために，臨
床心理学における理論・アセスメント・介
入法について学ぶ。

表4　代表的な科目の教育目標・内容
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４）教員の心理職資格所有現況 

 教員の専門性は教育内容と深い関係に

あると考え、心理系大学の教員が有する

心理職の資格を調査した結果を表 2 に示

す。 

5
心理学
実験

「心」を測定するためのさまざまな方法を
体験的に学ぶ。実験を通して得られた
データをまとめ（記述統計、表、グラフ）、
人の心のはたらきや行動を説明したり解
釈したりするためのデータの読み方を身
に付ける。

6
社会
心理学

社会心理学は、人間の社会的行動に関
する心理学的な法則を解明しようとする
学問である。私たちの社会的行動に対す
る他者からの影響過程や所属する集団
や組織からの影響過程を中心に「心の働
き」を社会的文脈の中で考察することが
できる。

7
カウンセ
リング
論類

言語，準言語，非言語の各コミュニケー
ション，カウンセリングの原理と主な理論
と技法，学校，家庭，職場に関するカウン
セリングを学ぶ．

8
認知
心理学

認知心理学は「認知」を対象とする心理
学である。「認知」とは「認識」とほぼ同義
で、事物や事象についての知識・情報を
得るすべての過程を指す。認知心理学が
扱うさまざまな行動について、行動が生じ
るメカニズムや認知処理の過程を学なが
ら、認知心理学的な行動理解の仕方につ
いて考えを深める

9
発達
心理学

主に発達初期から幼児期、児童期までの
発達の様相・特徴について、種々の実験
や研究知見を通して把握し、基本的な知
識を学習する。発達心理学の方法、発達
理論（発達観、発達段階、発達の原理な
ど）について理解する。

10
心理検査
法類

代表的な心理テストについてその理論を
理解し、実習を通して、心理アセスメント
について学習し、臨床心理学を修得する
ものにとって必要最低限の心理アセスメ
ントの技法を体得する。

11
人格
心理学類

心理学においてこれまで性格がどのよう
に扱われてきたか、その理論や方法論な
どを紹介し、性格についての基本的理解
を目標とする。

12
精神
医学類

さまざまな精神疾患についての科学的な
知識を習得すると同時に、精神疾患と社
会や歴史との関係へと視野を広げ、精神
障害をめぐる偏りのない見識を涵養する。

13
心理
療法論

心理療法とは、心理学の知見を主に使っ
て、こころの問題からくる心身に生じる症
状を改善しようとする方法の総称で、臨床
心理学の実践において中心的な位置を
占めるものである。心理療法についての
主要な理論・方法論を概観するとともに、
全体の共通概念について学ぶ。

14
教育
心理学

教育心理学の主要分野である「教える」
「学ぶ」、「発達する」「評価する」「個性的
にふるまう」という教育心理学の諸領域を
取り上げて、その領域における心理学的
な課題と考え方を学ぶ。

15
学習
心理学

行動の獲得や変化の過程に関する条件
づけの理論をベースにしながら、学習のし
くみや思考・言語・記憶といった人間の認
知システムについて理解する。

16
生理
心理学

様々な心理機能の基盤となる脳を中心と
した生理学的メカニズムを取り上げる認
知神経科学的視点から人間の行動のしく
みを理解する。

17
障害者
心理学類

様々な障害の概念及びその分類や障害
のメカニズムについて学び、心理的な特
徴とその支援の方法について理解する。

18
健康
心理学

健康の維持と増進、疾病の予防と治療、
ヘルスシステムや健康政策の分析や改
善などに行動科学の知識と技術で関与す
る心理学の一領域で健康で幸福な人生
を実現するため諸理論を学ぶ。

19
人間関
係論類

心理学の基礎理論をベースに実際の人
間関係のメカニズムを理解し、人間関係
を築くスキルを学ぶ。

20
家族
心理学

現代の家族の特徴や問題に関して理解
し、家族が形成されてから発達して行く過
程，その過程で生じうる心理臨床的問
題，その問題への支援法を学ぶ。

21
犯罪
心理学

犯罪理論について、心理・生物・社会学
的観点から学ぶ。犯罪・非行の概況、事
件処理の流れ、処遇機関、社会の犯罪
者に対する感情など、社会的理解と実際
の対応について学ぶ。

22
産業
心理学

組織や集団における行動の原理を理解
し、リーダーシップ、職場適応、職業適性
等について具体的に学ぶ。

23
高齢者
心理学類

高齢者の心理を理解するために、社会的
側面や身体機能などについても知識を深
め、高齢者と関わる上で必要な知識を習
得することを目的とする。また、「喪失の
時期」とも言われる高齢期の心理的な援
助について学ぶ。

24
生涯発達
心理学

人間が生まれてから生を終えるまでの一
生を視野に入れて発達を捉える「生涯発
達心理学」の考え方や意義、価値を理解
する。

25
健康ス
ポーツ
心理学

スポーツ心理学の基礎的な知識を習得
し、ライフサイクルに合わせた運動・ス
ポーツの実践及び指導に活かせるように
する。

26
学校
心理学類

学校現場で生じている問題のうち、臨床
心理学的支援が有効に働く課題につい
て、その実態と支援の在り方を学ぶ。

27
児童
心理学類

胎児期から児童期までの各発達段階の
主要な特徴を理解し、保育や教育実践や
発達相談等に活かそうとする態度を形成
する。

28
精神
保健類

医療や福祉で必要とされる精神保健の基
礎的な知識を習得する。地域生活する精
神障害者が抱える困難さとその支援につ
いて理解する。

29
コミュニ
ケーション
論類

心理学の様々な理論を対人コミュニケー
ションに応用して学ぶことで、対人コミュニ
ケーションのスキル向上を図る。

30
青年
心理学類

青年期心性を理解する上で、身体との関
係、家族との関係、学校との関係、社会と
の関係の中で捉え、そこで生じる問題や
病理について理解す。
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より専門的かつ実践的なインテンシブコー

スを設定することができれば、心理職の役

割と育成の体系を明確にできるのではない

かと思われる。 

 

F．健康危険情報 なし 
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1．論文発表 なし 

2．学会発表 なし 
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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

分担研究報告書 

 

心理職の役割の明確化と育成に関する研究（H26-特別-指定-011） 

 

〔分担研究課題〕教育・福祉・医療(看護)の学部における心理学のカリキュラム

についての基礎的調査 

 

分担研究者 増田健太郎（九州大学大学院人間環境学研究院/ 教授） 
 

研 究 要 旨 

臨床心理技術職の国家資格化に当たって、教育系・医療系（看護師）・福祉系

の学部において、悉皆で調査を行った。820 学部の内、759 学部の心理学のカリ

キュラムの分析を行った。また、保健師養成系においては、地方別無作為抽出

法で、国立大学 12 校・私立 15 校の調査を行った。参考のためにアメリカ 1 校・

オーストラリア 2 校の心理学部のカリキュラムの調査を行った。心理学系の科

目においては、基礎心理学(心理学入門・統計法等)・応用心理学（社会心理学・

教育心理学等）・臨床心理学（カウンセリング・精神保健等）の 3 つに分類し、

教育系・医療系（看護師）・福祉系の学部、保健師養成の学部の授業科目数の分

析を行った。 

その結果、各大学間・学部間に、心理学・応用心理学・臨床心理学の科目数

の格差が大きいことが明らかになった。これは、教員免許・看護師免許・社会

福祉士資格など、国家資格取得中心のカリキュラムを組まなければならないと

いうミッションからきているものと考えられる。 

国立大学と私立大学においては、私立大学の方が、心理学関係の科目数は充

実していることが明らかになった。これは私立大学が、認定心理士等の資格を

とることが、学生募集の増加に繋がることを意識したカリキュラム構成にして

いることと思われる。臨床心理技術職の国家資格化に当たっては、各大学・各

学部での心理系科目数の格差が大きいことに留意し、取得科目内容及び単位数

で、受験要件を考える必要がある。 

                                

A. 研究目的 

 心理学に関する専門的知識及び技術を

もつ臨床心理技術者は、保健医療、福祉、
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心理学に近い授業コマ数である。実習は

教育実習や看護実習・福祉実習など各専

門領域の実習は含まずに、臨床心理に関

係のある実習のみである。 

 表 3 は各領域の心理学関係授業の平均

コマ数である。 

 心理学関係の授業コマ数は、教育系が

16.8 コマ、福祉系が 20.4 コマ、医療系が

7.6 コマ、その他が 45.5 コマである。 

教育系は、教職に就くために必要な心

理学関係の授業があること、また、学校

心理士などの資格をとることを前提とし

たカリキュラムを組んでいることが要因

として考えられる。 

 福祉関係は、精神福祉士や社会福祉士

などの学部卒での国家資格をとることを

前提としたカリキュラム構成のために、

心理学関係の授業のコマ数が多いものと

考えられる。 

 医療関係は、看護師養成が主であり、

医療関係の授業の必修が多く、心理学関

係は少なくなるものと考えられる。 

 その他は私立のみで、人間科学部や人

間発達コースなど、心理学を中心とした

カリキュラム構成になっており、卒後資

格として認定心理士がとれることを前提

としたカリキュラム構成をとっている大

学があるために、心理学関係のコマ数は

多くなるものと考えられる。 

 表 4 は、心理学関係の授業コマ数の最

大値であり、領域別では教育関係が多く、

設置別では私立大学が圧倒的に多くなっ

ている。その大学がどの資格取得をめざ

すカリキュラムを組むかによって大学間

格差が生じている。表 5 は心理学関係の

授業の最小値であるが、ほとんど 0 に近

い。 

 大学によって心理学関係のカリキュラ

ムの差が大きいことが明らかになった。 

 

Ｄ．考察 

 今回の調査は、医療系・教育系・福祉

系の各大学・各学部の心理学関係の授業

のコマ数を悉皆調査で行ったが、大学間

格差が大きいことが明らかになった。保

健師養成の大学のカリキュラムにおいて

も、心理関係の授業の実施数の差は大き

い。 

研究成果の学術的意義についてだが、

各大学各学部の心理学関連の授業コマ数

を悉皆で調査した研究は、管見の限り、

今回の調査が初めてであると考える。今

後各資格とのカリキュラムの連関性を分

析することに学術的意義があると言える。 

研究成果の行政的意義について、臨床

心理技術職の大学でのカリキュラムの悉

皆調査は行われていない。今後、臨床心

理技術者の国家資格化にあたっては、学

部での心理学関係の科目の検討、単位取

得数の詳細な検討が必要である。現行の

カリキュラムでは、教育系・心理系・医

療系の学部卒では、心理学・応用心理学・

臨床心理学の基礎知識が不足していると

考えられる。また、カリキュラムを再考

するに当たっても、他資格との関係で、

心理学関係の授業科目や実習科目を増や

すことは厳しいものと考えられる。 

国公立大学に比較して、私立大学の方

が名目上・数量的には心理学の授業科目

数は充実していると言える。 

 しかし、取得できる資格やカリキュラ

ムの目標と内容との関連を精緻に分析す
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るまでに至っていない。資格やカリキュ

ラムの目標・内容との関連の分析が課題

である。 

 アメリカ・オーストラリアの臨床心理

学部 3 校のカリキュラムは、臨床心理学

の中においても、学校臨床心理学など、

特化したカリキュラムになっている。 

 

E．結論 

臨床心理技術職の国家資格において、

関連分野学部出身者の受験資格を認める

に当たっては、教育・医療・福祉系の大

学・学部の臨床心理学を含めた心理科目

のカリキュラム構成の格差は大きい。心

理学・応用心理学・臨床心理学のどの科

目を何単位取得していることが条件とな

るのか、精緻な検討が必要である。 

 

F．健康危険情報  無 

G．研究発表    無 

1．論文発表    無 

2．学会発表    無 

3．その他      無 

H．知的財産権の出願・登録状況  

  無 

 

研究協力者 

九州大学大学院人間環境学府 

実践臨床心理学専攻増田研究室大学院院生 
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表 2 大学学部の心理学関係授業の平均コマ数 

    基礎心理 応用心理 臨床心理 計 実習 その他 総計 

国立 教育系 2.6 9.4 2.4 14.4 1 1 16.4 

  福祉系 1.8 6 2.3 10.1 0 0 10.1 

  医療系 1 1.1 1 3.1 0 0.9 4 

  その他 - - - - - - - 

公立 教育系 2.6 5.1 1.6 9.3 0.5 2.4 12.2 

  福祉系 1.5 8.1 1.4 11 1 10 22 

  医療系 1.3 2.8 0.8 4.9 1.2 4.1 10.2 

  その他 - - - - - - - 

私立 教育系 4 9.9 3 16.9 1.9 3.1 21.9 

  福祉系 4.7 12.0 1.7 18.4 3.6 7 29 

  医療系 1.1 2.6 1.4 5.1 1 2.4 8.5 

  その他 9.2 24.1 6 39.3 2.6 3.6 45.5 

全体 平均 2.98 8.11 2.16 13.25 1.28 3.45 31.23 

表 3 国立・公立・私立大学別各領域の心理学関係の授業コマ数 

    基礎心理 応用心理 臨床心理 計 実習 その他 総計 

国立 教育系 2.6 9.4 2.4 14.4 1 1 16.4 

公立 教育系 2.6 5.1 1.6 9.3 0.5 2.4 12.2 

私立 教育系 4 9.9 3 16.9 1.9 3.1 21.9 

教育系 平均 3.1  8.1  2.3  13.5  1.1  2.2  16.8  

国立 福祉系 1.8 6 2.3 10.1 0 0 10.1 

公立 福祉系 1.5 8.1 1.4 11 1 10 22 

私立 福祉系 4.7 12 1.7 18.4 3.6 7 29 

福祉系 平均 2.7  8.7  1.8  13.2  1.5  5.7  20.4  

国立 医療系 1 1.1 1 3.1 0 0.9 4 

公立 医療系 1.3 2.8 0.8 4.9 1.2 4.1 10.2 

私立 医療系 1.1 2.6 1.4 5.1 1 2.4 8.5 

医療系 平均 1.1  2.2  1.1  4.4  0.7  2.5  7.6  

国立 その他 - - - - - - - 

公立 その他 - - - - - - - 

私立 その他 9.2 24.1 6 39.3 2.6 3.6 45.5 

その他 平均 9.2 24.1 6 39.3 2.6 3.6 45.5 

全体 平均 2.98 8.11 2.16 13.25 1.28 3.45 31.23 
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表 4 国立・公立・私立大学別心理学関係最大値コマ数 

調査対象最大コマ数  基礎心理 応用心理 臨床心理 計 実習 その他 総計 

国立 教育系 10 26 9 45 2 2 49 

  福祉系 5 11 5 21 0 0 21 

  医療系 2 2 2 6 0 2 8 

  その他 - - - - - - - 

公立 教育系 13 20 4 37 1 5 43 

  福祉系 4 19 3 26 3 17 46 

  医療系 3 7 1 11 4 10 25 

  その他 - - - - - - - 

私立 教育系 30 121 43 194 4 20 218 

  福祉系 32 62 25 119 3 35 157 

  医療系 2 23 6 31 1 10 42 

  その他 42 85 35 162 14 17 193 

  計 143 376 133 652 32 118 802 

表 5 国立・公立・私立大学別心理学関係最小値コマ数 

調査対象最小コマ数  基礎心理 応用心理 臨床心理 計 実習 その他 総計 

国立 教育系 0 1 0 1 0 0 1 

  福祉系 0 2 0 2 0 0 2 

  医療系 0 0 0 0 0 0 0 

  その他 - - - - - - - 

公立 教育系 0 0 0 0 0 0 0 

  福祉系 0 3 0 3 0 0 3 

  医療系 0 0 0 0 0 0 0 

  その他 - - - - - - - 

私立 教育系 0 0 0 0 0 0 0 

  福祉系 0 0 0 0 0 0 0 

  医療系 0 0 0 0 0 0 0 

  その他 1 0 0 1 0 0 1 

  計 1 6 0 7 0 0 7 

 

表6 保健師養成大学　心理学カリキュラム
基礎心理 応用心理 臨床心理 平均 実習 その他

国立大学12校 4.2 4.2 5.7 4.7 0.2 0.0
私立大学15校 4.3 2.8 3.3 3.5 0.4 0.0
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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

分担研究報告書 

 

心理職の役割の明確化と育成に関する研究（H26-特別-指定-011） 

 

〔分担研究課題〕大学院カリキュラム 

 

分担研究者 馬場禮子 （中野臨床心理研究室／室長） 

 

 
 

研 究 要 旨 

 大学院修士課程修了を学歴要件とする心理職国家資格を企画するに当たっ

て、その参考とするために、現行の大学院カリキュラムを調査し検討する役割

を担当した。整ったカリキュラムを持つのは、公益財団法人・日本臨床心理士

資格認定協会の指定する養成校修士課程のみであったため、これについて調査

し、検討した。その結果、このカリキュラムは現在の日本において実現を期待

できるレベルとしては、最も高度な質的内容を持つキュラムであろうという結

論を得た。また、心理職の専門家を育成するためには、きめ細かい個人指導を

豊富に提供することが必須であるという結論を得た。 

                      
  

 

 

A. 研究目的 

心理職の大学院教育について調査する。

現在どのようなカリキュラムが実行可能

であり、どのような効果が予測されるか

を検討し、今後のカリキュラムのあり方

について、検討資料を提出する。 

 

B．研究方法 

Ⅰ．現在我が国で行なわれている心理職

の大学院教育を調査するに当たって、『臨

床心理士』養成のための大学院教育とし

て、公益財団法人・日本臨床心理士資格

認定協会が定める教育組織が、唯一の整

ったものであることが明らかになった。

そこで、そのカリキュラムについて、同

協会が管理する「指定大学院」と「専門

職大学院」の資料を収集した。 

 

Ⅱ．カリキュラムの内容について調査し

た。またその内容について詳しく検討し

た。さらにその教育・訓練を実施するた

めの① 教育体制と② 教育施設について

調査した。 

 

Ⅲ．具体例として幾つかの大学院のカリ

キュラムと実施状況を調査した。 
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 以上について研究結果として報告する。 

 

C．研究結果 

Ⅰ．資格認定協会が定めるカリキュラム 

カリキュラムはいずれも修士課程また

は博士前期課程のものである。 

 

1）指定大学院（平成 15 年以降適用） 

① 必修科目と単位 

臨床心理学特論      

4 単位（週１コマ通年） 

臨床心理面接特論     

4 単位（同上） 

臨床心理査定演習     

4 単位（同上） 

臨床心理基礎実習     

2 単位（週２コマ通年） 

臨床心理実習       

2 単位（同上） 

② 選択必修科目群：当分の間、以下の科

目を規準科目とし、ある程度の変更は認

めるものとする。いずれも週 1コマ半年 2

単位とする。 

 

A 群  

心理学研究法特論 

心理統計学特論 

臨床心理学研究法特論 

 

B 群  

人格心理学特論 

発達心理学特論 

学習心理学特論 

認知心理学特論 

比較行動学特論 

教育心理学特論 

 

社会心理学特論 

産業心理学特論 

 

C 群  

社会病理学特論 

人間関係学特論 

家族心理学特論 

犯罪心理学特論 

臨床心理学関連行政法論 

 

D 群  

精神医学特論 

心身医学特論 

神経生理学特論 

老年心理学特論 

障害者（児）特論 

精神薬理学特論 

 

E 群  

投映法特論 

心理療法特論 

学校臨床心理学特論 

グループ・アプローチ特論 

臨床心理地域援助特論 

 

以上を規準としてカリキュラムを定め、

計26単位以上取得することを修了要件と

する。 

修士論文は臨床心理学に関するテーマ

と内容であること、修士論文指導者のう

ち一人は臨床心理士有資格者であること

を条件とする。 
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2）専門職大学院 

 

① 必修基幹科目 

臨床心理学原論     

4 単位（演習 4単位） 

臨床心理面接学 

6 単位（演習 4単位、実習 2単位） 

臨床心理査定学     

6 単位（演習 4単位、実習 2単位） 

臨床心理事例研究 

4 単位（演習 4単位） 

（計 20 単位以上） 

 

② 必修展開科目  

臨床心理地域援助学   

4 単位（演習 4単位） 

臨床心理調査研究    

2 単位（実習４単位） 

総合的事例研究     

2 単位（演習 4単位 

（計 10 単位以上） 

 

③ 選択科目 

認知行動論        

生涯発達論 

人間関係論 

適応障害論 

家族心理臨床論 

障害心理臨床論 

犯罪心理臨床論 

臨床心理関連行政論 

臨床精神医学 

臨床精神薬理学 

（計 10 単位） 

 

④ 選択特修科目群  

臨床実践特修科目群（教育・医療・子ど

も・成人等） 

臨床実践技法特修科目群（査定・面接・

理論・技法等） 

（計 10 単位） 

 

以上を規準としてカリキュラムを定め、

計44単位以上取得することを修了要件と

しているが、実態としては 50～52 単位の

取得となっている。 

修士論文提出の要件はなく、臨床実践

リポートを提出することが要件となって

いる。 

 

Ⅱ．カリキュラムの内容および教育体制

と教育施設 

 1）指定大学院 

（1）カリキュラムの内容 

 

① 必修科目 

＜臨床心理学特論＞ 

 「臨床心理学」の定義から始まり、そ

の全貌を大きく捉えて「臨床心理学」の

全体とその布置を知ることを目的とする。

したがって１年目の前期に置くことにな

っている。講義と演習をあわせた授業形

態が多い。 

 展望する内容としては、① 心理臨床が

実践される領域—医療、教育、福祉、司法、

産業など—について、② 行われる臨床心

理的手法—心理査定、心理療法、心理相談、

コンサルテーションなど−について③ 基

本的理論—精神分析理論、パーソンセンタ

ード理論、認知理論、学習理論など−、④

臨床心理士の倫理—臨床の倫理と研究の

倫理について、などがある。 
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＜臨床心理面接特論＞ 

 「面接」とは非常に広い内容を持つ言

葉である。それらの面接について学び、

理解することを目的とする。 

インテーク面接：まず来談したクライエ

ントがどのような動機、意図、目的で、

どういう経過を辿ってこの場（例えば単

科の病院、医院、総合病院、相談所、学

生相談、教育相談など）へ来所したのか

を尋ね、理解し、この場がそのクライエ

ントに適切か、その期待に答えることが

できるかを判断するための面接。適切で

ないと判断されればより適切な場を紹介、

推薦する。 

アセスメント面接：来談初期のクライエ

ントについて、そのパーソナリティ傾向

や精神疾患の有無と程度などを査定する

面接。これまでの生活態度、対人関係、

困難な課題などについて、本人の語る話

の中から査定する他、必要に応じて心理

検査を行う。 

 インテーク面接とアセスメント面接に

は、精神疾患や人格障害、生活史や家族

環境が人に与える影響などについて、充

分な知識が必要であり、またクライエン

トがカウンセリングを受けようという意

欲を持てるように動機づける働きかけも

必要であるため、経験ある相談員や教員

が行ない、院生はそれに陪席して学ぶと

いうことが多い。 

心理療法面接：何らの技法をもって、一

定期間定期的に面談やワーク（箱庭作成、

サイコドラマ、ロールプレイ、動作、訓

練など）をする中で、本人の行動や考え

方などを修正して行くための面接。これ

には高度の知識と技法が必要である。 

 この授業では、これらの面接について

概観し、実際の技法訓練は他の授業（心

理療法特論、臨床心理基礎実習、臨床心

理実習、など）で行うのが一般であるが、

この授業でもロールプレイなどの実習を

する場合もある。 

 

＜臨床心理査定演習＞ 

 査定法の中でも特に心理検査の習得に

焦点を当てることが多い。講義と実習（検

査施行体験、受検者体験）で行なう。質

問紙法は多数あるが、短時間で習得が可

能なので、この授業の前期で習得し、後

期にはウェクスラー法知能検査の実習に

時間をかけるやり方が多い。また投映法

の習得には特に時間がかかるので、E群の

「投映法特論」に回すことが多い。面接

法については、指導者のアセスメント面

接に陪席して学ぶのが一般である。 

 

＜臨床心理基礎実習＞ 

 必ず 1 年次の前期から行う。臨床心理

実践を行うための基礎学習。① 学内臨床

心理相談室（以下、相談室）で指導者が

行うインテーク面接に陪席する。② ロー

ルプレイを行う。面接者とクライエント

双方の役割を演じることによって、心理

面接の実際を学ぶ。③ 学内相談室でクラ

イエントからの電話対応を実習する。講

義と討論。基本的な心構え、態度、関わ

り方、困難な場面での対処法などについ

て講義を受ける。また①～③の体験を通

して学んだことを踏まえて、面接者のあ

り方について討論する。 

 

＜臨床心理実習＞ 
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 ２年次配当。この授業は一般に、時間

表通りには行われない。2 年次または 1

年次後期から、① 院生は学内相談室で事

例を担当する。② するとそれに伴って、

指導者（教員、非常勤相談員、学外講師）

からスーパーヴィジョン（以下、SV）を

受ける。③ また週に１回は授業 2コマを

使った事例検討会が行われる。学外実習

も必修であり、外部の医療機関、教育機

関、福祉機関（養護施設等）などへ出向

いて、実地指導を受ける（学外実習を１

年次の後期から始める大学院もある）。一

般に、１回の実習のために、一日を要し

ている。④ 院生は SV や事例検討会に備

えて面接記録、報告書等を作成する。 

 多くの大学院で、これらがすべて「臨

床心理実習」の時間に置かれている。し

たがって、実際に要する時間は 2 コマよ

り遥かに多くなっている（年間約 500 時

間以上）。中には時間割上 4コマに換算し

ている大学院もあるが、それでも実際に

要している時間には達しない。 

 

② 選択必修科目群 分野によって5群に

分けている。 

A 群 

 研究法の群。在学中の修士論文、修了

後の研究論文のための準備として、心理

学研究法、心理統計法、臨床心理学研究

法を置く。内容は一般的に知られている

心理学の研究手法である。特に「臨床心

理研究法」を置くのは、心理学的研究手

法を臨床心理の素材に適用する方法、例

えば事例研究の資料（面接記録、心理検

査記録等）に、より科学的な手法（KJ 法、

半構造化面接法、多変量解析など）を加

えて整理する方法を学ぶなど、臨床心理

学的研究論文を作成するためである。A

群には基礎心理学の講師を依頼するのが

一般である。 

 

B 群 

 臨床以外の心理学で、心理臨床にも役

立つものを学ぶための群。それぞれの分

野の心理学者に依頼するのが一般である。 

 

C 群 

 B 群より臨床寄りの領域。個人を取り巻

く環境と個人との相互関係を扱う学を取

り上げている。それぞれの分野の専門家

に依頼するが、この分野は臨床心理学者

でも専門にしている者もあるので、専任

教員が担当することもある。 

 

D 群 

医学、医療領域の群。現在は精神障害に

特化されているが、臨床心理士への要請

が広まっているところから、内科、小児

科、新生児医療、などの知識を加えるこ

とが検討されている。現在は精神科医の

講師を依頼している。 

 

E 群 

臨床心理科目の中で、さらに時間をかけ、

より踏み込んだ学習をする必要のあるも

のが選ばれている。「投映法」と「心理療

法」はどれほど時間を掛けても２年間で

は学びきれないものなので、少しでも多

く学ぶために置かれている。その他は臨

床心理士の多くが関わる領域に特化した

科目である。「学校臨床心理学」も必須の

科目となっている。 
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（2）実施するための教育体制と教育施設 

① 教育体制 

＊ 臨床指導と論文指導のために、

院生１学年10～15名に対して、

教員は専任で 5 名以上の有資

格者を置かなければならない。 

＊ 学外実習施設には複数の臨床

心理士（非常勤も可）が在職

し、現場での指導ができるこ

とを条件とする。 

＊ 学内実習施設「臨床心理相談

室」には有資格の非常勤カウ

ンセラーを置き、専任教員を

補って、院生には難しい事例

の担当、新規来談者のインテ

ーク面接、院生のスーパーヴ

ィジョン、相談室の臨床的配

慮全般についての指導、など

の担当とする。院生の陪席実

習は、この非常勤カウンセラ

ーの面接に陪席して行なうこ

とが多い。 

 

② 教育施設 

＊ 学内に「臨床心理相談室」を

置かなければならない。設備

は、院生 1学年 10～15 名に対

して、相談室 3 室以上、プレ

イルーム 2 室以上、待合室 1、

事務室 1、資料（相談記録）管

理室 1、院生の作業室 1を置く

ことが規定されている。 

＊ 学外実習施設を確保しなけれ

ばならない。医療、福祉、教

育などの領域から 2 領域以上

を確保し、院生すべてが実習

できるようにする。 

＊ 学外実習施設との間で研修依

頼書、研修承諾書を取り交わ

して、実習の充実を図ること、

実習の回ごとに報告書を指導

教員に提出し、指導を受ける

こととなっている。 

 

1）専門職大学院 

（1）内容の解説 

専門職大学院では、より高度に専門的

な職業人（プロフェッショナル）を養成

する目的から、授業の形態は基本的に実

習、演習が中心となる。これはどの科目

についても言えることであり、この為に

院生の学習量は非常に多くなっている。 

 

① 必修基幹科目 

＜臨床心理学原論＞ 

 これを＜臨床心理学原論演習＞と命名

している大学院もある。複数の教員が担

当することで、内容の幅を広げている。

臨床心理学の全体像を広く理解すること

を目標とし、院生の研究報告、事例検討、

グループ討論などで、個別例も加える 

＜臨床心理面接学＞ 

 ＜臨床心理面接学演習＞と＜実習＞の

2 本を立て、計 4～6 単位の授業とする。

複数の教員が担当することで、内容の幅

を広げている。「面接」の定義は指定校で

示したものと同じである。授業内容には、

クライエントへの応対の仕方、関係の形

成、査定のための情報収集としての聴き

方、それらの実践事例の検討、スタッフ

間の連携等がある。臨床心理相談室での
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担当事例を用いる方法が多く行なわれて

いる。このため、1年次後半から学内臨床

心理相談室での事例担当を行ない、担当

事例については個別のスーパーヴィジョ

ンを受ける。その手続きは指定校と同じ

である。 

＜臨床心理査定学＞ 

 ＜臨床心理査定学演習＞と＜実習＞の

2 本立て、計 4～6 単位の授業とする。複

数の教員が担当する。授業内容には、発

達水準や人格の病理水準を査定するため

の基礎理論の学習、査定の実際、すなわ

ちインテーク面接や相談面接での見立て

の仕方、各種の特異な表現を見分けるた

めの知識と技法を学ぶ。実際例として、

臨床心理センターで担当する事例を用い

ている。 

＜臨床心理事例研究＞ 

 面接学や査定学での学びとも連動して、

担当する事例の実践経験を踏まえながら、

事例の援助面接の進め方、カウンセリン

グの技法、経過の中でのアセスメント、

などについて学ぶ。事例検討会や個別の

スーパーヴィジョンをこの科目に含める

大学院もある。 

 

② 必修展開科目 

＜臨床心理地域援助学＞ 

 主として外部実習の経験を用いて学習

する。学校、適応教室、教育センター、

児童養護施設、種々の福祉施設、医療施

設などにおいて、それぞれの機関の業務

や役割を知り、関連機関や他職種との連

携について学び、また領域や機関によっ

て異なる臨床心理活動のあり方について

学ぶ。 

＜総合的事例研究＞ 

 専門職大学院の場合、修士論文に代え

て事例研究論文を提出することになって

いる。したがってこの科目は、単に事例

の実践を学ぶ目的ではなく、事例を研究

論文として仕上げることが目的となる。

研究計画の作成と実践、先攻研究のレビ

ュー、経過の纏め方、考察の視点、文献

レビューの精緻化等について学ぶ。 

＜臨床心理調査研究＞ 

 臨床心理学領域における研究とは何か、

質的研究と量的研究の方法、臨床心理学

の研究内容および研究方法（デザイン）

の特殊性について、臨床心理的研究に使

える心理学的方法についてなどを学ぶ。

演習方式が多い。 

 

③ 選択科目 

 ここでは、多くの領域の心理学のうち、

臨床心理実践に直接関連するもの、およ

び医療、医学のうち、臨床心理実践に直

接関連するものが選ばれる。実例は上記

（P.2～3）の通りであるが、大学院によ

って自由に選択されている。多くの領域

の心理学者、医師などが非常勤講師とし

て依頼されている。 

 

④ 選択特修科目群 

＜臨床実践事例特修科目＞臨床実践のた

めに、さらに時間をかけて学ぶ必要があ

ると見なされる領域に関して、事例研究

を重ねるための科目である。たとえば教

育領域の事例、医療領域の事例、子ども

クライエントとの事例、成人クライエン

トの事例など、各大学院によって異なっ

ている。 
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＜臨床実践技法特修科目＞ 

 臨床実践のためにさらに時間をかけて

学ぶ必要があると見なされる技法や理論

に関して設けられる科目である。技法と

しては、面接の技法、査定の中でも特に

習得に時間のかかる投映法心理検査に多

くの時間が使われる。この科目について

も、何を置くかは大学院によって異なっ

ている。 

 

（1）実施するための教育体制と教育施設 

① 教育体制 

＊ 院生数は１学年30名以下と規

定されている（指定養成校の 2

倍）。 

＊ 教員配置については、特化さ

れた専門職業人養成という目

的にそって、臨床実践経験の

豊かさが保証されている臨床

心理士を、「実務家教員」とし

て採用している。それだけ、

面接技法や査定技法に関する

個別指導（スーパーヴィジョ

ン）、事例検討などの指導の層

が厚くなっている。また、心

理臨床の分野毎の専門家をお

くことになっているので、臨

床心理士有資格の専任教員数

は、実務家教員を含めて 8 名

程度となる。 

＊ 学外実習施設には、指導ので

きる臨床心理士有資格者がい

ること（非常勤で可）を条件

とする。教員は事前指導、実

習中の指導、事後指導を行な

う。指導の内容は指定校と同

じである。 

 

＊ 学外実習施設は医療、教育、

福祉の 3 領域に属する施設を

置かなければならない。実習

先とは依頼書、承諾書を取り

交わして実習内容を明確にし、

確実に行なわれる条件を整え

る。 

 

② 教育設備 

＊ 学内に「臨床心理相談室」を

置かなければならない。院生

数が多いことに伴って、相談

室数も多く設置される。例え

ば九州大学（人間環境学府・

実践臨床心理学専攻）では、

院生定員30名（2学年で60人）

に対して、個別面接室 10、集

団面接室5が用意されている。

集団面接室は児童のための遊

戯療法室にも使えるようにな

っている。他に事務室、相談

員室、待合室、記録保存管理

室があるのは、指定校でも規

定されているところと同じで

ある。 

＊ 学外実習施設を確保しなけれ

ばならない。医療・福祉、教

育、の 3 領域すべてを院生が

体験できるようにする。例え

ば九州大学では、医療・保健

機関 17 カ所、教育機関 12 カ

所、福祉機関 11 カ所を確保し

ている。実習先との文書の取

り交わし、実習報告書による
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内部教員の指導などは、指定

校と同じである。 

 

 

Ｄ．考察 

 臨床心理士に期待されている仕事は多

岐に亘り、しかもどの領域についても深

い理解と広い応用が求められる。資料と

なったカリキュラムを検討すると、修士

課程２年間の教育には限界があり、実際

に臨床心理士が社会から求められている

仕事の、ごく初歩的、原則的なところを

学習しているのみであることが分る。そ

れでもこの課程では、実践体験的学習と

実技指導を必須とし、そのために多くの

時間と労力を費やすが、それが質的向上

を齎す核となっている。院生も教員も非

常に多忙であり、これ以上の内容を詰め

込むのは難しいと思われる。特に専門職

課程のカリキュラム運用を見ると、自由

時間もほとんど、学習、訓練の為に費や

されていると言っても過言ではない。 

 

E．結論 

 考察に示したように、修士課程での教

育・訓練には限界がある。しかしそれで

もこの指定カリキュラムによる大学院教

育が始まってから２０数年の間に、臨床

心理士の質は向上し、いわば底辺が上が

り、一応専門家といえる水準に達して社

会に出ることができている。社会からの

要請も評価も上昇している。今後とも、

この職種の教育・訓練には、少なくとも

この程度の水準が必要であろう。 

  

 

F. 参考文献・資料 

１）臨床心理士養成に関する専門職大学

院のあり方について（平成１６年） 

２）平成２３年度「臨床心理分野専門職

大学院認証評価報告書」 

３）平成２５年度「臨床心理分野専門職

大学院認証評価報告書」 

４）平成２５年度版「臨床心理士養成の

ための大学院専門職学位課程」 

（以上、日本臨床心理士資格認定協会資

料） 

５）『新・臨床心理士になるために』平成

２６年版 誠信書房 

６）１０大学院（指定校８、専門職２）

による報告書資料  
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分担研究報告書 

 

心理職の役割の明確化と育成に関する研究（H26-特別-指定-011） 

 

〔分担研究課題〕心理職育成のための心理学関連諸団体の認定カリキュラムの

調査 

 

分担研究者 黒木俊秀 （九州大学大学院人間環境学研究院・教授） 

 

 
 

研 究 要 旨 

本研究は、心理職の育成のために必須と考えられる大学、もしくは大学院教育に

おけるカリキュラムの項目、およびその目標と内容を明らかにするために、心理学

関連諸団体が認定カリキュラムの調査を行った。日本臨床心理士資格認定協会、日

本心理学会等の国内の心理学関連７団体が認定、もしくは提案する心理職養成のた

めの学部・大学院教育のカリキュラムを調査・比較した。調査方法は、インターネ

ット調査、書籍文献調査、および郵送による各団体管理者への問い合わせ等により

行った。うち資格保有者が最も多い団体は、日本心理学会の認定心理士（約 43,000

名）であり、次いで臨床心理士認定協会（約 28,000 名）であった。 

学部・大学院カリキュラム項目を比較、検討した結果、共通する必須科目として

（１）心理学概論、（２）心理学研究法、（３）心理学統計、（４）心理学実験、（５）

心理検査、（６）心理面接、および（７）心理実習の７領域が、また選択科目（ま

たは選択必須科目）として（１）基礎心理学、（２）発達・教育心理学、（３）臨床

心理学（医療保健福祉分野）、（４）社会・産業心理学の４領域が抽出された。以上

の各項目の目標と内容について概説した。 

これらは、我が国の心理学専門家の大多数が推奨するものであろうと考えられ、

心理職育成の基準（minimal requirement）となる教育カリキュラム項目の骨子と

して提言する。 
  

 

 

A. 研究目的 

 今日、わが国の精神保健福祉医療分野で

は、心理学の専門的知識と技術を有する心

理職に対するニーズと期待が急速に高まっ

ている。その背景には、従来の精神保健福

祉領域のみならず、一般医療、教育、産業、

司法などの諸領域においても、メンタルヘ

ルスケアの重要性が認識されてきたことが

関連していよう。心理職に対するニーズの

高まりは、その職務の拡大をも求めており、

今後の心理臨床の教育も多種多様な臨床の

現場の要請に柔軟に応えられるような人材



  

の育成を目指す必要がある。けれども、わ

が国ではなお心理職の国家資格化に至って

いないために、適切なカリキュラム編成や

教育研修体制の整備が遅れている。 

 わが国では、日本臨床心理士資格認定協

会が指定する指定大学院、および専門職大

学院が臨床心理士の育成の場として確率し

ており、また、日本心理学会が認定する認

定心理士資格も知られている。そのほか、

臨床発達心理士、認定カウンセラー、学校

心理士など、多数の民間資格があり、それ

ぞれに資格要件のためのカリキュラム案を

指定、もしくは推奨している。また、日本

心理学諸学会連合と日本心理臨床学会は、

ともに心理職の国家資格化を目指して、そ

の要件とされるカリキュラム案を提言して

いる。 

 しかしながら、一口に心理学とはいって

も、基礎心理学から臨床心理学、あるいは

応用心理学まで、極めて広大な領域であり、

異なる学術団体が提言するカリキュラム案

には有意の相違がある。 

 そこで本研究では、心理職の育成に必修

と考えられる大学および大学院教育におけ

るカリキュラムの項目、およびその目標と

内容を明らかにするために、心理職育成の

ための心理学関連諸団体の認定カリキュラ

ムの調査を行い、相互に比較することによ

り、その共通するカリキュラム構成を見出

し、心理職育成の minimal requirement と

なる教育カリキュラム科目の骨子を探った。 

 

B．研究方法 

 日本臨床心理士資格認定協会、日本心理

学会等、国内の主要な心理学関連諸団体が

認定、もしくは提案する心理職育成のため

の学部・大学院教育のカリキュラムを調

査・比較した。すなわち、資格認定協会、

日本心理学会、日本心理学諸学会連合、日

本心理臨床学会、日本学校心理士会、日本

カウンセリング学会、および日本臨床発達

心理士認定運営協会の、各団体が特定の資

格要件として認定、もしくは提案する心理

職育成のための学部・大学院カリキュラム

項目を比較・検討した。 

 調査方法は、大部分は各団体がインター

ネット上に公開しているデータにもとづき

調査したほか、書籍文献調査、および郵送

による各団体管理者への問い合わせ等によ

り行った。 

（倫理面への配慮） 

 調査対象は公開されているものであり、

データの公表については調査対象の各団体

の倫理規定にもとづいている。 

 

C．研究結果 

 国内主要７団体が心理職育成のために認

定、もしくは提案する学部・大学院カリキ

ュラム科目は表１のようにまとめられた。 

 うち資格保有者が最も多い団体は、日本

心理学会の認定心理士（約 43,000 名）であ

り、次いで臨床心理士（約 28,000 名）であ

った。両資格保有者数と比較して、認定カ

ウンセラー、臨床発達心理士、学校心理士

は、約 900〜3,800 と 1 桁規模少ない。 

 学部カリキュラムと大学院カリキュラム

では、構成に多少の差があるが、後者は前

者の課程を経てきていることを前提として

いる（入学試験の資格など）。認定心理士資

格では、学部教育において実習を必修とし

ていない。また、臨床発達心理士と学校心

理士の両資格認定カリキュラムでは、発

達・教育心理学領域の比重が大きい。 

 以上のような差異はあるものの、表１に



  

示すように、学部・大学院カリキュラム科

目に共通する必修科目として（１）心理学

概論、（２）心理学研究法、（３）心理学統

計、（４）心理学実験、（５）心理検査、（６）

心理面接、および（７）心理実習の７領域

がある。また共通する選択科目（または選

択必修科目）として（１）基礎心理学、（２）

発達・教育心理学、（３）臨床心理学（医療

保健福祉分野）、（４）社会・産業心理学の

４領域にわけることができる。 

 以上の必修科目、および選択科目（また

は選択必修科目）の目標と内容について、

表２にまとめた。 

 

Ｄ．考察 

 今回の調査において、わが国の主要な

心理学関連諸団体が認定、もしくは提案

する心理職育成のための学部・大学院教

育カリキュラムに共通する必修科目７領

域、および選択科目（または選択必修科

目）４領域を抽出した。これらは、心理職

育成の基準（minimal requirement）となる

カリキュラムの骨子として、我が国の心理

学専門家の大多数が推奨するものであろう

と考えられる。それゆえ、今後、公的資格

を有する心理職の教育研修体制を検討する

際に、学部・大学院のカリキュラム編成の

指針として上記を提言したい。 

 表２は、各科目領域の目標と内容を示し

ているが、各科目領域自体が広汎であり、

他の科目領域との境界も明瞭ではない箇所

もある。また、必修科目と選択（必修）科

目を設定する妥当性も十分に説明されてい

るわけではない。現実には、個々の学部・

大学院の実情に合わせて、各科目領域の目

標と内容を具体的に定義付けする必要があ

ろう。 

 心理職育成における学部教育と大学院教

育の区分についても、今後の議論が待たれ

る。上記のカリキュラム科目のうち、最も

議論となるのは、必修科目の心理実習の位

置づけであろう。理念上は教職課程の実習

をモデルにすれば学部教育のなかに位置付

けることも可能といえようが、実習施設の

選定や確保など、新たに検討すべき多くの

問題がある。一方、臨床心理士養成のため

の指定校大学院、および専門職大学院では、

実際の心理相談や施設実習などの実践的体

験学習を極めて重視している。今後、心理

職の卒後教育研修のあり方と併せて検討す

べき課題と考えられる。ちなみに、福祉系

大学等における精神保健福祉士養成のカリ

キュラムでは、精神科病院等の医療機関と

障害者福祉サービス事業を行う施設など、

機能の異なる 2 か所の実習施設において合

計 28 日間以上（210 時間以上）の実習を定

めている。 

 

E．結論 

 国内の主要な心理学関連諸団体が認定、

もしくは提案する心理職育成のための学

部・大学院カリキュラム科目を比較・検討

した結果、共通する必須科目として（１）

心理学概論、（２）心理学研究法、（３）心

理学統計、（４）心理学実験、（５）心理検

査、（６）心理面接、および（７）心理実習

の７領域が、また選択科目（または選択必

須科目）として（１）基礎心理学、（２）発

達・教育心理学、（３）臨床心理学（医療保

健福祉分野）、（４）社会・産業心理学の４

領域が抽出された。これらは、心理職育成

のための minimal requirement となるカリキ

ュラムの骨子であると提言される。 

 



  

F．健康危険情報 なし 

 

G．研究発表 

黒木俊秀：ＤＳＭ-５の開発過程と心理職の

役割―ディメンジョン的モデルを踏まえて

―.第 33 回日本心理臨床学会秋季大会，国

際交流委員会企画シンポジウム，平成 26 年

8月 24 日，横浜市 

 

1．論文発表 
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表２. 心理職育成のための必修科目、および選択（必修）科目の概要 
 

項 目 目 標 内 容 

必修 
（７領域） 

心理学概論 

心の成り立ちと働き
に関する学問体系
である心理学の全
体像とその特色を理
解し、心理職に相応
しい基本的な素養を
身につける。 

心理学の歴史、特色、基礎心理学・
応用心理学の諸領域の概要、心理学
関連領域の概要 

心 理 学 研 究
法 

様々な心理現象を
研究するための方
法論と倫理的配慮
について理解し、研
究計画を立案し、実
施できるようになる。 

心理学研究総論、質的調査（観察・面
接・フィールドワーク）、量的調査（尺
度作成、相関分析）、研究計画、統制
研究、介入研究、論文作成、倫理的
配慮など 

心理学統計 

心理学研究に必要
な統計学的手法に
ついて理解し、研究
結果を解析できるよ
うになる。 

記述統計、統計学的検定総論、確率
分布、統計学的検定各論など 

心理学実験 

心理学研究におけ
る仮説を検証するた
めの実験方法につ
いて理解し、実験を
計画し、実施できる
ようなる。 

心理学実験総論、実験仮説、実験計
画、実験方法、結果解釈、倫理的配
慮など 

心理検査 

心理状態を評価す
るための検査法に
ついて理解し、検査
を実施できるように
なる。 

質問紙法、投影法、検査の信頼性・
妥当性の検証、集計・解析、結果解
釈、倫理的配慮など 

心理面接 

被面接者の心理状
態を評価し、支援す
るための技術と倫理
的配慮を理解し、
様々な状況や場面
において適切に支
援できるようになる。 

インテーク面接、アセスメント面接、心
理療法的面接、カウンセリング論、倫
理的配慮など 
 

心理実習 

心理研究、心理統
計、心理実験、心理
検査、心理面接にお
いて学んだ技能を
様々な具体的な状
況や場面において
実際に発揮できるよ
うになる。 

上記の各必修科目に対応する実習
（実践的学習）として実施される（例；
心理相談実習、施設実習など） 



  

選択（必修） 

基礎心理学 

様々な心理現象と
行動の基盤になる
感覚、知覚、認知、
記憶学習などの基
本的な心理機能に
ついて理解する。 

知覚心理学、認知心理学、学習心理
学、比較行動学、生理心理学、神経
心理学、動物心理学、感性心理学な
ど 

発達・教育心
理学 

心理的機能の発達
について理解し、養
育や教育の領域に
応用される心理学
的知識と技術を身に
つける。 

発達心理学、教育心理学、幼児心理
学、児童心理学、学校心理学、生涯
発達心理学、老年心理学など 

臨 床 心 理 学
（医療・保健・
福祉） 

精神疾患、身体疾
患、および不適応行
動等の心理学的理
解を習得し、医療・
保健・福祉領域に応
用される心理学的
知識と技術を身につ
ける。 

臨床心理学概論、パーソナリティ心理
学、障害児（者）心理学、医療心理
学、精神医学、学校臨床心理学、心
理療法論、カウンセリング論、地域援
助、異常心理学など 

社会・産業心
理学 

社会集団における
個人の心理学的理
解を習得し、一般の
地域や産業領域に
応用される心理学
的知識と技術を身に
つける。 

社会心理学、集団心理学、産業心理
学、実験社会心理学、コミュニティ心
理学、組織心理学、コミュニケーショ
ン心理学、マスメディア心理学など 
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心理職の役割の明確化と育成に関する研究（H26-特別-指定-011） 

 

〔分担研究課題〕精神科医療機関における心理職の実態と役割 

 

分担研究者 田﨑 博一 （一般財団法人愛成会弘前愛成会病院 / 院長） 

 

 
 

研 究 要 旨 

心理職の精神科医療機関における実態と役割を明らかにするために日本精神科

病院協会および日本精神神経科診療所協会に加盟する医療機関を対象に調査を行

った。また、それらの医療機関に勤務する心理職個人を対象に勤務内容等に関する

調査を行った。調査結果より、精神科病院には常勤・非常勤を合わせて 3,700～4,420

人(95％信頼区間)、精神科診療所には 2,330～3,190 人の心理職が勤務していると

推定された。勤務する心理職の 86％以上は臨床心理士の資格を有しており、75％以

上が大学院修士課程修了以上の学歴を有していた。しかし、非常勤という不安定な

形態で勤務している者の割合が高い（診療所では勤務者の 74％）。心理職の業務内

容は心理検査のみならず、90％前後の者が外来患者の心理治療を行っており、治療

には患者一人あたり 45～60 分の時間をかけている。心理治療の費用を請求してい

る機関は多くはないが、請求額(保険診療外)の中央値は病院で 3,370 円、診療所で

4,160 円である。 
  

 

 

A. 研究目的 

 今日、わが国の精神保健福祉医療分野で

は、心理職に対するニーズと期待が急速に

高まっている。それらに的確に応えるため

には、心理職の実態と役割を明確にし、そ

の養成のための体制整備が喫緊の課題であ

る。本研究は、とくに精神医療分野におけ

る心理職の実態を明らかにすることを目的

としている。本研究の成果は、わが国の心

理職の資質の向上を図る厚生労働行政の計

画策定にきわめて有用であり、総じて、国

民の心の健康の向上と維持に貢献すること

が期待される。 

 

B．研究方法 

 本研究は以下の 4 つの調査からなる。研

究は、疫学研究に関する倫理指針（平成 14

年 6月 17 日、文部科学省・厚生労働省）に

則って実施された。研究対象者に対して説

明し、同意を得るなど個人情報の保護を原

則とした。心理職個人対象の調査において

は、氏名、生年月日等、メールアドレスな
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ど個人が直接特定される情報の記入は求め

ず、収集していない。 

 心理職は国家資格化がなされていないも

のの、保険診療においては「臨床心理技術

者」という名称で集団精神療法、精神科デ

イケア、精神科リエゾンチーム加算などい

くつかの診療行為への関与が認められてい

る。心理検査（臨床心理、神経心理検査）

については、医師が自ら、又は医師の指示

により他の従事者が自施設において検査及

び結果処理を行い、かつ、その結果に基づ

き医師が自ら結果を分析した場合にのみ算

定するものとされ、心理職についての明記

はないが、多くの場合、心理職がその実務

にあたっているのが現状である。一方、保

険診療における臨床心理技術者の要件、す

なわち、何をもって臨床心理技術者と称す

るかについては明確ではない。本研究にお

ける心理職という用語は臨床心理技術者と

同義である。 

1．日本精神科病院協会加盟法人に対する調

査 

 公益社団法人日本精神科病院協会（日精

協）は民間の精神科病院から構成される昭

和 24 年に設立された法人であり、平成 26

年 12月 1日の時点で1,206法人が加盟して

いる。調査の実施にあたっては、事前に日

精協倫理会議における承認を受けている。 

 心理職の雇用、業務の実態等に関する調

査表を依頼文書とともに日精協加盟 1,206

法人に郵送し、ファクシミリ送信にて回収

した。 

2．日本神経精神科診療所協会加盟医療機関

に対する調査 

 公益社団法人日本精神神経科診療所協会

(以下、日精診という)は、昭和 49 年に設立

された精神科診療所から構成される法人で

ある。平成 26 年 12 月 1 日の時点で 1,608

施設が加盟している。1,608 施設全数を調

査対象とした。依頼文書、調査表等を日精

診加盟施設に郵送し、ファクシミリ送信に

て回収した。 

3．日精協加盟法人に勤務する心理職に対す

る調査 

いわゆるウェブ調査、すなわち、インタ

ーネットを利用した調査を行った。ウェブ

ページ上に質問票と回答欄を表示し、研究

者宛、回答の送信を依頼した。調査内容は

性別、年齢、勤務先所在地、常勤・非常勤、

勤務日数、資格、学歴、所属機関・部署、

業務内容、心理治療の時間・回数等である。

上記 1 の調査時に心理職宛の依頼文書等を

同封した。 

4．日精診加盟医療機関に勤務する心理職に

対する調査 

 上記 3と同様のウェブ調査である。上記 2

の調査時に心理職宛の依頼文書等を同封し

た。 

 

C．研究結果 

1．日精協加盟法人に対する調査 

送付数 1,206 に対して 302 施設から回答

を得た（回収率は 25.0％）。回答を得た 302

施設の中で心理職を雇用しているのは 288

施設（95.4％）で、その中の 263 施設（雇

用のある 288 施設の 91.3％）が常勤での雇

用があった。 

 常勤で雇用されている心理職の総計（休

職中の 28 名を含む）は 795 人で、男性 259

人（32.6％）、女性 536 人（67.4％）と男女

比はほぼ 1 対 2 であった。非常勤で雇用さ

れている者は223人で、男性60人(26.9％)、
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女性 163 人(73.1％)であった。年齢分布を

表 1、表 2に示す。 

 

表 1 常勤心理職の年齢構成（日精協施設調査、休職中

の者を除く） 

   男 (%)       女 (%)    合計 (%)  

20 歳代  53 ( 20.5)  135 (26.5)  188 (24.5) 

30 歳代  135 ( 52.1)  230 (45.3)  365 (47.6) 

40 歳代  43 (16.6)    96 (18.9)  139 (18.1) 

50 歳代  24 ( 9.3)    38 ( 7.5)   62 ( 8.1) 

60 歳代以上  4 ( 1.5)     9 ( 1.8)   13 ( 1.7)  

合計 259 (100.0)  508 (100.0) 767 (100.0) 

 

表 2 非常勤心理職の年齢構成(日精協施設調査) 

   男 (%)      女 (%)    合計 (%)  

20 歳代  17 (28.3)   36 (22.1)   53 (23.7) 

30 歳代     17 (28.3)   57 (35.0)   74 (33.2) 

40 歳代      8 (13.3)   32 (19.6)   40 (17.9) 

50 歳代      6 (10.0)   22 (13.5)   28 (12.6) 

60 歳代以上 12 (20.0)   16 ( 9.8)   28 (12.6) 

合計 60 (100.0) 163 (100.0)  223 (100.0) 

 

 非常勤職員の週当たり勤務日数は、1 日

未満28人(13.8％)、1～2日120人(59.1％)、

3～4 日 42 人(20.7％)、5 日以上 13 人

(6.4％)と、週に 1～2 日の勤務の者が約 6

割であった。 

 心理職の有する資格は表 3 に示すように、

888 人(87.2%)が臨床心理士で、他に認定心

理士(大学で日本心理学会が指定する単位

を履修後、申請することにより交付される

資格)、臨床発達心理士(臨床発達心理士認

定運営機構の審査に合格することで認定)、

産業カウンセラー(日本産業カウンセラー

協会が認定する資格)が若干名、65 人

(6.4％)が資格なしであった。資格なしと回

答された者には臨床心理士受験資格を有す

る者が含まれる。 

 

表 3 心理職の有する資格（日精協施設調査） 

  人 %  

臨床心理士 888 87.2  

認定心理士  38  3.7  

臨床発達心理士   6  0.6  

産業カウンセラー   3  0.3  

資格なし   65  6.4  

無回答   18  1.8  

合計     1018 100.0  

 

 心理職の学歴は大学院修士課程を修了し

ている者が 615 人(60.4％)、博士課程を修

了している者が 136 人(13.5％)、合わせて

73.5％であった。これに心理系大学を卒業

している者 233 人を加えると、全体の

96.7％となる。 

 配置施設は 957 人(94.0％)が病院で、他

に診療所、障害者総合支援法施設などに配

置されている。 

 法人の心理職採用の要件としては「一定

の資格」を挙げた施設が 221(73.2％)で、

記載された資格内容のほとんどは臨床心理

士であった。要件として「学歴」を挙げた

のが 100 施設で、修士課程修了あるいは大

学卒業、「経験」を挙げたのが 34 施設で、

数年間の臨床経験といった記載が多かった。 

 心理職が行う心理治療の費用については

245 施設(81.1％)が「請求しない」あるい

は「医師の精神療法に含む」と回答したが、

44施設では保険診療外の費用請求を行って

いると答えている。請求額は 1,000 円台か

ら 6,000 円以上までさまざまだが、3,000

円台が 11 施設、5,000 円台が 13 施設と比
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較的多かった。平均は 3,834 円、中央値は

3,370 円であった。 

2．日精診加盟医療機関に対する調査 

送付数 1,608 に対して 478 施設から回答

を得た（回収率は 29.7％）。心理職を雇用

しているのは 254 施設（53.1％）で、その

中の121施設（雇用のある254施設の25.3％）

が常勤での雇用がある。 

 常勤で雇用されている心理職の総計は

210 人で、男性 67 人（31.9％）、女性 143

人（68.1％）、非常勤で雇用されている者の

総計は 594 人で、男性 129 人(21.7％)、女

性 465 人(78.3％)であった。全体で男女比

は 1 対 3 であった。常勤、非常勤を合わせ

た年齢構成を表 4に示す。 

 

表 4 心理職の年齢構成（日精診施設調査） 

  男 (%)      女 (%)    合計 (%)  

20 歳代 32 (16.3)  140 (23.0)   172 (21.4) 

30 歳代 82 (41.9)  190 (31.2)   272 (33.8) 

40 歳代 38 (19.4)  152 (25.0)   190 (23.6) 

50 歳代 31 (15.8)   83 (13.7)   114 (14.2) 

60 歳代以上 13 ( 6.6)  43 ( 7.1)    56 ( 7.0) 

合計      196 (100.0) 608 (100.0) 804 (100.0) 

 

 非常勤職員の週当たり勤務日数は、1 日

未満136人(22.8％)、1～2日356人(59.7％)、

3～4日98人(16.5％)、5日以上6人(1.0％)

と、日精協と同様に週に 1～2日の勤務の者

が約 6 割であった。臨床心理士の有する資

格は表 5 に示すように臨床心理士が 710 人

(86.4％)であった。学校心理士は学校心理

士認定運営機構が認定する資格で大学院修

士課程終了を一部要件に含む。芸術療法士

は日本芸術療法学会で認定する資格である。 

 

表 5 心理職の有する資格（日精診施設調査） 

  人 %  

臨床心理士 710 86.4  

認定心理士  17  2.1  

産業カウンセラー  11  1.4  

臨床発達心理士   1  0.1  

学校心理士   1  0.1 

精神保健福祉士   6  0.7 

芸術療法士   1  0.1 

その他   11  1.3 

資格なし   61  7.4  

無回答    3  0.4  

合計     1018 100.0  

 

 学歴は大学院修士課程を修了している者

が 557 人(69.4％)、博士課程を修了してい

る者が 120 人(14.9％)、合わせて 84.3％と

日精協よりもさらに大学院を修了している

者の割合が高い。心理系大学を卒業してい

る者 94 人を加えると、全体の 96.0％とな

る。 

心理職採用の要件としては「一定の資格」

を挙げた施設が 184(雇用している施設の

72.4％)で、記載された資格内容のほとんど

は臨床心理士であった。要件として「学歴」

を挙げたのが 100 施設で、修士課程修了あ

るいは大学卒業、「経験」を挙げたのは 102

施設である。 

心理職の行う心理治療の経費については、

184 施設が「請求しない」あるいは「医師

の精神療法に含む」と回答し、78 の施設が

保険診療外の費用請求を行っていると答え

ている。日精協と同様にその額は 1,000 円

台から 8,000 円以上までさまざまで、3,000

円台が 22施設、5,000 円台が 14施設、8,000

円以上が 10 施設、平均は 4,697 円、中央値

は 4,160 円であった。 
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3. 日精協加盟法人に勤務する心理職に対

する調査 

 回答数は 430 人である。性別は男性 142

人(33.0％)、女性 288 人(67.0％)、常勤は

382 人(88.8％)、非常勤は 48人(11.2％)で、

男女比、常勤・非常勤の割合は法人対象の

調査結果と近似していた。年齢構成は表 6 

に示す。 

 

表 6 心理職の年齢構成（日精協勤務者調査） 

  男 (%)      女 (%)    合計 (%)  

20 歳代 31 (21.8)   73 (25.3)  104 (24.2) 

30 歳代 60 (42.3)  133 (46.2)  193 (44.9) 

40 歳代 30 (21.1)   60 (20.8)   90 (20.9) 

50 歳代 17 (12.0)   16 ( 5.6)     33 ( 7.7) 

60 歳代以上 4 ( 2.8)    6 ( 2.1)     10 ( 2.3) 

合計      142 (100.0) 288 (100.0)  430 (100.0) 

 

 勤務地住所は北海道 22 人、東北 47 人、

関東 68 人、北陸中部 88 人、近畿 45 人、中

国 32 人、四国 21 人、九州 107 人である。

有する資格は臨床心理士が 385 人(89.5％)、

認定心理士 18 人(4.2％)、他に臨床発達心

理士、医療心理士、産業カウンセラーがそ

れぞれ 1 人で、臨床心理士の割合は法人に

対する調査での 87.2％に近似する値である。

学歴は心理系大学院修士課程修了が 294 人

(68.4％)、心理系大学院博士課程修了が 47

人(10.9％)、心理系大学卒業が 62 人

(14.4％)で、回答した 430 人全員が大学卒

業以上の学歴を有していた。臨床心理業務

の実務経験年数は最短 6ヶ月未満、最長 49

年、平均 10.55 年、中央値は 9年であった。 

 法人での所属機関は 418 人(97.2％)が病

院で、他は診療所、障害者自立支援法施設、

介護保険法施設などである。病院での所属

部署は 300 人(71.8％)が心理部門で、他は

デイケア部門(44 人、10.5％)、病棟(17 人、

4.1％)、外来(10 人、2.4％)、地域連携部

門(13 人、3.1％)、医局、リハビリテーシ

ョン部門、相談部門、作業療法部門、検査

部門などである。業務内容は表 7 に示す。

表の項目以外にはデイケア関連の業務、地

域での活動(研修会講師、職域メンタルヘル

ス支援、母子保健相談、スクールカウンセ

ラー、被災地支援など)が記載されていた。 

 

表 7 業務内容（日精協勤務者調査） 

   人 (%)    

外来の心理治療  375 (87.2) 

外来の家族面接  181 (42.1) 

外来の集団療法  112 (26.0) 

入院の心理治療  294 (68.4) 

入院の家族面接   82 (19.1) 

入院の集団療法  155 (36.0) 

心理検査   403 (93.7) 

新患の予診  112 (26.0) 

カンファレンス  334 (77.7) 

会議   287 (66.7) 

治療や検査の記録  349 (81.2) 

訪問学生の指導・講義 135 (31.4) 

コンサルテーション  113 (26.3) 

職員のメンタルヘルス支援  74 (17.2) 

研究・自己学習  216 (50.2) 

その他の事務   99 (23.0) 

 

 外来での心理療法に要するおおよその時

間は、15 分未満が 35 人(8.1％)、30 分未満

が 13人(3.0%)、45 分未満が 88人(20.5%)、

60 分未満が 287 人(66.8%)、60 分以上が 7

人(1.6%)であった。また、1 週間に実施す

る外来での心理治療の回数は 5 回未満が
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192人(44.7%)、10回未満が107人(24.9%)、

20 回未満が 88 人(20.4%)、30 回未満が 34

人(7.9%)、30 回以上が 9人(2.1%)であった。 

 心理専門職以外に取得している医療系の

国家資格（いわゆるダブルライセンス）は、

精神保健福祉士 44 人、社会福祉士 8 人で、

他に看護師、薬剤師、介護福祉士がそれぞ

れ 1人であった。 

4．日精診加盟医療機関に勤務する心理職に

対する調査 

 回答数は 143 人(男性 35 人、女性 108 人)

である。常勤は 57 人(39.9％)、非常勤は

86 人(60.1％)で、非常勤の 1週間当たりの

勤務日数は 1 日未満 12 人(14.0％)、1～2

日 48 人(55.8％)、3～4 日 24 人(27.9％)、

5日以上 2人(2.3％)であった。勤務地住所

は北海道 7人、東北 7人、関東 54 人、北陸

中部 16 人、近畿 34 人、中国 7 人、四国 1

人、九州 17 人で、精神科病院勤務に比較し

て都市部で多い傾向（東京都 22 人、埼玉県

17 人、大阪府 14 人、福岡県 14 人、京都府

10 人、神奈川県 8人、北海道 7人）がある。

有する資格は臨床心理士が 134 人(93.7％)、

認定心理士 2人(1.4％)、産業カウンセラー

2人(1.4％)である。学歴は心理系大学院修

士課程修了が 103 人(72.0％)、心理系大学

院博士課程修了が 19 人(13.3％)、心理系大

学卒業が 13 人(9.1％)である。臨床心理業

務の実務経験年数は最短 6 ヶ月未満、最長

40 年、平均 10.13 年、中央値は 8年であっ

た。業務内容は表 8 に示す。表の項目以外

にはデイケア関連の業務、受付業務、地域

での活動(研修会講師)が記載されていた。 

 

表 8 業務内容（日精診勤務者調査） 

   人 (%)    

外来の心理治療  132 (92.3) 

外来の家族面接   65 (45.5) 

外来の集団療法   39 (27.3) 

入院の心理治療    5 ( 3.5) 

入院の家族面接    1 ( 0.7) 

心理検査   115 (80.4) 

新患の予診   64 (44.8) 

カンファレンス   69 (48.3) 

会議    49 (34.3) 

治療や検査の記録   93 (65.0) 

訪問学生の指導・講義  23 (16.1) 

コンサルテーション   24 (16.8) 

職員のメンタルヘルス支援   8 ( 5.6) 

研究・自己学習   70 (49.0) 

その他の事務   39 (27.3) 

 

 外来での心理療法に要するおおよその時

間は、15 分未満が 6 人(4.2％)、30 分未満

が 11人(7.7%)、45 分未満が 29人(20.3%)、

60 分未満が 92 人(64.3%)、60 分以上が 5人

(3.5%)であった。また、1 週間に実施する

外来での心理治療の回数は5回未満が51人

(35.6%)、10 回未満が 33 人(23.1%)、20 回

未満が 36 人(25.2%)、30 回未満が 13 人

(9.1%)、30 回以上が 10人(7.0%)であった。 

 心理専門職以外に取得している医療系の

国家資格は、精神保健福祉士 16 人、社会

福祉士 2人、作業療法士 1人であった。 

 

Ｄ．考察 

1．精神科医療機関に勤務する心理職の数 

 本調査の結果は、精神科病院(302 施設、

回収率 25.0％)の 95.4％で心理職の雇用が

あり、その数は常勤 795 人、非常勤 223 人、

合計 1,018 人であった。1,206 施設での心

理職数を推計すると 4,070 人(95％信頼区

間3,700～4,420人)、常勤は3,180人(2,870
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～3,480 人)、非常勤は 892 人(730～1,050

人)となる。日精協が平成 24 年に実施した

加盟法人を対象とした職員数調査の結果に

よれば、回答した 958 施設(回答率 79.3％)

における「臨床心理士」の数は常勤 1,624

人、非常勤 598 人、合計 2,222 人で、推定

職員数は 2,802 人（常勤 2,048 人、非常勤

754 人）、常勤換算後は 2,084.8 人であった。

本調査の結果より心理職に占める臨床心理

士の割合を 88.8％とすれば、心理職の推定

職員数は 3,155 人(常勤 2,306 人、非常勤

849 人)となる。これらより、精神科病院に

勤務する心理職は概数で 3,000 人台前半か

ら 4,000 人前半の間と推定される。 

 精神科診療所(478 施設、回収率 29.7％)

の 25.3％で心理職の雇用があり、その数は

常勤 210 人、非常勤 594 人、合計 804 人で

あった。1,608 施設として推計すると 2,710

人(95％信頼区間は 2,330～3,190 人)、常勤

710人(560～850人)、非常勤2,000人(1,290

～1,830 人)となる。 

一般社団法人日本臨床心理士会が平成 24

年に実施した臨床心理士を対象とした調査

によると、当該年に会員登録していた

17,398 人(登録率 79.7％)の内、10,157 人

から回答を得(回収率 69.3％)、その中で病

院・診療所に勤務している者は 3,602 人(全

回答者数の 35.5％)であった。この調査結

果から推計すると、病院・診療所に勤務す

る会員登録者は 5,198 人となる。病院・診

療所がすべて精神科医療機関ということで

はないが、5,000 人程度が精神科領域で勤

務しているものと仮定すると、心理職に占

める臨床心理士の割合は精神科病院が

88.8％、診療所が 86.4％であることより、

少なくとも 5,700 人以上の心理職が勤務し

ていると考えられる。 

2．心理職の勤務形態、性別、年齢 

 精神科病院では 21.9％、診療所では

73.9％が非常勤の雇用で、特に診療所にお

いて非常勤で勤務している心理職の割合が

高い。性別では女性が多く、病院では68.7％、

診療所では 75.6％が女性である。年齢は 30

歳代がもっとも多く、20 歳代から 40 歳代

で 70～80％を占める。 

3．心理職の有する資格と学歴 

 心理職の中で臨床心理士の資格を有する

者の割合は精神科病院で 88.8％、診療所で

86.7％と、精神科医療機関に勤務する心理

職の 85％以上は臨床心理士の資格を有して

いる。学歴は大学院修士課程以上の者が精

神科病院で 74.6％、診療所で 84.3％であっ

た。高学歴でありながら非常勤の不安定な

業務形態が実態としてあることが示唆され

た。 

4．医療機関での採用要件 

 心理職を採用している医療機関の半数以

上で臨床心理士の資格を採用の要件として

いた。修士あるいは大学卒の学歴を要件と

する機関が 1/3 であった。 

5．心理治療の費用請求 

保険診療においては心理職が心理治療を

行ったとしても診療報酬を請求することは

できない。しかし、臨床心理士の専門業務

として、臨床心理査定、臨床心理面接、臨

床心理的地域援助、調査・研究が挙げられ

ており、現実には心理職はいわゆる心理治

療を行う能力を有する者が一定数存在する。

実際のところ、臨床現場においては医師の

精神療法を補完する形で臨床心理技術者が

心理治療にかかわっているものと推定され

る。多くの医療機関ではこの経費について
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は原則として請求していないが、精神科病

院で 44 施設、診療所で 78 施設が保険診療

外の請求を行っていると答えている。請求

額は 1,000 円台から 8,000 円以上までさま

ざまだが、中央値は病院で 3,370 円、診療

所で 4,160 円であった。 

5．心理職の業務内容 

 心理職の業務内容は多岐にわたる。精神

科病院では、心理検査、外来の心理治療、

入院の心理治療、カンファレンス、記録、

会議、自己学習などを半数以上の者が行っ

ている。診療所では外来の心理治療、心理

検査、記録などを半数以上の者が行ってい

る。従来から行われていた心理検査に加え

て、外来患者の心理治療において心理職は

重要な役割を果たしていると考えられる。

外来の心理治療に要する時間は、15 分ごと

に区切ると 45～60 分と答えた者が多く（病

院 66.7％、診療所 64.3％）、適切な治療が

行われていることがうかがわれる。 

 

E．結論 

1)常勤・非常勤を合わせて、精神科病院に

は 3,700～4,420 人(95％信頼区間)、精神科

診療所には 2,330～3,190 人の心理職が勤

務していると推定された。 

2)精神科医療機関に勤務する心理職の 86％

以上は臨床心理士の資格を有している。ま

た、75％以上が大学院修士課程修了以上の

学歴を有している。医療機関もそれらの資

格や学歴を採用の要件として割合が高い。 

3)心理職の業務内容は心理検査のみならず、

90％前後の者が外来患者の心理治療を行っ

ており、治療には患者一人あたり 45～60 分

の時間をかけている。心理治療の費用を請

求している機関は多くはないが、請求額の

中央値は病院で 3,370 円、診療所で 4,160

円である。 

 

F．健康危険情報 

 記載事項なし。 

 

G．研究発表 

1．論文発表 

 記載事項なし。 

2．学会発表 

 記載事項なし。 

3．その他 

 記載事項なし。 

 

H．知的財産権の出願・登録状況  

記載事項なし。 
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心理職の役割の明確化と育成に関する研究 

 

〔分担研究課題〕一般病院・医療・保健施設（精神科病院・精神科診療所を除

く）における心理職実態調査 
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研 究 要 旨 

 本研究は心理職の一般医療・保健領域における雇用と勤務の実態と、その役

割を明らかにすることを目的にした。2014 年 12 月 1日より 12 月 21 日まで全

国の一般病院と医療・保健施設（精神科病院・精神科診療所を除く）より無作

為抽出により質問票を送付し、心理職雇用の実態を 186 施設より回答を得た。

全国およそ 7500 の一般病院には 2468 名の心理職が常勤雇用されているとの推

計値を得た。ほとんどがひとり職場であった。かつ週 5日以上の非常勤職が多

いなど身分の不安定さがうかがわれた。上記期間中に一般病院と医療・保健施

設（精神科病院・精神科診療所を除く）に勤務する心理職に WEB アンケート

参加を呼びかけ勤務実態情報を有効回答 680 名より得た。男女比は 1:4、35 才

未満、経験 10 年以下の若い心理職が中心であった。ほとんどが臨床心理士資格

であり大学院修士課程修了以上であった。他学会認定資格、民間資格、など多

様な資格をもって多様な部署に勤務していた。一般医療・保健領域で求められ

ている活動は、心理査定、心理面接にとどまらず、チーム医療とコンサルテー

ション・リエゾン・サービスを主とした医療・保健領域のバラエティが反映さ

れていた。本研究は、我が国における一般医療・保健領域に働く心理職の勤務

実態の基礎資料となる。 
  

 

 

A. 研究目的 

 医療・保健領域における心理職の活躍

の場は、精神科専門医療・保健領域のみ

ではない。 

 心理職の一般医療・保健領域における

勤務の実態と、その役割を明らかにする



  

目的で、１）全国の一般病院と医療・保

健施設（精神科病院・精神科診療所を除

く）より無作為抽出により質問票を送付

し、心理職雇用の実態を調査し、２）上

記施設に勤務している心理職に対し WEB

アンケートにて勤務の実態を調査した。

調査実施期間は 2014 年 12 月 1 日より 12

月 21 日までであった。 

 

B．研究方法 

1．心理職雇用の実態調査 

 本研究の概要は次の通りである。 

2014 年 12 月 1 日時点で無作為抽出さ

れた医療保健機関（計 1000 施設）に質問

票を送付し、調査協力を依頼した。1000

施設の内訳は、一般病院 700 施設（全国

7474 施設中）、介護老人保健施設 101 施

設（全国 3683 施設中）、保健所・保健セ

ンター130 施設（全国 2911 施設中）、精

神保健福祉センター全 69 施設である。回

答期間は、2014 年 12 月 1 日の午前 0 時

から同年 12 月 21 日の 24 時までとした。

集計は FAX と郵送による回収を行った。 

調査項目として、施設区分、「臨床心理

技術者」として業務に当たっている者の

常勤数・非常勤数・男女・年齢層、非常

勤勤務日数、心理関係資格、学歴、配置

先、心理関係有資格者で臨床心理技術者

以外の業務に当たっている者の有無につ

いて回答を得た。 

病院からの回答は規模（病床数）によ

り、保健所・保健センターはその別によ

り調整を行って全国勤務者数推計を行っ

た。 

２.心理職勤務の実態調査 

2014 年 12 月 1 日時点で、一般病院、

一般診療所（精神科以外を専門とする）、

保健所、保健センター、精神保健福祉セ

ンター、介護老人保健施設に勤務する心

理職に調査協力を依頼し、無記名自記式

のウェブ調査にて、心理職の実態調査を

行った。回答期間は、2014 年 12 月 1 日

の午前 0 時から同年 12 月 21 日の 24 時

までとした。 

 調査項目として、A）回答者の基本属性

（性別、年齢、最終学歴）、臨床歴（心理

職としての臨床歴、医療保健領域での臨

床歴）、資格（心理職資格・心理専門職以

外の資格）、雇用形態、勤務先の種類、B)

医療保健機関の種別に見た雇用状況・業

務内容として勤務先ごと（3 ヵ所目まで記

入可）の雇用形態、勤務先の種類、勤務

日数、業務内容、配属先について回答を

得た。 

 

C．研究結果 

1．心理職雇用の実態調査 

1000 施設中、188 施設からの回答があ

った。うち当該研究の対象外である精神

科病院 2 施設を除外したため有効回答施

設数は 186 施設となった。その内訳（依

頼数）は病院 103（700）、介護老人保健

施設 16(101)、保健所・保健センター

29(130)、精神保健福祉センター38(69)で

あった。 

該当がない項目に関しては、記載が 0・

空白・該当なしと分かれたが、いずれも 0

であることを確認した上で統計処理を行

った。 

主たる結果を図１−１、表１−１〜５に

示した。 

表１−１より推計した施設類型別の全

国の心理職雇用者数（推計範囲）は下記

の通りである。 



  

表１−６ 一般医療・保健分野で働く心理

職数推計 

施設類型 施設数 
全国推計
常勤者数 

全国推計
非常勤者

数 

一般病院 7474 2468 
(500-4000) 

1926 
(400-3000) 

介護老人
保健施設 

3683 460 
(60-600) 

2301 
(400-3000) 

保健所・
保健セン
ター 

2911 964 
(300-1200) 

8470 
(800-9000) 

精神保健
福祉セン
ター 

69 180 
(160-200) 

127 
(100-150) 

一般病院に雇用されている心理職数は

常勤者推計で 2468 名であり、事前の予測

よりは多く、のべ３病院に 1 名程度常勤

雇用されていることが分かった。しかし、

そのほとんどが 1 名の雇用であった。病

床規模でみると病床規模が大きくなるほ

ど常勤雇用している施設数も増え、雇用

も複数となる傾向が認められた。他方表

１−２にみるように非常勤職の多数が週 5

日以上勤務であり、心理職の身分の不安

定さがうかがわれた。 

介護老人保健施ではほとんど常勤雇用

されていない。 

保健所・保健センターでは週 1 日未満

の非常勤雇用が多数である。 

精神保健福祉センターでは 1 施設あた

り 2.5 人の常勤雇用が行われているが、

これは併設する診療所やデイケアへの配

置も含んでいる。 

雇用されている有資格者はほとんどが

臨床心理士であり、したがって学歴も大

学院（修士課程）修了以上である。 

 

２．心理職勤務の実態調査 

728 名からアクセスがあった。うち、

回答者が心理職ではないと判断された 1

名、および、今回の調査対象ではない機

関での勤務について回答していると思わ

れた 48 名を除外し、680 名を有効回答数

とした。なお、本調査では、回答時に記

入洩れがあった場合、次の設問に進む前

にウェブ上にその旨が表示され、全ての

設問に回答しなければ先に進めない強制

回答方式を採用したため、回答漏れはな

かった。 

後半の質問内容では、勤務先ごとの働

き方について、3 ヵ所目まで記入を求めた。

条件に該当する医療保健領域の勤務先が

1 ヵ所のみの回答者は 680 名、2 ヵ所の回

答者は 67 名、3 ヵ所目まで記入した 13

名であった。 

以下、得られた結果を、A. 回答者の属

性と、B. 医療保健機関の種別に見た雇用

状況・業務内容の順に示した。 

 A.回答者属性をみると、男女比は 20:80、

35 歳未満、心理職の経験、医療保健領域

での経験が 10 年以下の比較的若い世代

が 45％、58％、67％と多い。87.5％が臨

床心理士資格を所有しており、したがっ

て学歴も大学院（修士課程）修了以上、

10.7％は博士課程修了（含、博士課程満

期退学）であった。 

なお、心理職資格でその他に挙げられ

たものは、以下のようなものである。学

会認定のものが多いが、民間団体認定の

ものも含まれる。 

 

認定行動療法士(2)、専門行動療法士、自

律訓練法認定士(2)  、臨床動作士(2)、キ

ャリアカウンセラー(2)、心理リハビリテ

イションスーパーバイザー、ピアカウン

セラー 、認定スポーツカウンセラー2



  

級  、福祉心理士、THP 心理相談員、福

祉心理士 、ピアヘルパー 、認定心理士 、

交流分析士 、カウンセリング実務士 、

音楽療法士 、生殖心理カウンセラー 、

指導催眠士（日本催眠医学心理学会）、自

律訓練法専門指導士（日本自律訓練学会）、

上級教育カウンセラー、ガイダンスカウ

ンセラー 、全日本カウンセリング協議会

カウンセラー 

 

また、心理専門職資格以外の資格でそ

の他に挙げられたものは、以下のような

ものである。こちらも学会認定、民間団

体が認定しているものも含まれ、また行

政における任用資格をあげている場合も

あった。医療や福祉関連の国家資格保持

者も見られた。 

 

保育士(8)、介護支援専門員(4)、糖尿病療

養指導士、保健師(4)、心臓リハビリテー

ション指導士、健康運動指導士、社会福

祉主事(3)、認定遺伝カウンセラー、臨床

検査技師(2)、不妊カウンセラー             

児童指導員(2)、AEAJ 認定アロマテラピ

ーアドバイザー、医療事務(2)、日本スピ

リチュアルケア学会スピリチュアルケア

師（指導者）、ＲＡＪＡ認定リフレクソロ

ジスト、作業療法士、音楽療法士、         

助産師、救急救命士、医療メディエータ

ー、第一種衛生管理士、身体障害者福祉

司任用資格、知的障害者福祉司任用資格      

 

 勤務先の選択肢とした医療保健機関の

種類は、以下の 9 種である。医療機関と

して病院（一般病院、精神科病院、結核

療養所）、一般診療所（精神科を専門とす

るもの、精神科以外を専門とするもの）、

歯科診療所、保健機関として保健所・保

健センター、精神保健福祉センター、介

護老人保健施設。なお、心理職者では、

対象条件以外の医療保健機関と掛け持ち

勤務している者が一定数いることが予測

されたため（例：常勤先が精神科専門医

療機関、非常勤先が保健所）、「勤務先」

の項目では、精神科病院と精神科を専門

とする一般診療所を選択肢に含めた。た

だし、結核療養所は統廃合が進み、平成

25 年の医療施設調査において、施設数は

0 であった（厚生労働省，2014）。そのた

め、集計は 8 種類の機関別に行った。 

 一般病院の常勤者が 59.3%と最も多か

った。 

 表２−８以降 B.医療保健機関の種別に、

心理職の雇用状況と業務内容について示

す。 

勤務先については、3 ヵ所目まで記入可

とした。条件に該当する医療保健領域の

勤務先が 1 ヵ所のみの回答者は 680 名、2

ヵ所の回答者は 67 名、3 ヵ所目まで記入

した 13 名であったため、延べ人数は 760

名とした。 

延べ人数を勤務先の種別にみると、「病

院：一般病院」の勤務者は 631 名（83.0％）、

「一般診療所：精神科以外を専門とする」

は 26 名（3.4％）、「保健所・保健センタ

ー」46 名（6.1％）、「精神保健福祉センタ

ー」53 名（7.0％）、「介護老人保健施設」

4 名（0.5％）であった（括弧内は 760 名

を分母としたパーセンテージ）。 

 一般病院の業務の中で、行っていると

答えたものの多かったもの（％）から列

挙すると、①心理検査・アセスメント

( 89.1)、②個人心理面接（家族面接・心

理教育を含む）( 89.1)、③カンファレン



  

ス参加( 83.4)、④リエゾン活動（院内で

の他部門との連携）( 73.9)、⑤医療チー

ムへの参加( 71.5)、⑥コンサルテーショ

ン( 68.5)、⑦機関内スタッフに対する研

修・講義( 61.5)、⑧研究活動（院内また

は多施設研究への参加など）( 52.0)。⑨

職員メンタルヘルス活動( 49.3)、⑩実習

生（心理職に限らない）・研修医指導

( 39.8)、以下集団療法（グループワーク・

デイケアを含む）( 33.9)、地域支援活動

（アウトリーチ・訪問を含む）( 23.1)の

順であった。 

 本調査の選択肢に無かった業務内容で、

回答者から挙げられた主なものを以下に

列挙する。 

(1) 一般病院 

・がん相談支援センターとしての業務（患

者、家族、地域住民対象の相談） 

・がん診療連携拠点病院としての研修会

運営、講師 

・院内患者会への参加 

・ピアサポーター支援 

・インフォームドコンセントの同席 

・大学病院のため、大学、病院付属の看

護学校での講義 

・市中小中学校への巡回(小児科医に同行)。 

・移植術前の評価面接 

・禁煙外来カウンセリング 

・各種専門外来（頻尿、思春期外来、HIV

カウンセリングなど） 

・治験 

（２）一般診療所 

・その他の法人(医療・施設)・NPO・教

育・学会等々への講演・講座・スーパー

バイズ、支援活動等 

・アナムネ（予診）取り 

（３）保健所 

・住民に対する講演 

・乳幼児検診  

（４）精神保健福祉センター 

・メンタルヘルス・自殺予防に関する研

修会主催 

・各種講演会・講座の開催、パンフレッ

トの発行 

・電話相談による傾聴、情報提供、助言

指導など 

・精神保健福祉に関する事務、統計など 

・行政職と同様の業務 

・精神医療審査会事務 

 

 配属先としては精神科（29.8%）、心理

相談部門（12.4％）、小児科（11.4％）の

順に多かった。本調査の選択肢に無かっ

た診療科で、回答者から所属先として挙

げられたのは、「緩和ケア室」 、「血液・

腫瘍科」、「血液内科」、「児童精神科」、「集

学的がん治療センター」「、所属は医事課、

配属は児童精神科」、「小児科と周産期母

子医療センターの兼務」、「心身医療科」、

「 新生児科」、「神経小児科」、「診療局に

所属し、科をまたいでいる」、「精神腫瘍

科」（複数）、「総合診療科」（複数）、「総

合診療科」、「糖尿病内科」、「老年科」な

どであった。 

 また、本調査の選択肢に無かった診療

支援部門で、回答者から所属先として挙

げられたのは、「がん相談支援センター」

（複数）、「こころのケアセンター」、「こ

ころの診療(子どもの精神科）」、「チーム医

療推進室」、「メディカルサポートセンタ

ー」、「医事課」、「医療技術部」、「医療相

談室」、「医療福祉相談室」、「医療連携課」、

「感染制御部」、「看護部」（複数）、「健康

管理室」、「検査技術科」、「骨髄移植セン



  

ター」、「腫瘍センター」、「神経精神科リ

ハビリテーション室」、「生活支援課（デ

イケア）」、「地域医療福祉連携室」（複数）、

「入退院支援センター」、「発達支援室」、

「犯罪被害者支援」、「指導科として福祉

指導とともに配属」、「社会福祉課」など

であった。 

看護部所属、がん相談支援センター、

地域医療福祉連携室などの部門が多かっ

た。 

 

Ｄ．考察 

 本研究では、一般医療・保健領域にお

ける心理職の雇用及び勤務実態とその業

務を明らかにした。 

 全国およそ 7500 ある一般病院には

2468 名の心理職が常勤雇用されていると

推計された。これは当初の予想よりも多

かった。ほとんどが 1 名の雇用であるい

わゆる「ひとり職場」が多いことが推測

された。複数雇用は病床数の多い病院に

多かったが、小規模病院でも積極的に雇

用している病院もあった。 

 非常勤職の多数が週 5 日以上勤務であ

り、心理職の身分の不安定さがうかがわ

れた。 

 介護老人保健施設には常勤の心理職は

ほとんど存在しない。保健所・保健セン

ターの常勤職は一般病院とほぼ同じ割合

で存在するが、はるかに多い週 1 日未満

勤務の非常勤職を雇用している。 

 大多数の心理職は臨床心理士資格を有

しており、したがって大学院修士課程修

了以上の学歴であった。 

 ウェブ調査の結果も上記の結果を確認

した。すなわち回答者の 87.5％が臨床心

理士資格を所有しており、したがって学

歴も大学院修了が多く、うち 10.7％は博

士課程修了（含、博士課程満期退学）で

あった。その他数は少ないもののさまざ

まな学会認定資格、民間団体認定資格、

行政における任用資格、医療や福祉関連

の国家資格保持者も認められた。 

 一般病院勤務の心理職に求められる業

務は、心理査定、心理面接はもちろんで

あるが、カンファレンス参加、リエゾン

活動、医療チームへの参加、コンサルテ

ーション、機関内スタッフに対する研修

講義などなどチーム医療とコンサルテー

ション・リエゾン・サービスが主であっ

た。その他医療・保健活動のバラエティ

に即した活動が求められていた。 

 表３に医療保健領域における心理職の

働く場、職名、業務内容の一覧を示した。 

 

E．結論 

1) 心理職の一般医療・保健領域における

雇用と勤務の実態と、その役割を明ら

かにした。 

2) 2014 年 12 月 1 日より 12 月 21 日まで

全国の一般病院と医療・保健施設（精

神科病院・精神科診療所を除く）より

無作為抽出により質問票を送付し、心

理職雇用の実態を 186 施設より回答を

得た。全国およそ 7500 の一般病院には

2468 名の心理職が常勤雇用されている

との推計値を得た。ほとんどがひとり

職場であった。かつ週 5 日以上の非常

勤職が多いなど身分の不安定さがうか

がわれた。 

3) 2014 年 12 月 1 日より 12 月 21 日まで

全国の一般病院と医療・保健施設（精

神科病院・精神科診療所を除く）に勤

務する心理職に WEB アンケートに参



  

加を求め、勤務実態情報を有効回答

680 名より得た。男女比は 1:4、35 才

未満、経験 10 年以下の若い心理職が中

心であった。ほとんどが臨床心理士資

格であり大学院修士課程修了以上であ

った。他学会認定資格、民間資格、な

ど多様な資格をもって多様な部署に勤

務していた。 

4) 一般医療・保健領域で求められている

活動は、心理査定、心理面接にとどま

らず、チーム医療とコンサルテーショ

ン・リエゾン・サービスを主とした医

療・保健領域のバラエティが反映され

ていた。 

5) 本研究は、我が国における一般医療・

保健領域に働く心理職の勤務実態の基

礎資料となる。 
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図 1−１・病院施設の開設者別 

 

 

表 1−１ 「臨床心理技術者」としての雇用形態 

病院 

 
常勤数（休職中を除く） 休職・産休中など 非常勤数 

男 女 男 女 男 女 
30 歳未満 2 人 11 人 1 人 0 人 3 人 3 人 
30 代 4 人 11 人 0 人 2 人 6 人 9 人 
40 代 3 人 11 人 0 人 0 人 0 人 3 人 
50 代 0 人 2 人 0 人 0 人 0 人 6 人 
60 歳以上 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 3 人 
計 9 人 35 人 1 人 2 人 9 人 24 人 

介護老人保健施設 

 
常勤数（休職中を除く） 休職・産休中など 非常勤数 

 
男 女 男 女 男 女 

30 歳未満 2 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
30 代 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
40 代 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 



  

50 代 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
60 歳以上 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
計 2 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

保健所・保健センター 

 
常勤数（休職中を除く） 休職・産休中など 非常勤数 

男 女 男 女 男 女 
30 歳未満 0 人 2 人 0 人 0 人 1 人 8 人 
30 代 0 人 4 人 0 人 0 人 2 人 19 人 
40 代 1 人 2 人 0 人 0 人 1 人 16 人 
50 代 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 11 人 
60 歳以上 2 人 0 人 0 人 0 人 0 人 5 人 
計 3 人 8 人 0 人 0 人 5 人 59 人 

精神保健福祉センター 

 
常勤数（休職中を除く） 休職・産休中など 非常勤数 

男 女 男 女 男 女 
30 歳未満 4 人 7 人 0 人 0 人 6 人 15 人 
30 代 17 人 32 人 0 人 3 人 10 人 16 人 
40 代 5 人 16 人 0 人 0 人 0 人 9 人 
50 代 6 人 8 人 0 人 0 人 0 人 7 人 
60 歳以上 1 人 0 人 0 人 0 人 1 人 6 人 
計 33 人 63 人 0 人 3 人 17 人 53 人 

 

表１−２ 非常勤職員の週あたりの勤務日数 

  病院 介護保険老
人保健施設 

保健所・保健
センター 

精神保健福
祉センター 

0.5 未満（月に 1 日程度） 3 人 0 人 21 人 4 人 
0.5〜1 日未満（2 週間に 1 日程度） 3 人 0 人 25 人 7 人 
1〜3 日未満 13 人 0 人 10 人 30 人 
3〜5 日未満 9 人 0 人 7 人 23 人 
5 日以上 63 人 0 人 3 人 9 人 

 

表１−３ 臨床心理技術者の有する資格（複数の資格を有する者は主たる資格） 

 病院 介護老人保健
施設 

保健所・保健
センター 

精神保健福祉
センター 

臨床心理士 68 人 0 人 39 人 111 人 
臨床発達心理士 1 人 0 人 15 人 2 人 
学校心理士 1 人 0 人 0 人 0 人 
特別支援教育士 0 人 0 人 1 人 0 人 
認定心理士 1 人 0 人 3 人 12 人 
健康心理士 0 人 0 人 0 人 0 人 
医療心理士 5 人 0 人 0 人 0 人 
産業カウンセラー 0 人 0 人 4 人 3 人 
その他 
  

6 人 0 人 8 人 11 人 
    



  

license of 
Master Social 
Worker 1 名 

  精神保健福祉
士 4 人  

JACC 認定臨
床心理療法士
１名 

  北海道家庭生
活カウンセリ
ングセンター
１級認定カウ
ンセラー ５
人 

不妊カウンセ
ラー２名 

  社会福祉主事
任用資格 2 名 

精神科医・精
神保健指定医
１名 

   

不明 1 名    

 

表１−４「臨床心理技術者」の学歴 

 病院 介護老人保
健施設 

保健所・保
健センター 

精神保健福
祉センター 

大学院(修士課程)修了以上 57 人 0 人 55 人 114 人 
大学（心理系学科）卒業 21 人 0 人 7 人 39 人 
大学（その他学科）卒業 1 人 0 人 4 人 10 人 
短大・専門学校等卒業 1 人 0 人 1 人 4 人 
高校卒業 0 人 0 人 0 人 2 人 
その他（   ） 0 人 0 人 4 人 0 人 

 

表１−５「病院」に配置されている臨床心理技術者の所属部署 

病院 
心理部門 17 人 
精神科 21 人 
その他：緩和ケアチーム 
リハビリテーション部 
小児科 
地域連携・相談支援センター 
新生児科 
県 HIV カウンセラー 
緩和ケア科 
地域連携・医療相談センター 
心療内科 
心療技術部 
身心医療課 
総務課  
感染症科 

表２−１ 図２−１ 回答者の属性（男女）  

 人数 (  %  ) 
男性 136 ( 20.0) 



  

女性 544 ( 80.0) 
合計 680 (100.0) 

 

表２−２ 図２−２ 回答者の属性（年齢） 

 人数 (  %  ) 
25～29 歳 138 ( 20.3) 
30～34 歳 170 ( 25.0) 
35～39 歳 134 ( 19.7) 
40～44 歳 108 ( 15.9) 
45～49 歳 39 (  5.7) 
50～54 歳 45 (  6.6) 
55～59 歳 32 (  4.7) 
60～64 歳 9 (  1.3) 
65～69 歳 5 (  0.7) 
合計 680 (100.0) 

 

表２−３ 図２−３ 回答者の属性（最終学歴） 

  人数 (  %  ) 
博士課程修了（含．博士課程満期退学） 73 ( 10.7) 



  

修士課程修了（含．6 年制大学卒業，博士課
程中退） 

520 ( 76,5) 

大学卒業(4 年制) 85 ( 12.5) 
その他（専門学校卒業，短大卒業等） 2 (  0.3) 
合計 680 (100.0) 

 

 

表２−４ 回答者の属性（臨床歴） 

  人数 (  %  ) 
心理職としての臨床歴  

1～5 年 192 ( 28.2) 
6～10 年 202 ( 29.7) 
11～15 年 138 ( 20.3) 
16～20 年 61 (  9.0) 
21～25 年 38 (  5.6) 
26～30 年 24 (  3.5) 
31～35 年 14 (  2.1) 
36～40 年 10 (  1.5) 
41～45 年 1 (  0.1) 
合計 680 (100.0) 

医療保健領域における臨床歴  
1～5 年 255 ( 37.5) 
6～10 年 201 ( 29.6) 
11～15 年 107 ( 15.7) 
16～20 年 57 (  8.4) 
21～25 年  28 (  4.1) 
26～30 年 14 (  2.1) 
31～35 年 10 (  1.5) 
36～40 年 7 (  1.0) 
41～45 年 1 (  0.1) 
合計 680 (100.0) 

 

図２−４ 心理職としての臨床歴（ｎ＝680） 



  

 

 

図２−５ 医療保健領域における臨床歴（ｎ＝680） 

 

 

表２−５ 回答者の属性（取得資格） 

 人数 (  %  ) 
心理職資格   

臨床心理士 595 ( 87.5) 
学校心理士 10 (  1.5) 
臨床発達心理士 20 (  2.9) 
特別支援教育士 7 (  1.0) 
認定心理士  105 ( 15.4) 
健康心理士 8 (  1.2) 
医療心理士 17 (  2.5) 
産業カウンセラー 33 (  4.9) 



  

その他  34 (  5.0) 
心理専門職以外の資格   

医師 8 (  1.2) 
看護師 18 (  2.6) 
社会福祉士 21 (  3.1) 
精神保健福祉士 42 (  6.2) 
言語聴覚士 5 (  0.7) 
教諭 139 ( 20.4) 
その他 39 (  5.7) 

注）複数回答可：パーセンテージの分母はいずれも n=680。 

 

表２−６ 図２−６ 現在の雇用形態           

 人数 (  %  ) 
常勤のみ 391 ( 57.5) 
常勤＋他の施設で非常勤 74 ( 10.9) 
非常勤のみ 215 ( 31.6) 
合計 680 (100.0) 

 

 

注）今回の調査対象者は、精神科を専門としない一般病院、一般診療所、保健所、保健

センター、精神保健福祉センター、介護老人保健のいずれかに勤務する心理職であるが、

それ以外の機関との兼務者も存在するため、ここでの「雇用形態」は、対象条件機関に

限定して回答を求めていない。  

 

表２−７ 現在の勤務先と雇用形態 

 勤務している 勤務していない 合 計 
 

常 勤 
常 勤

＋ 
非常勤 

非常勤 

病院：一般病院 397 
( 58.4) 

6 
(  0.9) 

190 
( 27.9) 

87 
( 12.8) 

680 
(100.0) 

病院：精神科病院 4 
(  0.6) 

0 
(  0.0) 

0 
(  2.9) 

656 
( 96.5) 

680 
(100.0) 



  

一般診療所：精神科を専門
とする 

4 
(  0.6) 

0 
(  0.0) 

38 
(  5.6) 

638 
( 93.8) 

680 
(100.0) 

一般診療所：精神科以外を
専門とする 

3 
(  0.4) 

1 
(  0.1) 

21 
(  3.1) 

655 
( 96.3) 

680 
(100.0) 

歯科診療所 0 
(  0.0) 

0 
(  0.0) 

0 
(  0.0) 

680 
(100.0) 

680 
(100.0) 

保健所・保健センター 3 
(  0.4) 

0 
( 0.0) 

46 
(  6.8) 

631 
( 92.8) 

680 
(100.0) 

精神保健福祉センター 34 
(  5.0) 

1 
(  0.1) 

17 
(  2.5) 

628 
( 92.4) 

680 
(100.0) 

介護老人保健施設 4 
(  0.6) 

1 
(  0.1) 

2 
(  0.3) 

673 
( 99.0) 

680 
(100.0) 

注）上段：人数 下段：分母を n=680 としたパーセンテージ 

 

表２−８「病院：一般病院」勤務者：雇用形態・勤務日数 

 人数 (  %  ) 
雇用形態   

常勤 404 ( 64.0) 
非常勤 227 ( 36.0) 
合計 631 (100.0) 

1 週間あたりの勤務日数   
0.5 日未満 9 (  1.4) 
0.5 日以上 1.0 日未満 29 (  4.6) 
1.0 日以上 2.0 日未満 47 (  7.4) 
2.0 日以上 3.0 日未満 33 (  5.2) 
3.0 日以上 4.0 日未満 23 (  3.6) 
4.0 日以上 5.0 日未満 63 ( 10.0) 
5.0 日以上 6.0 日未満 417 ( 66.1) 
6.0 日以上 10 (  1.6) 
合計 631 (100.0) 

 

表２−９「病院：一般病院」業務内容・配属先 

 人数 (  %  ) 
実施している業務内容（複数回答可）   
心理検査・アセスメント 562 ( 89.1) 
個人心理面接（家族面接・心理教育を含む）  56

2 
( 89.1) 

集団療法（グループワーク・デイケアを含
む） 

214 ( 33.9) 

リエゾン活動（院内での他部門との連携） 466 ( 73.9) 
コンサルテーション 432 ( 68.5) 
カンファレンス参加 526 ( 83.4) 
医療チームへの参加 451 ( 71.5) 
地域支援活動（アウトリーチ・訪問を含む） 146 ( 23.1) 
職員メンタルヘルス活動 311 ( 49.3) 
実習生（心理職に限らない）・研修医指導 251 ( 39.8) 
研究活動（院内または多施設研究への参加 328 ( 52.0) 



  

など） 
機関内スタッフに対する研修・講義 388 ( 61.5) 
その他 116 ( 18.4) 

配属先   
内科 9 (  1.4) 
神経内科 25 (  4.0) 
小児科 72 ( 11.4) 
精神科 188 ( 29.8) 
心療内科 24 (  3.8) 
外科 0 (  0.0) 
泌尿器科 0 (  0.0) 
脳神経外科 1 (  0.2) 
整形外科 2 (  0.3) 
形成・美容外科 0 (  0.0) 
眼科 0 (  0.0) 
耳鼻咽喉科 2 (  0.3) 
産科・婦人科 3 (  0.5) 
リハビリテーション科 35 (  5.5) 
麻酔科・ペイン科 3 (  0.5) 
救急科 1 (  0.2) 
歯科・口腔外科 0 (  0.0) 
緩和ケア科 30 (  4.8) 
遺伝科 2 (  0.3) 
周産期母子医療センター 22 (  3.5) 
認知症疾患医療センター 5 (  0.8) 
その他の診療科 21 (  3.3) 
心理相談部門 78 ( 12.4) 
その他の診療科 77 ( 12.2) 
いずれにも該当しない 31 (  4.9) 
合計 631 (100.0) 

注）分母を n=631 としたパーセンテージ 

 

表２−１０「一般診療所（精神科以外）」勤務者：雇用形態・勤務日数 

 人数 (  %  ) 
雇用形態   

常勤 4 ( 15.4) 
非常勤 22 ( 84.6) 
合計 26 (100.0) 

1 週間あたりの勤務日数   
0.5 日未満 4 ( 15.4) 
0.5 日以上 1.0 日未満 10 ( 38.5) 
1.0 日以上 2.0 日未満 6 ( 23.1) 
2.0 日以上 3.0 日未満 0 (  0.0) 
3.0 日以上 4.0 日未満 1 (  3.8) 
4.0 日以上 5.0 日未満 2 (  7.7) 
5.0 日以上 6.0 日未満 3 ( 11.5) 
6.0 日以上 0 (  0.0) 



  

合計 26 (100.0) 

 

表２−１１「一般診療所（精神科以外）」業務内容・配属先 

 人数 (  %  ) 
実施している業務内容（複数回答可）   
心理検査・アセスメント 22 ( 84.6) 
個人心理面接（家族面接・心理教育を含む） 23 ( 88.5) 
集団療法（グループワーク・デイケアを含む） 8 ( 30.8) 
リエゾン活動（院内での他部門との連携） 9 ( 34.6) 
コンサルテーション 13 ( 50.0) 
カンファレンス参加 11 ( 42.3) 
医療チームへの参加 9 ( 34.6) 
地域支援活動（アウトリーチ・訪問を含む） 6 ( 23.1) 
職員メンタルヘルス活動 10 ( 38.5) 
実習生（心理職に限らない）・研修医指導 6 ( 23.1) 
研究活動（院内または多施設研究への参加な
ど） 

9 ( 34.6) 

機関内スタッフに対する研修・講義 11 ( 42.3) 
その他 4 ( 15.4) 

配属先   
内科 1 (  3.8) 
神経内科 1 (  3.8) 
小児科 6 ( 23.1) 
精神科 3 ( 11.5) 
心療内科 5 ( 19.2) 
外科 1 (  3.8) 
泌尿器科 0 (  0.0) 
脳神経外科 0 (  0.0) 
整形外科 0 (  0.0) 
形成・美容外科 0 (  0.0) 
眼科 0 (  0.0) 
耳鼻咽喉科 0 (  0.0) 
産科・婦人科 3 ( 11.5) 
リハビリテーション科 0 (  0.0) 
麻酔科・ペイン科 1 (  3.8) 
救急科 0 (  0.0) 
歯科・口腔外科 0 (  0.0) 
緩和ケア科 0 (  0.0) 
遺伝科 0 (  0.0) 
周産期母子医療センター 0 (  0.0) 
認知症疾患医療センター 1 (  3.8) 
その他の診療科 1 (  3.8) 
心理相談部門 2 (  7.7) 
その他の診療科 0 (  0.0) 
いずれにも該当しない 1 (  3.8) 
合計 26 (100.0) 

注）分母を n=26 としたパーセンテージ 



  

 

表２−１２ 「保健所・保健センター」勤務者：雇用形態・勤務日数 

 人数 (  %  ) 
雇用形態   

常勤 4 (  8.7) 
非常勤 42 ( 91.3) 
合計 46 (100.0) 

1 週間あたりの勤務日数   
0.5 日未満 19 ( 41.3) 
0.5 日以上 1.0 日未満 9 ( 19.6) 
1.0 日以上 2.0 日未満 11 ( 23.9) 
2.0 日以上 3.0 日未満 2 (  4.3) 
3.0 日以上 4.0 日未満 2 (  4.3) 
4.0 日以上 5.0 日未満 0 (  0.0) 
5.0 日以上 6.0 日未満 3 (  6.5) 
6.0 日以上 0 (  0.0) 
合計 46 (100.0) 

 

表２−１３ 「保健所・保健センター」勤務者：業務内容 

 人数 (  %  ) 
実施している業務内容（複数回答可）  
心理検査・アセスメント 37 ( 80.4) 
個人心理面接（家族面接・心理教育を含む） 42 ( 91.3) 
集団療法（グループワーク・デイケアを含む） 12 ( 26.1) 
リエゾン活動（院内での他部門との連携） 9 ( 19.6) 
コンサルテーション 25 ( 54.3) 
カンファレンス参加 39 ( 84.8) 
医療チームへの参加 5 ( 10.9) 
地域支援活動（アウトリーチ・訪問を含む） 7 ( 15.2) 
職員メンタルヘルス活動 6 ( 13.0) 
実習生（心理職に限らない）・研修医指導 4 (  8.7) 
研究活動（院内または多施設研究への参加など） 4 (  8.7) 
機関内スタッフに対する研修・講義 9 ( 19.6) 
その他 3 (  6.5) 

注）分母を n=46 としたパーセンテージ 

 

表２−１４ 「精神保健福祉センター」勤務者：雇用形態・勤務日数 

 人数 (  %  ) 
雇用形態   

常勤 35 ( 66.0) 
非常勤 18 ( 34.0) 
合計 53 (100.0) 

1 週間あたりの勤務日数   
0.5 日未満 0 (  0.0) 
0.5 日以上 1.0 日未満 2 (  3.8) 
1.0 日以上 2.0 日未満 2 (  3.8) 



  

2.0 日以上 3.0 日未満 0 (  0.0) 
3.0 日以上 4.0 日未満 1 (  1.9) 
4.0 日以上 5.0 日未満 12 ( 22.6) 
5.0 日以上 6.0 日未満 35 ( 66.0) 
6.0 日以上 1 (  1.9) 
合計 53 (100.0) 

 

表２−１５ 「精神保健福祉センター」勤務者：業務内容 

 人数 (  %  ) 
実施している業務内容（複数回答可）  
心理検査・アセスメント 34 ( 64.2) 
個人心理面接（家族面接・心理教育を含む） 44 ( 83.0) 
集団療法（グループワーク・デイケアを含む） 34 ( 64.2) 
リエゾン活動（院内での他部門との連携） 7 ( 13.2) 
コンサルテーション 26 ( 49.1) 
カンファレンス参加 44 ( 83.0) 
医療チームへの参加 9 ( 17.0) 
地域支援活動（アウトリーチ・訪問を含む） 20 ( 37.7) 
職員メンタルヘルス活動 9 ( 17.0) 
実習生（心理職に限らない）・研修医指導 20 ( 37.7) 
研究活動（院内または多施設研究への参加など） 23 ( 43.4) 
機関内スタッフに対する研修・講義 31 ( 58.5) 
その他 15 ( 28.3) 

注）分母を n=53 としたパーセンテージ 

 

表２−１６ 「介護保険老人施設」勤務者：雇用形態・勤務日数 

 人数 (  %  ) 
雇用形態   

常勤 0 (0.0) 
非常勤 4 (100.0) 
合計 4 (100.0) 

1 週間あたりの勤務日数   
0.5 日未満 2 ( 50.0) 
0.5 日以上 1.0 日未満 1 ( 25.0) 
1.0 日以上 2.0 日未満 0 (  0.0) 
2.0 日以上 3.0 日未満 1 ( 25.0) 
3.0 日以上 4.0 日未満 0 (  0.0) 
4.0 日以上 5.0 日未満 0 (  0.0) 
5.0 日以上 6.0 日未満 0 (  0.0) 
6.0 日以上 0 (  0.0) 
合計 4 (100.0) 

 

表２−１７ 「介護保険老人施設」勤務者：業務内容 

 人数 (  %  ) 
実施している業務内容（複数回答可）   
心理検査・アセスメント 3 ( 75.0) 



  

個人心理面接（家族面接・心理教育を含む） 4 (100.0) 
集団療法（グループワーク・デイケアを含む） 2 ( 50.0) 
リエゾン活動（院内での他部門との連携） 3 ( 75.0) 
コンサルテーション 3 ( 75.0) 
カンファレンス参加 3 ( 75.0) 
医療チームへの参加 2 ( 50.0) 
地域支援活動（アウトリーチ・訪問を含む） 1 ( 25.0) 
職員メンタルヘルス活動 2 ( 50.0) 
実習生（心理職に限らない）・研修医指導 1 ( 25.0) 
研究活動（院内または多施設研究への参加な
ど） 

1 ( 25.0) 

機関内スタッフに対する研修・講義 2 ( 50.0) 
その他 0 (  0.0) 

注）分母を n=4 としたパーセンテージ 

 

表３ 医療保健領域において心理職の働く場・職名・業務内容 
 

所属機関 職名 業務内容  

病院・診療所 臨床心理士 
心理検査（発達検査・認知機能検査・人格
検査等）  

  臨床発達心理士 心理査定／アセスメント（行動観察含む） 
 

  心理士 心理療法（個人・家族）・遊戯療法 
 

  心理療法士 心理教育(個人・家族) 
 

  心理技術職 集団療法 
 

     集団精神療法 
 

     SST 
 

     心理教育プログラム 
 

    特定領域の治療・リハビリプログラム 
 

     思春期 
 

     依存・嗜癖 
 

     認知症（回想法など含む） 
 

     がん 
 

     慢性疾患（糖尿病、心疾患、HIV など） 
 

    デイケア・ナイトケア 
 

    チーム医療 
 

     多職種とのカンファレンス 
 

     緩和ケアチーム 
 

     リエゾンチーム 
 

    
 特定の疾患に関する医療チーム参加（糖
尿病など）  

    コンサルテーション活動 
 

    リエゾン活動（特定領域の全例面接含む） 
 

    地域・関連機関との連携 
 

    自律訓練法・リラクセーション指導 
 



  

    医師の診療補助 
 

     予診 
 

     診察補助 
 

    職員のメンタルヘルス支援 
 

    職員の教育・研修 
 

    院内の啓発活動 
 

    電話相談・相談窓口 
 

    自殺予防・対応 
 

    事例検討 
 

    スーパービジョン 
 

    研修医指導、実習生指導 
 

    臨床心理学的研究、学会活動、研修講師 
 

      
 

（小児専門病院の場合）   心理検査 
 

    発達評価 
 

    発達相談 
 

    心理面接 
 

    心理療法 
 

    保護者への面接 
 

    NICU での母子評価・面接 
 

    がん患者・家族の相談・援助 
 

    
慢性疾患をもつ子ども・家族への心理的援
助  

    
遺伝疾患をもつ子ども・家族への心理的援
助  

    多職種集団外来 
 

    病棟回診への同行 
 

    コンサルテーション 
 

    多職種カンファレンス 
 

    他機関合同カンファレンス 
 

    学会発表・研修・講演 
 

      
 

精神保健福祉センター・保健
所・保健センター 

臨床心理士 療育手帳に関する心理判定 
 

心理療法士 デイケア（グループワーク） 
 

  
心理カウンセラ
ー 

精神保健・精神障害者福祉に関する調査 
 

  心理士 精神保健相談業務 
 

  心理判定員 地域への啓発活動とのその企画 
 

  
精神保健福祉相
談員 

  
 

      
 

リハビリテーションセンター
（病院） 

臨床心理士 心理療法（集団療法） 
 



  

  心理判定員 心理検査 
 

（病院型療育センター含む） 
職業カウンセラ
ー 

認知機能評価 
 

    社会復帰・就労支援 
 

    利用相談 
 

    職業訓練 
 

    認知リハビリテーション（個人・集団） 
 

    家族面接・コンサルテーション 
 

    学会発表・研修 
 

    リハビリテーション専門相談 
 

    
啓発のための講演(家族向け・施設や学校
向け)  

    
他職種へ対応のアドバイス・コンサルテー
ション  

    
  

老人保健施設 臨床心理士 心理査定（特に認知機能評価） 
 

  心理士 心理面接 
 

    家族面接 
 

    （集団・個人）回想法 
 

      
 

自治体から派遣（HIV 等） 臨床心理士 心理療法・カウンセリング・相談 
 

      
 

    
その他、病院などで心理職が
配置されている可能性のある
部署 

心理職である可
能性のある職名 

業務 
 

地域医療連携室 相談員 心理面接 
 

地域連携室 相談担当 心理査定 
 

患者相談室 
職業カウンセラ
ー 

コンサルテーション 
 

がん相談支援センター   助言・指導 
 

医療相談室     
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研 究 要 旨 

本研究は福祉分野の心理職者数および｢心理職の職務内容及びその育成等｣を

明らかにすることを目的とした。 

 福祉領域の心理職者数はほぼ 5,500 人～10,600 人（複数職場勤務所の重複

計上を含む）と推定された。推定に止まる理由は、わが国の福祉活動は必要性

を前にして実践活動が生じ、それを追って制度が整備されてきており、領域に

よっては正確な統計が得がたいこと、さらに国家資格でない心理職は設置基準

の配置人数に加えられず別職名で雇用されている現実もあるため、日本臨床心

理士会の動向調査（平成 24 年）や先行調査研究、統計の存在する領域の資料な

どに拠って、その人数を推測したことによる。 

  社会の変容につれて福祉領域の支援にも変容進展が求められており、それ

に伴い、心理職の職務も従来の心理査定、心理面接、コミュニティ支援、研究

を基にしつつ一層の展開が求められており、それに伴う育成の課題についても

示唆が得られた。 

 

 

A. 研究目的 

福祉分野自体は対象とする領域は拡大

し、変貌している。このような環境下、

福祉に携わる多様な職種の役割も変容し

つつあると考えられる。とりわけ、心理

職については、国家資格は存在していな

いため、心理療法担当職員・児童心理司

などとして配置基準が定められているが、

その実態（数・職務内容・必要とされる

専門性など）は明らかではない。 

本研究では、福祉分野における心理職

の人数、職務内容、必要とされる技能お

よび質のさらなる向上のために必要と思

われる事柄を明らかにする。 

 

B．研究方法 

 本研究では、福祉分野の「心理職者数」お

よび「心理職の職務内容及びその育成等」

について調査・研究した。 

 



1.対象とする心理職 

 本研究において、福祉分野の「心理職者

数」として、厚生労働省 「社会福祉施設等

調査」に列挙された施設及び「児童相談所」

に勤務する「心理職者数」を推定した 

同調査では、大分類（「保護施設」「老人

福祉施設」「障害者支援施設等」「身体障害

者社会参加支援施設」「婦人保護施設」「児

童福祉施設」「母子福祉施設」「その他の社

会福祉施設等」計 8 分類）総計 55,881 施設

である。加えて「児童相談所」207 箇所を

本調査の対象とした。 

 

2-1.「心理職者数」調査手法 

以下の 3 段階で調査を行った。 

（1）先行研究等の引用：調査対象各施設

「心理職者数」の先行研究等がある場合に

は引用する。 

先行研究等がない場合には以下の手順を

踏んだ。 

（2）日本臨床心理士会の調査の参照：「日

本臨床心理士会 第 6 回臨床心理士動向調

査報告書（以下、「動向調査」）」から、領域

別施設に勤務する臨床心理士数を推計する。 

（3）臨床心理士資格の先行研究・調査の

引用：全心理職のうち臨床心理士資格の保

有比率を推計する。 

（4）以下の算式で「心理職者数」を推定

する。 

「領域別の臨床心理士数」 

÷「臨床心理士資格保有割合」 

＝領域別「心理職者数」 

 

2-2.「心理職の職務内容及びその育成等」

調査方法 

 職務内容は多様であると想定されるため、

半構造化面接調査を行った。ただし、事情

により電話面接し、後に文書で返答した回

答者もいる。 

 以下の有識者から施設選定にあたっての

意見を聴取し、面接調査を行うのに適切な

施設の選定を行った。 

厚生労働省関係部局、社会福祉法人全国

社会福祉協議会（政策企画部長 笹尾勝氏）、

子どもの虹情報研修センター（研修部長 

増沢高氏、研修主任 楢原慎也氏）、公益財

団法人日本知的障害者福祉協会（事務局長 

末吉孝徳氏）、日本大学名誉教授長嶋紀一氏 

ほか。 

 半構造化面接の主な聴き取り項目は、以

下の通りとした。 

 （１）心理職として業務を遂行するため

に必要とされている知識、技術  

 （２）心理士の必要性について 

 （３）心理職の位置付について 

 （４）心理職に必要な資質と現実 

 （５）研修の体制の現状、心理職の育成

に必要な研修・プロセス等についての意見 

 

2-3．調査実施、資料収集期間：平成 26 年 

   9 月 10 日～平成 27 年 3 月 7 日 

 

C．研究結果 

1.「心理職者数」の推定 

（1）「心理職数」先行研究等 

先行研究等を引用した施設は以下の通り

である。障害者支援施設、地域活動支援セ

ンター、児童入所施設（福祉型）、児童発達

支援センター（福祉型）、婦人保護施設（常

勤・非常勤の別不明）、乳児院、児童養護施

設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治

療施設（常勤・非常勤の別不明）、児童相談

所（児童心理司のみ）（常勤・非常勤の別不

明） 



聴き取り調査を行った施設は発達障害者

支援センター（常勤のみ）である。 

 

（2）「動向調査」の利用 

「動向調査」では、概ね 厚労省 社会福

祉施設等調査の施設項目に一致した分類調

査を行っている。下表の通りそれぞれ施設

における総臨床心理士数を推計した。 

 

（表 1）領域別臨床心理士数推定 

  （組織率・回収率調整後、単位：人） 

    勤務機関 主たる勤務機関 

老人福祉施設 75 37 

障害者施設 725 497 

女性福祉施設   217     75 

児童福祉施設 2,322 1,722 

その他福祉施設 534    254      

注：「動向調査」 

・調査時点での日本臨床心理士会会員登録者
17,398 人。 

・当該年の臨床心理士数は 21,833 人、日本臨床
心理士会への登録率は 79.7％。 

・回収数は 10,145 人、回収率 58.3％。 

 

（3）臨床心理士資格保有比率に関する先行

研究等 

（表 2）臨床心理士資格保有比率 

  常勤・非常勤の合計  

児童心理司①   47.5% 

障害児入所施設②   36.5% 

児童養護施設③ 41.0%（常勤 28.5%、非常勤 56.1%） 

発達障害者支援ｾﾝﾀｰ④  69.9%  

（出典） 

①大島、山野「児童相談所心理司の業務に関する
一考察」 

②全国知的障害者施設・事業実態調査報告書 
③井出「児童養護施設における心理職の活用に関

する調査研究」 
④聴き取り調査による 

 

（4）「心理職者数」の推定 

先行研究等に基づく「心理職者数」推定

は以下の通り。 

（表 3）福祉施設に勤務する「心理職数」推定 

              （単位：人） 

   最小  平均  最大  

老人福祉施設  － － － 

障害者施設 281 340 405 

女性福祉施設 35 35 35 

児童福祉施設  1,863  1,959  2,064 

その他の福祉施設   －      －   －   

合 計 2,179 2,334 2,504   

 注： 

・－は不明（前述先行研究等に該当項目なし） 
・表 2 の以下の数値を採用した。 
・最小は④、最大は②、平均は①～④単純平均 

 

＜福祉分野心理職者数推計＞ 

「動向調査」からは以下の通り推定した。 

 

○福祉施設に勤務する「心理職者数」 

5,541 人 ～ 10,612 人（表 4） 

 

○福祉施設を主たる勤務機関とする「心理

職者数」 

3,268 人 ～  9,069 人（表 5） 

 

（表 4）福祉施設に勤務する「心理職者数」推定 

              （単位：人） 

         最小  平均   最大  

老人福祉施設 108 155 206 

障害者施設 1,037 1,489 1,986 

女性福祉施設 310 446 595 

児童福祉施設 3,322 4,768 6,362 

その他の福祉施設 764 1,097 1,463   

合 計 5,541 7,955 10,612   

注： 
・（表 2）の以下の数値を採用した。 
最小は④、最大は②、平均は①～④単純平均 
 



 
 

（表 5）主として勤務する「心理職者数」推定 

               （単位：人） 

           最小   平均  最大  

老人福祉施設 52 75 128   

障害者施設 281 1,021 1,744  

女性福祉施設 107 154 263   

児童福祉施設 2,464 3,536 6,042   

その他の福祉施設 363 522 891   

合 計 3,267 5,308 9,068   

注： 
・表 2 の以下の数値を採用した。 

最小は④、最大は③常勤、平均は①～④単純平
均 

 

以上の通り、「心理職者数」の推定は、個

別の施設による調査及び聴き取り調査によ

る調査では、網羅的に「心理職者数」を把

握することは不可能であることが判明した。 

 

2. 面接調査結果 

前述の施設選定手順を経て、面接者 41 名

に聴き取り調査し、他に複数の心理職者に

よる５グループの集団面接を実施した。 

 

2-1.面接調査結果 

福祉分野での心理職の職務内容及び要求

されている事柄は以下の通りである。 

  実際の職務は領域により、必要とされる

知識・技術のカテゴリーに多少の違いはあ

るが、以下の通りである。①基本的に臨床

心理学の面接のスキル(基本的技術並びに

応用場面(アウトリーチの場合も含む)での

技術) ②心理検査の知識・技術(投影法を

含む基本的検査の実施と解釈) ③コミュ

ニティ支援 ④実践を検証、効果判定をす

る技術、研究能力 

 

① 心理職の現状   

国家資格でないため、心理職が「配置基

準」に入れられていない領域が少なからず

ある。配置基準になくても心理職者が雇用

されている領域、事業者はあるが「臨床心

理士」としての採用は少ない。「心理職」と

しての業務をしていても統計上のデータに

あがらない領域もある。その際は支援員、

児童支援員、事務員、児童指導員等の枠で

採用されている場合が多い。非常勤雇用者

も多い。福祉領域では生活に密着した支援

が求められており、常勤が望ましい。非常

勤の場合は、常勤の心理職者がマネージメ

ントやコーディネートした部分（心理面接

やスーパーヴァイズ）を担当している場合

が多い。 

 

②心理職の職務および心理職に求められ

ていること 

アセスメントさらには毎日の生活や環境

という横断的な視点、過去・現在・未来と

いう縦断的な時間的流れの視点を併せもっ

て、見立てと共に支援の方向や仕方につい

て他職種にわかりやすく提案する。面接、

日常場面面接、グループワーク、各種プロ

グラムの実施、家族関係調整、各関連機関

との連携、地域支援、職員とのコンサルテ

ーション、スーパーヴァイズ（以下ＳＶ）、

ケース会議等、心理職の職務は多岐に亘っ

ている。 

生活の場が治療的であることが望まれる

福祉領域では、心理職者にも生活の場での

支援、アウトリーチ(訪問型支援)が求めら

れている。 

 児童福祉領域、高齢者福祉領域、障害者

福祉領域では医療・福祉・心理職がチーム

で支援をすることが求められている。施設



の状況や他職種の立場を理解し、チームの

一員として活動することが必要とされてい

る。他職種へのコンサルテーションや連携

のまとめ役としてのケースマネージメント

も期待されている。 

精神的に疲弊している職員が多い。職員

へのさりげないサポートや人間関係を円滑

する触媒的役割も心理職者に求められる場

合もある。 

 

③心理職に求められている職務と資質 

 心理面接の技術、心理査定技術、コミュ

ティへの支援、実践に関連する研究等を必

要に応じて行えることが基本的に求められ

ている他に、臨床・実践力について具体的

期待されることとして、以下のことが多く

回答された。  

「従来の体系化された心理的療法だけで

はなく、被支援者や事業所や場所の特質に

応じた柔軟な対応、さまざまな技法を統合

して、被支援者の必要性に合わせたオーダ

メイドの支援を創造できる。」「人としての

総合力（コミュニケーション力・判断力・

理解力・柔軟性・自己洞察力・家政力・忍

耐力など）と専門知識・技術をバランスよ

く併せ持つ。」「情緒的安定性とレジリエン

ス」「自身の育ちの過程を肯定的に受けとめ、

整理ができている」「職務を自覚しつつも柔

軟な姿勢」「組織の文化の理解に努め、周囲

と関係を適切に保つ」「適切な距離感覚、“心

理の仕事”でなく“児童養護の心理の仕事”

を志向」「面接場面のみならず、日頃のあら

ゆる言動に心理職としての専門的な振る舞

いが込められている。」「アセスメント力、

（現場に即した制度・職員の苦労を含め）

現場への深い理解を持ち、場の調整ができ

る」さらに、「親近感やコミュニケーション

の緒となる豊かな教養、子ども・職員に伝

わるような表現力」「様々な出来事を支援の

チャンスにできる」「自分を省みる。ネガテ

ィブな感情や嫌悪する物事も認められるこ

と」「割り切れない思い、不確定さに耐えら

れる力」「大らかにいられる力。抱え込みす

ぎず、他者に頼れる力。その一方、最後は

引き受ける責任感」「自分に足りないこと、

自分が引き受けきれる領分の自覚」「他者を

偏見なくニュートラルに理解する力。自分

の身体感覚や感情を言葉に表出し、伝えら

れる力」「諦めず人の成長を信じる力」など、

知識や技術を支える基盤として上げる声が

多く聞かれた。 

 

④心理職の育成に必要な研修および教育 

 職場研修としてケース検討会、ＳＶ、ケ

ース発表。さらに専門特化された研修（特

定の技法や理論、ワークショップ、関連領

域［司法、医療等］の知識）の他、他施設

での短期勤務（内地留学的研修）。 

従来の教育にプラスして、生物・心理・

社会モデルに則った全体的アセスメントや

コミュニティのアセスメントを行い、他職

種者に共通言語で伝え、協働できる。コミ

ュニティ心理学（連携や協働）、福祉関係の

諸制度の知識。 

 

2-2.理職に最低限必要とされる役割・能力 

面接調査内容から心理職に必要とされる

役割・能力は今に集約される。 

 

① 生活の場での支援およびアウトリーチ 

 生活の場である施設全体が治療的支援的

であることが望ましく、心理職者にも生活

の場への実際的関与が望まれている。居型

施設では、治療的環境を整えるために心理



職者にも生活の場に時に入り、施設全体を

アセスメントし、対象者の状況や被支援者

の状態、施設の状況に応じて理論や技法を

組み合わせ工夫して用い、ニーズに即した

個別的支援を提案し、進めることが求めら

れる。 

さまざまなプログラムの実施に際しても、

プログラムの本質を熟知し、施設や対象者

の状況についての検討が求められる。また

子育て支援、介護支援、不登校・ニート・

ひきこもり対策対応などは、従来の施設型

支援では支援が届かないケースが増加して

いる。状況に応じて、当事者もしくはその

保護者等の要請をもとに現地に出向き、日

常生活場面での支援を提供し信頼関係を構

築しつつ、問題解決・軽減を図ることが望

まれている。能動的な要請が乏しい場合で

も、支援の緒を提供し問題の深刻化を防ぎ、

改善に向かわせる予防的な措置もアウトリ

ーチ活動に期待されている。 

 

②チームアプローチおよびコンサルテーシ

ョン 

 福祉分野は、社会の変化に伴い対象領

域を広げつつ深化しており、多様な領域の

専門家が携わっている。効果的な支援の提

供には、異なる領域の複数の専門家が協議

する必要がある。支援対象者が抱える問題

を生活の中で適格に把握し、その軽減のた

めの方策を他職種との連携・協働のなかで

提案していくことこと、時にはチームアプ

ローチのコーディネート、マネージメント

も望まれている。 

 

③広報活動 

 支援の実効性は、周囲の理解・協力があ

ってこそ担保される場合が多い。従って、

行政や社会に対して、支援の内容（心理学

的知見、連携・協働の内容を含む）の理解

を求めねばならない（アカウンタビリティ）。

行政・社会などとの円滑な意思疎通は、中

長期的支援の枠組みを広げるという副次効

果もある。総合的なコミュニケーション能

力が不可欠である。 

 

④効果検証/研究 

 心理的支援は一義的・自動的に決定され

る方法ではない。しかし、支援は効果検証

に耐えられうるものでなければならない。 

 よりよい支援を提供するには、近接他領

域の最新の知見も実践に適用する営みが当

事者の利益を考慮してなされる必要があろ

う。同時に現場での実践からは、実際の支

援で得られた経験を科学的に解明するとい

う作業も要る。 

 

⑤研修および教育 

領域研修として、施設の風土や背景を考

慮したケース検討会やＳＶさらには専門的

に特化された研修が必要とされている。理

論や技術が実践の中にしっくりと浮き上が

らず活かせる力の育成が期待されている。 

 

 

Ｄ．考察 

 心理職の国資格がないという理由で、心

理職の職務に基づく支援の必要性は認識さ

れながらも、支援制度の配置基準に心理職

が入れられていない領域がある。現実には

心理職としての業務を行っていても他の職

名で雇用されている領域もあることが明ら

かになった。 

近年、支援対象は複雑で困難なものが増

え、多面的に対応することが増している。



チームアプローチのメンバーとして、緻密

な焦点化したアプローチと同時に他職種と

協働するために幅広く福祉、医療、司法、

行政などの関連ある知識を習得している必

要がある。また、多職種と良好なコミュニ

ケーションをもち、アセスメントを基に他

職種の被支援者理解・対応を援助すること

も期待され、所見を的確に共通言語で伝え

る技術が求められる。さらに、疲弊しがち

な職員の士気回復のためのさりげない触媒

的役割も期待されているが、現状は容易で

はない。 

 適切な支援方法の開発や支援の効果を説

得力ある方法で表現する研究能力の発揮も

期待されている。こうした、現実の要請に

応えるには少しずつ前進しているが研修体

制の充実が喫緊の課題と考えられる。教育

過程においては、現場に赴き、個別のクラ

イエントとの関わりについて学ぶほかに組

織、他職種や関係機関との連係・連絡につ

いて学ぶ実習教育の充実が望まれる。 

 

 

E．結論 

  福祉領域で勤務する心理職者数は 5,500

～10,600 名と推定される。国家資格のない

ことが福祉現場ではその職務が期待される

場合も雇用が進まない、もしくは別の職名

で雇用されている現実がある。社会の変化

に伴い変容複雑化する福祉領域の課題に対

する心理職の職務については、従来の心理

査定、心理面接、コミュニティ支援、研究

などの知識・技術を、現実生活を視野にい

れ、チームアプローチ、連携、コラボレー

ションに活かす役割が期待されている。こ

れに伴い、教育や研修においても、関連専

門領域の知識、行政の仕組みや法律につい

ての学習が必須であり、実習教育の充実が

喫緊の課題である。 
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分担研究報告書 

 

心理職の役割の明確化と育成に関する研究（H26-特別-指定-011） 

 

〔分担研究課題〕医療・福祉分野以外の心理職の実態調査 

 

分担研究者 村瀬 嘉代子（北翔大学大学院 / 客員教授） 

 

  

A. 研究目的 

 多様な領域で心理的支援が行われてい

るにも関わらず、その数など実態は明ら

かではない。本研究では「医療・保健分

野」「福祉分野」を除く分野において、「心

理職数」・「職務内容等」を明らかにする。 

 

 

B．研究方法 

本研究の調査対象を「教育」「司法・法

務・警察領域」「産業・労働領域」「私設

心理相談領域」の 4分野とした。 

研 究 要 旨 
 

本研究は｢医療・保健分野｣｢福祉分野｣を除く分野において、｢心理職者数｣｢職

務の役割など｣について明らかにし、その育成についても考察することを目的と

した。 

 対象領域を｢教育｣｢司法・法務・警察領域｣｢産業・労働領域｣｢私設心理相談領

域｣ の四分野とした。研究手法として、職務内容などについては各領域からの

文書による回答と半構造化面接による聞き取り調査を行い併せて分野別の先行

研究 を参照し、心理職者数については分野別先行研究と日本臨床心理士会動向

調査報告書等に基づき調査した。但し、一部の領域においては人数の明示を控

えている。この領域の心理職者は約 20,000 名であろうと推定される。 

  それぞれの領域において求められる活動は、各領域の課題が変容しつつ、困

難度を増していることなどから、心理学の専門知識や技術を会得している上に、

心理学を含む行動科学、社会科学、法や行政についての知見をも綜合した知識

や技術に習熟すること、さらにこれらを支え、コミュニティへの働きかけ、チ

ームワーク活動を円滑に進めるために社会性と幅広く豊かなジェネラルアーツ

の会得の必要性が示唆された。                           
  



以上の分野においては、心理職の網羅

的な調査は行われていない。 

そのため、分野別の先行研究（「心理職

数」）がある場合には、その結果を(社)日

本臨床心理士会「平成 24 年第 6回臨床心

理士動向調査（以下、動向調査）」（別表）

と比較した。 

分野別の調査の存在が明らかではない

場合には、可能な限り「心理職者数」「職

務内容等」の聴き取り調査を実施した。 

以上の他は、「動向調査」を参考として「心

理職数」を推計した。 

 調査期間：平成 27 年 1 月 20 日～平成 

27 年 3 月 10 日 

 

C．研究結果 

1-1.教育分野（主として公立学校スクール

カウンセラー（以下、「SC」） 

（1）先行研究「我が国の教育領域におけ

る心理職者の職務と育成」 

主として公立学校におけるスクールカウ

ンセリングは以下の状況である（本間、

2014）。 

 ・「配置校数」は 20,310 校（平成 25 年度） 

（小学校 7,967 校、中学校 8,120 校、高等

学校 1,390 校） 

 ・「全 SC 数」（平成 26 年 5 月都道府県臨

床心理士会対象アンケート）6,490 人（う

ち臨床心理士資格者 5,074 人、78.18%） 

 ただし、回収できなかった都道府県政令

市があり、総数は 7,000 人程度と推定。 

 

（2）その他の調査等 

①文部科学省 

文部科学省によると、平成 26 年度には、

公立中学校 10,000校（全校）、小学校 13,800

校に配置されている。SC の勤務日を勘案す

ると、配置校計 23,800 校よりも相当少ない

数となろう。 

 

②「動向調査」（別表） 

 「各自治体から各校派遣（SC）」人数は

以下の通り（組織率・回収率調整後） 

本項目に勤務する者：4,651 人。本項目

を主たる勤務先とする者：2,428 人 

「動向調査（平成 24 年）」＜「前掲研究

（本間、平成 26 年）」であり、 臨床心理

士数は、年々増加しているものと推察でき

る。 

 

（3）SC の職務内容と研修 

文部科学省による SC 事業は、児童生徒

の臨床心理に関して高度に専門的な知識及

び経験を有するものが、「児童生徒に対する

相談助言」「保護者や教職員に対する相談

（カウンセリング、コンサルテーション）」

「校内会議等への参加」「教職員や児童生徒

への研修や講話」「相談者への心理的な見立

てや対応」「ストレスチェックやストレスマ

ネジメント等の予防的対応」「事件・事故等

の緊急対応における被害児童生徒の心のケ

ア」など児童生徒が抱える問題に学校では

カバーし難い多くの役割を担い、教育相談

を円滑に進めるための潤滑油ないし、仲立

ち的な役割を果たしている（文部科学省、

ホームページ）。 

SC に期待される今後の役割について（本

間、前掲）は、「予防啓発的な活動」や「教

員コンサルテーション」「教員自身へのメン

タルサポート」などがあげられている。そ

して、SC を対象として研修は以下の二つに

分類できる。 

・雇用主である教育委員会が主体の研修。 

・SC 自身による研修：全国規模の学校臨床



心理士全国研修会、各都道府県臨床心理士

会による研修など。 

 

1-2.教育分野（主として私立学校 SC） 

（1）調査手法と調査対象 

私立学校が集中している東京都での調査

を行い、全国を推計する手法を取った。 

東京都の各学校の調査対象は以下の通り。 

①小学校  

対象数 53 校 

（公益財団法人東京都私立財団加盟の全小学校） 

②中学校 

対象数 183 校 

（「首都圏スタディ」掲載校） 

③高等学校 

対象数 188 校 

（「平成 27 年度用東京都高校受験案内」掲載校） 

 

（2）調査結果 

①小学校    

ホームページには 5 校で SC の表記があ

った。ただし、記載がない場合でも併設す

る中学校（高校）で SC が配置されている

例があるものと推測できる。 

     

②中学校    

SC 配置については表 1 の通り。 

 （表 1）SC 配置校数（中学） 

校数   比率  

SC あり 144 78.69% 

SC なし  39 21.31%  

合 計 183   
＊調査対象 183 校のうち、181 校が高校併設。高

校を併設していない2校はSCを配置していない。
前掲小学校調査対象（53 校）のうち 47 校は、
調査対象の中学併設（うち 3 校は、小学校は共
学・中学校は男女別学）。 

 

③高等学校    

SC 配置については表 2 の通り 

（表 2）SC 配置校数（高校） 

    校数     比率   

SC あり 161 85.64% 

（うち常駐）  45 23.94% 

SC なし 27   14.36%  

合  計  188   

 

（3）全国私立学校 SC 数推定  

東京都の調査に基づいて全国私立学校の

SC 数を表 3 の通り推定した。 

ただし、小学校は、ほとんど併設中学校

があるため、推定を行わなかった（53 校中

47 校）。 

（表 3）全国私立学校 SC 数推計(中学・高校) 

     東京  全国校数 人数推定 

中学校  SC 有比率 78.69%    758  596 

高等学校 SC 有比率   85.64%   1,321 1,131 

高等学校 常駐比率   23.94%   1,321   316  

合 計               1,727 人 

＊全国校数は、平成 22 年文科省調べ 
＊SC は併設する中学校・高等学校を兼務する場合

がある（実数不明） 

 

（4）調査結果と「動向調査」 

私立学校 SC は、「幼稚園・小学校・中学

校・高校・予備校」項目に該当すると考え

られる（別表参照）。 

○全勤務者数 

2,027 人（「動向調査」）＞1,727 人（本調査） 

○主たる機関として勤務する者数 

796 人（「動向調査」）＞316 人（私立高常勤 SC） 

＊本調査：SC には非臨床心理士が一定数いると推
定される（実数不明）。また、幼稚園、小学校、
予備校などは含まれていない。 

 

 

1-3.教育分野（教育相談） 

文部科学省の調査によると教育相談員数



は以下の通り。 

（表 4）教育相談員数（平成 25 年度） 

(単位：人) 

区 分        常勤 非常勤  計  

教育ｾﾝﾀｰ・教育研究所*   345    736  1,081 

教育相談所・相談室*    92   529  621 

市町村機関相談員数   1,344   3,894 5,238 

合  計  1,781 5,159 6,940  

*：都道府県・指定都市 

 

「動向調査」による推定では、公立教育

相談所・教育委員会等に勤務する臨床心

理士は 2,206 人と推定されている。教育

相談員の中には教員経験者が多数含まれ

ており、心理職は比較的少数であると推

測できる。 

 

1-4.教育分野（学生相談） 

 日本学生相談学会 2012 年度学生相談機

関に関する調査ワーキンググループならび

に小池（2014）によると、我が国の高等専

門学校、短期大学、大学、大学院のカウン

セラーの配置状況は下記の通りである。 

 職務はいわゆる心理職の基本技能である

心理面接、心理査定、コミュニティアプロ

ーチ（家族、学生の所属教育機関、その他

関係機関との連携など）、研究・広報活動な

どをもとに学生生活の良好な進展を支える

べくさまざまな試みが実践されている。相

談員の殆ど 85％近くが臨床心理士有資格者

であると推定されるが、相談内容が複雑多

岐に及んでいる状況に対応するべく弁護士、

その他の教育職員も学生相談のカウンセラ

ーには含まれている。 また、これらのカウ

ンセラーには非常勤勤務者も含まれている

がその比率は定かではない。 

 

（表 5）カウンセラー総数（2012 年度） 

(単位：校、人) 

区 分      機関数  人数合計 

大  学       417       1,342 

短期大学        79       93 

高等専門学校      42          68 

合   計             539        1,503  

 ＊日本学生相談学会2012年度学生相談機関に関
する調査ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ『2012 年度学生相談機
関に関する調査報告』「ｶｳﾝｾﾗｰ配置状況」表
3-1 ｶｳﾝｾﾗｰ総数 から合計数のみを抜粋して作
成した。 

 

1-5.教育分野（まとめ） 

 前項（1-1～1-4）までの心理職者数を合計

し、非常勤比率・心理職比率調整を加えた

推定人数は 6,707 人（表 6）となる。 

   （表 6）教育分野心理職者数推定 

 
（注 1） 単純推定人数は、「動向調査」の数値を

採用していない。 
（注 2） 常勤比率は、「動向調査」における「主

たる勤務機関」/「勤務機関（複数回答）」 
     各比率は以下の通り 
       主として公立学校 SC：1.92 
       主として私立学校 SC：2.55 
       教育相談：1.68 
       学生相談：1.96 
（注 3） 教育相談の心理職比率は、「動向調査」

による数値との比較（1-3 本文参照）か
ら 1/3 とした。その他項目は全てを心理
職とした。 

 

 

2.司法・法務・警察領域 

2-1.法務省 

種  別 単純推定人数（人）
　　（非常勤含む）

常勤比率・心理職比率
で調整後人数（人）

主として公立学校SC 7,000 3,646

主として私立学校SC 1,727 677

教育相談 6,940 1,617

学生相談 1,503 767

合  計 17,170 6,707



法務省矯正局少年矯正課への聴き取り調

査によると以下の通り。 

（1）心理職者数 

心理職者数合計は、431名（平成26年度）。

うち、少年鑑別所 226 名、刑事施設 193 名、

少年院 12 名。このほか、法務本省、矯正管

区、矯正研修所等に勤務するものが若干名

いる。 

 

（2）心理職の職務内容 

①少年鑑別所 

家庭裁判所の審判に活用するため、非行

のある少年に対して、面接や各種心理検査

を行い、知能や性格上の特徴、非行に至っ

た原因、今後の処遇上の指針を明らかにす

る。 

保護処分として少年院に送致された少年

や保護観察処分となった少年に対して、専

門的なアセスメント機能を活用して継続的

に関与する。 

地域の非行及び犯罪の防止に貢献するた

め、一般の方からの心理相談に応じたりを

受けたり、学校や地方自治体、福祉関係機

関等と連携して、非行、犯罪の防止や青少

年の健全育成のための専門的援助を実施す

る。 

 

②刑事施設 

受刑者の改善更生に資するため、面接や

各種心理検査を行い、知能や性格等の資質

上の特徴、犯罪に至った原因、今後の処遇

上の指針を明らかにする。 

認知行動療法などの手法を取り入れた改

善指導プログラムや個別カウンセリングに

より、犯罪に結び付く資質上の問題性の改

善を図る。 

認知行動療法などの手法を取り入れた改

善指導プログラム等の開発・維持管理作業、

効果検証を行う。 

 

③少年院 

在院者の改善更生をはかるため、個々の

在院者に関する処遇方針を策定した上で、

認知行動療法他さまざまな手法を取り入れ

た専門的処遇プログラムや個別化カウンセ

リングを実施する。 

 

 

2-2.裁判所 

最高裁判所事務総局家庭局第三課調査制

度係による調査によると以下の通り。 

（1）心理職者数 

 家庭裁判所調査官（以下「家裁調査官」）

及び家庭裁判所調査官穂は、1,596 人（常

勤のみ）。 
 ＊家庭裁判所調査官（補）の採用には、心理学、

社会学、社会福祉学、教育学等の人間関係諸
科学の試験が課されるため、本研究において
は家庭裁判所調査官（補）を心理職として扱
った。 

 

（2）心理職の職務内容 

家庭裁判所は，夫婦や親族間の争いなど

の家庭に関する問題を家事審判や家事調停，

人事訴訟などによって解決するほか，非行

を犯した少年について処分を決定する。い

ずれも法律的な解決を図るだけでなく，事

件の背後にある人間関係や環境を考慮した

解決が求められる。 

 家裁調査官は，このような観点から，例

えば，家事事件においては離婚，親権者の

変更，面会交流等に係る紛争当事者や子ど

もについて，少年事件においては事件送致

された少年及びその保護者等について調査

し，紛争の原因や少年が非行に至った動機

等を明らかにして，問題解決に向けた意見



を裁判官に報告する。 

 

（3）採用及び研修について 

家裁調査官になるには，裁判所職員採用

総合職試験（家庭裁判所調査官補）を受験

し，まず家庭裁判所調査官補（以下「家裁

調査官補」という。）として採用される必要

がある。院卒者区分と大卒程度区分の２種

類の試験があり，それぞれ受験資格，試験

の内容等が異なる。 

家裁調査官補として採用されると，裁判

所職員総合研修所に入所し，家庭裁判所調

査官研修部における養成課程研修を受けて

行動科学の理論や技法，法律の専門的な知

識等を身に付ける。養成課程研修中は研修

所での合同研修だけでなく，採用庁におけ

る約１年間の実務修習もある。約２年間に

わたる研修を修了すると，家裁調査官に任

官する。 

家裁調査官に任官してからも，職場での

OJT に加え，経験や役職に応じた様々な研

修に参加する機会がある。 

 

 

2-3.警察庁 

（1）全国警察の心理職者数及び職務内容等 

心理職が在籍すると考えられる部署への

聴き取りを行ったところ、内訳等の詳細は

不明であるが、心理職に該当する職員は下

に示す数値の合計以上にいるものと推定さ

れる。 

うち、職務別に開示された心理職数は以

下の通り。 

警察職員のメンタルヘルス対策に従事   

29 人。科学捜査研究所でポリグラフ業務に

従事 110 人。被害者支援に従事 37 人。 

 （以上の数値には兼務者を含む、心理職

は以上のほか多様な業務に従事している） 

 

（2）被害者支援に従事する心理職の職務内

容等 

①主な職務内容 

「犯罪被害者等に対するカウンセリング、

付添い」「民間被害者支援団体等他機関との

連携」「警察職員に対する犯罪被害者等への

支援方法についての助言」「警察職員に対す

る犯罪被害者支援に関する教養」「犯罪被害

者支援に関する警察部外の講演」「犯罪被害

者支援に関する調査研究」「代理受傷対策」 

ほかがあげられる。 

 

②研修体制 

「カウンセリング専門職員に対する専門

研修に要する経費」及び「カウンセリング

業務のアドバイザー委嘱」に関する予算を

獲得し、職員は各種学会・研修会等で学ん

だり、部外の精神科医・臨床心理士等から

専門的なアドバイスを受けたりしている。 

警察庁では全国の警察職員を対象とした

「被害者カウンセリング専科」を実施して

おり、職員は犯罪被害者支援に精通してい

る部外講師からの専門的な研修を受けてい

る。 

 

③採用条件 

各都道府県警察で異なっているが、少な

くとも４年制大学若しくは大学院を卒業し

た者である。大学等で心理学（これに相当

する課程を含む。）を専攻した者、臨床心理

士資格を有する者等の条件が付される場合

がある。 

 

 

2-4.海上保安庁 



（1）心理職者数 

海上保安庁本庁秘書課健康安全係への聴

き取り調査（平成 26 年）によると、心理職

者数は以下の通り。 

・本庁：常勤 1 人、非常勤 1 人 

・管区：66 人 
（海上保安学校 2 人、海上保安大学校 1 人を含む、

また 3 管区は心理職数不明。「メンタルヘルスネ
ットワーク」「心の健康対策アドバイザー」「メ
ンタルヘルス対策相談員」（管区によって呼称等
が異なる）として、ネットワークの形で登録さ
れている） 

 

（2）職務内容等 

本庁：メンタルヘルス対策官（常勤職）：

海保全体のメンタルヘルス対策の企画立案、

個別事案への対応、惨事ストレス事案等の

緊急対応、各管区、教育機関を回って研修

会を実施。 

惨事ストレス対策アドバイザー（月２回

勤務の非常勤職）：上記メンタルヘルス対策

官を含めた秘書課健康安全係の業務への助

言、個別事案、緊急事案への対応。 

各管区ネットワーク登録の心理職：職員、

メンタル不調者への対応と助言、カウンセ

リング、復職支援、惨事ストレス事案発生

時における対応と助言 

 

（3）研修の状況 

 海保のメンタルヘルスに協力してもらう

心理職が上記ネットワークによって組織化

し人数もこれから増えてくるため、今後、

研修の企画を充実させる必要性が高まって

くる。現状ではネットワーク組織の立ち上

げ時に連絡会議を行っている。 

 各管区の担当者と該当の都道府県の県士

会のメンバーが参加し、海保の業務や組織

の特性、過去の惨事ストレス事案の紹介、

海保の船艇や施設の見学などがその内容で

ある。 

 

 

2-5.自衛隊 

陸上自衛隊東北方面隊メンタルサポート

センターへの聴き取り調査（平成 26 年）に

よると以下の通り。 

（1）心理職者数 

自衛隊合計で 157 名（全員常勤）。内訳は、

陸上自衛隊 107 名（技官のみ）、海上自衛隊 

22 名（自衛官 7 名、技官 15 名）、航空自衛

隊 28 名（自衛官 3 名、技官 25 名） 

 

（2）職務内容 

主たる業務として、メンタルヘルス施策

の立案・実施、各種メンタルヘルス教育、

アセスメント、カウンセリング、コンサル

テーション等の臨床活動などがあげられた。 

 

 

3.産業・労働領域 

3-1.先行研究「産業カウンセラー等の実態

調査」 

（1）職種別人数の推定 

勤務先での職種を産業カウンセラー等全

体（34,063 人）で推定すると（表 9）の通

り（産業カウンセラーは一般社団法人日本

産業カウンセラー協会が認定する資格の固

有名詞であることから、産業カウンセラー

等と記す）。 

 

 
 
（表 9）職種別人数推定 

            （単位：人） 

        調査実数 全体人数推定  

カウンセラー 1,919 人 5,298 人 

心理職* 154 人   425.人   



*家裁調査官、心理判定員等

 

 

3-2.日本臨床心理士会動向調査との比較

 本調査によるカウンセラー数推定（

人）は、産業・労働領域の臨床心理士数（推

計）1,696

に多い（ただし、調査年が異なっている）。

 臨床心理士の行う業務と産業カウンセラ

ー等が行う業務は一部重複するであろうが、

異なった職務内容になっていると考えられ

る。今後、職務内容の詳細な分析が必要で

ある。

 

 

4.私設心理相談領域

 網羅的な調査がないため

実施した。

 

4-1.調査の対象

私設心理相談室のうち、医療（クリニッ

ク等に併設の施設など）、教育（大学附属の

相談室等）は対象外とする。ただし、産業

関連（

務と明確に分類することは難しいため、「全

施設（上述医療・教育を除く）」に加えて「産

業も対象とする施

 

4-2.調査の手法

「i

理カウンセリング（業務）」をキーワードと

して検索して表示された施設を調査対象と

した（

平成

ち重複していると思われるものを除外した

（除外後対象数

対象施設を以下の手順で調査した。

家裁調査官、心理判定員等

日本臨床心理士会動向調査との比較

本調査によるカウンセラー数推定（

人）は、産業・労働領域の臨床心理士数（推

1,696 人（別表）と比較するとはるか

に多い（ただし、調査年が異なっている）。

臨床心理士の行う業務と産業カウンセラ

ー等が行う業務は一部重複するであろうが、

異なった職務内容になっていると考えられ

る。今後、職務内容の詳細な分析が必要で

ある。 

私設心理相談領域

網羅的な調査がないため

実施した。 

調査の対象 

私設心理相談室のうち、医療（クリニッ

ク等に併設の施設など）、教育（大学附属の

相談室等）は対象外とする。ただし、産業

関連（EAP など）業務は、私設心理相談業

務と明確に分類することは難しいため、「全

施設（上述医療・教育を除く）」に加えて「産

業も対象とする施

調査の手法 

i タウンページ」で「東京（地域）」「心

理カウンセリング（業務）」をキーワードと
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る。今後、職務内容の詳細な分析が必要で
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私設心理相談室のうち、医療（クリニッ

ク等に併設の施設など）、教育（大学附属の

相談室等）は対象外とする。ただし、産業

など）業務は、私設心理相談業

務と明確に分類することは難しいため、「全

施設（上述医療・教育を除く）」に加えて「産

業も対象とする施設」の実態を調査した。

 

タウンページ」で「東京（地域）」「心

理カウンセリング（業務）」をキーワードと

して検索して表示された施設を調査対象と

施設、全国 1,537

月 21 日）。ただし、対象のう

ち重複していると思われるものを除外した

（除外後対象数 127 施設）。

対象施設を以下の手順で調査した。

 

日本臨床心理士会動向調査との比較

本調査によるカウンセラー数推定（5,298

人）は、産業・労働領域の臨床心理士数（推

人（別表）と比較するとはるか

に多い（ただし、調査年が異なっている）。

臨床心理士の行う業務と産業カウンセラ

ー等が行う業務は一部重複するであろうが、

異なった職務内容になっていると考えられ

る。今後、職務内容の詳細な分析が必要で
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私設心理相談室のうち、医療（クリニッ

ク等に併設の施設など）、教育（大学附属の

相談室等）は対象外とする。ただし、産業

など）業務は、私設心理相談業

務と明確に分類することは難しいため、「全

施設（上述医療・教育を除く）」に加えて「産

設」の実態を調査した。

タウンページ」で「東京（地域）」「心

理カウンセリング（業務）」をキーワードと

して検索して表示された施設を調査対象と

537 施設、閲覧日

日）。ただし、対象のう

ち重複していると思われるものを除外した

施設）。 

対象施設を以下の手順で調査した。 

日本臨床心理士会動向調査との比較 

5,298

人）は、産業・労働領域の臨床心理士数（推

人（別表）と比較するとはるか

に多い（ただし、調査年が異なっている）。 

臨床心理士の行う業務と産業カウンセラ

ー等が行う業務は一部重複するであろうが、

異なった職務内容になっていると考えられ

る。今後、職務内容の詳細な分析が必要で

、以下の調査を

私設心理相談室のうち、医療（クリニッ

ク等に併設の施設など）、教育（大学附属の

相談室等）は対象外とする。ただし、産業

など）業務は、私設心理相談業

務と明確に分類することは難しいため、「全

施設（上述医療・教育を除く）」に加えて「産

設」の実態を調査した。 

タウンページ」で「東京（地域）」「心

理カウンセリング（業務）」をキーワードと

して検索して表示された施設を調査対象と

施設、閲覧日

日）。ただし、対象のう

ち重複していると思われるものを除外した
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類される施設」「大学付属の施設」に分類

（2

る手法を用いていると考えられる施設」は

除外
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れる施設
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 調査対象における「心理相談室数」は

箇所、また規模は平均

得資格も臨床心理士資格が最も多いものの

多様な資格があることが判明した（表
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注：精神保健福祉士は社会福祉業務の資格のため、
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i タウンページ表示施設数

うち心理相談に該当施設数

心理職人数

心理職

注：常勤・非常勤を含む
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「動向調査」（別表）においては、合計

1,773

私設心理相談領域にいると推定さ

（

1）「心理相談と思われる施設」「医療に分

類される施設」「大学付属の施設」に分類

2）「高等教育で学ぶ心理学と異なってい

る手法を用いていると考えられる施設」は

除外 

3）主たる業務は心理相談ではないと思わ

れる施設/不明な施設を除外

3.調査結果 

調査対象における「心理相談室数」は

箇所、また規模は平均

得資格も臨床心理士資格が最も多いものの

多様な資格があることが判明した（表

（表 8）複数施設で表示された資格

注：精神保健福祉士は社会福祉業務の資格のため、
9 施設あるが割愛した

（表 9）全国の私設

          

            

タウンページ表示施設数

うち心理相談に該当施設数

心理職人数/施設 

心理職者数  

注：常勤・非常勤を含む

4.「動向調査」における推計

「動向調査」（別表）においては、合計

1,773 人（常勤・非常勤）の臨床心理士が

私設心理相談領域にいると推定さ

（表 8）では

）「心理相談と思われる施設」「医療に分

類される施設」「大学付属の施設」に分類

）「高等教育で学ぶ心理学と異なってい

る手法を用いていると考えられる施設」は

）主たる業務は心理相談ではないと思わ

不明な施設を除外

 

調査対象における「心理相談室数」は

箇所、また規模は平均 5.3

得資格も臨床心理士資格が最も多いものの

多様な資格があることが判明した（表

複数施設で表示された資格

注：精神保健福祉士は社会福祉業務の資格のため、
施設あるが割愛した 

全国の私設心理相談施設

        

        

タウンページ表示施設数 

うち心理相談に該当施設数 

 平均 

           

注：常勤・非常勤を含む 

「動向調査」における推計

「動向調査」（別表）においては、合計

常勤・非常勤）の臨床心理士が

私設心理相談領域にいると推定さ

では 127 施設中

）「心理相談と思われる施設」「医療に分

類される施設」「大学付属の施設」に分類

）「高等教育で学ぶ心理学と異なってい

る手法を用いていると考えられる施設」は

）主たる業務は心理相談ではないと思わ

不明な施設を除外 

調査対象における「心理相談室数」は

5.3 人であった。取

得資格も臨床心理士資格が最も多いものの

多様な資格があることが判明した（表

複数施設で表示された資格 

注：精神保健福祉士は社会福祉業務の資格のため、

心理相談施設/人数 推計

        （単位：件、人

  東京  全国推計

 266 1,537

 127  

  5.3   

          673 4,420

「動向調査」における推計 

「動向調査」（別表）においては、合計

常勤・非常勤）の臨床心理士が

私設心理相談領域にいると推定される。

施設中 49 施設で臨床心

）「心理相談と思われる施設」「医療に分

類される施設」「大学付属の施設」に分類 

）「高等教育で学ぶ心理学と異なってい

る手法を用いていると考えられる施設」は

）主たる業務は心理相談ではないと思わ

調査対象における「心理相談室数」は 266

人であった。取

得資格も臨床心理士資格が最も多いものの

多様な資格があることが判明した（表 8）。 

 
注：精神保健福祉士は社会福祉業務の資格のため、

推計 

（単位：件、人） 

全国推計  

1,537 

 834 

  － 

4,420  

「動向調査」（別表）においては、合計

常勤・非常勤）の臨床心理士が

る。 

施設で臨床心



理士資格が在籍している（38.6％）。この比

率から、臨床心理士以外を含めた全私設心

理相談は、4,593 人（1,773 人÷38.6％）と

推計できる。ただし、以下の点に留意が必

要である。 

結果として、i タウンページによる「本調

査」での全国推計と「動向調査」による全

国推計では近似の数値となった。 

しかしながら以下の点に留意を要する。 

・i タウンページに掲載していない臨床心理

士の私設相談機関がある（参照「臨床心理

士に出会うには」）。また、「臨床心理士に

出会うには」にも掲載していない臨床心理

士の私設相談機関があることが確認され

ている（全体数不明）。 

・本調査においては、ホームページ上のみ

で心理相談業務か否かを判断したが、詳細

に業務内容・提供サービスを分析する必要

がある。 

 

 

Ｄ．考察 

 司法・法務・警察領域は求められる職場

でのスタンダードの役割がそれぞれ明確に

されている。法と行政の基本的枠組みのも

とに、所属する組織の機能・役割を確知し

た上で、心理学の知識や技術をそれぞれの

部署の業務のなかに適切に適用していくこ

とが基本として求められていると言えよう。

心理学の知識や技術を所属する部署にどの

ように持ち込み活かすかと言うのではなく、

その場で課題とされることに心理学の知

識・義手をどう取り入れ役立てるかと姿勢

が必須である。 

教育・海上保安庁・自衛隊・産業領域に

おいても、領域、組織や機関に求められる

社会的責任と全体構造を熟知した上で、心

理学の知見を応用した関わりが求められて

いる。 

私設相談領域では、来談者のニーズを考

慮したある方向性を持つ（特定の技法や理

論に特化した）専門分化した心理学の知識

や技術を用いることもあろうが、営為とし

ての技法は異なっていても、心理臨床行為

の基底として求められる基本は同じであろ

う。すなわちこれらの職域で求められてい

る役割にはアセスメント、面接技術、他職

種とコラボレートする力、得られた情報を

周囲に公共性をもった言葉で表現するコミ

ュニケーション能力、さらには得られた知

見や新たな支援方法を表現する研究技能と

いった、心理臨床の基盤をしっかりと持つ

ことが肝要である。基本を熟知しつつ、適

切な現実認識、バランス感覚と協調性を持

つことが求められる。そのためには基本と

なる臨床の力を育み、教育過程での実習や

研修の充実が必要である。 

 

 

E．結論 

 司法・法務・警察領域では機関の社会

的機能・役割に基づいて、心理職の職務

は基本的に明確にされている。それぞれ

の職域で心理職者は必要とされる職務を

応分に果たせるように研修体制も整備さ

れている 

 教育、産業・労働領域においては心理

職の専門性を組織や機関の特質に配慮し

ながら他職種との協働、チームワークの

円滑な展開の基に発展させることが課題

であると考えられる。 

 私設心理相断領域においては、本来の

心理学の知識、技術とともに何をどこま

でいかに引き受け支援対象とするかにつ



いて、慎重的確な判断が期待されている。 
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（別表）臨床心理士領域別人数推定 

（「平成 24 年第 6回臨床心理士動向調査」より） 

 

 勤務機関
（人）

（組織率・回
収率調整後）

主たる勤務機
関（人）

（組織率・回
収率調整後）

教育領域 3,601 7,750 2,182 4,696

　公立教育相談機関・教育委員会等 1,025 2,206 609 1,311

　幼稚園・小学校・中学校・高校・予備校 942 2,027 370 796

　各自治体から各校派遣（ＳＣ） 2,161 4,651 1,128 2,428

　その他 327 704 75 161

大学・研究所領域 2,552 5,492 1,564 3,366

　大学等（主に教育・研究に従事） 1,724 3,710 717 1,543

　大学等（主に相談業務に従事） 1,143 2,460 584 1,257

　研究所・研究機関 84 181 36 77

　その他 213 458 227 489

司法・法務・警察領域 374 805 279 600

　司法（裁判所）関係機関 115 247 94 202

　法務省（矯正保護）関係機関 154 331 110 237

　警察関係機関（含科捜研） 66 142 59 127

　その他 40 86 16 34

産業・労働領域 788 1,696 309 665

　組織内の健康管理・相談室 441 949 167 359

　独立の健康管理・相談所（ＥＡＰ等） 147 316 73 157

　その他 228 491 69 148

私設心理相談領域 824 1,773 310 667

　民間心理相談機関（開設・管理責任者） 352 758 182 392

　民間心理相談機関（勤務） 348 749 115 247

　その他 124 267 13 28

その他の領域 544 1,171 71 153

　大学院在学中 90 194 5 11

　心理専門家としてのボランティア活動 258 555 7 15

　心理専門職以外の職業 148 319 39 84

　その他 73 157 20 43
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分担研究報告書 

 

心理職の役割の明確化と育成に関する研究（H26-特別-指定-011） 

 

〔分担研究課題〕心理職の各種民間資格制度に関する調査 

 

分担研究者 横山知行 （新潟大学人文社会・教育科学系 / 教授） 

 

 
 

研 究 要 旨 

本研究は、二つの調査からなる。調査１では、わが国における心理職の各種

民間資格制度の概略を明らかにするため、一定の基準に基づき選択した 97 の心

理学・心理療法に関わる団体に質問紙を郵送し、心理職の業務となる資格の認

定・発行を行っているか否か、また、行っている団体については、その資格名、

資格取得者数、資格取得の要件、資格取得後の研修等を記入の上、返送してい

ただいた。回答が得られた 63 団体のうち、資格の認定・発行を行っていたもの

は 22 団体であり、資格の数は 37 であった。各資格取得者数のレンジは、1 名

～54,997 名で、その総計は 95,363 名であった。わが国における心理職の各種民

間資格は、資格審査を受ける要件、資格審査の方法、資格取得後の研修・更新

制いずれも、実に多様であり、同列に検討することができないことが明らかに

なった。調査２では、調査１であげた資格または臨床心理士資格を任用の条件

としていないが、公的機関より事業委託を受けており、独自の養成・研修シス

テムを有している相談機関に面接調査を行い、人材養成・訓練・研修のシステ

ム、および、実質的な活動内容について検討した。その結果、こうした相談機

関の中にも、心理職となるために必要な訓練を行っている機関があることが明

らかになった。また、このような機関の特徴として、心理職となるまでに何段

階かの選抜が行われていること、目配りの効いた個別指導が行われていること

が示された。この利点を、心理職の国家資格化が行われた際に、どのように大

学・大学院教育に活かしていくかが今後の課題である。                               
  

 

 

A. 研究目的 

今日、わが国において心理職の民間資格

は、臨床心理士、学校心理士、臨床発達心

理士、特別教育支援士をはじめ、数多く存

在する。本研究では、まず、調査１として、

他の分担研究者により別途報告が行われる

ことになっている臨床心理士以外の民間資

格のうち、研究方法で述べる包含基準に該
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当する心理学・心理療法に関わる団体に質

問紙調査を行い、民間資格の概要を明らか

にする。 

次に、調査２として調査１であげた資格

または臨床心理士資格を任用の条件として

いないが公的機関より委託を受けている相

談機関に面接調査を行い、こうした機関に

おける人材の養成・訓練・研修システム、

および、実質的な活動内容について検討す

る。 

 

B．研究方法 

＜調査１＞ 

平成 26 年 11 月に、次の a)～c)に該当す

る 97 団体宛てに質問紙を郵送し、その活動

内容に、①心理に関する支援を要する者の

心理状態を観察し、その結果を分析するこ

と．②心理に関する支援を要する者に対し、

その心理に関する相談に応じ、助言、指導

その他の援助を行うこと．③心理に関する

支援を要する者の関係者に対し、その相談

に応じ、助言、指導その他の援助を行うこ

と．のいずれか一つ以上を含む資格の認

定・発行などを行っているか否か、また、

行っている団体に対しては、さらに、その

資格名、資格取得者数、資格取得の要件、

資格取得後の研修等を記入の上、返送して

いただいた。期限までに回答のなかった団

体には、再度、回答を依頼する葉書を送付

し返送を依頼した。 

a) 学校心理士、臨床発達心理士、特別教育

支援士、認定心理士、ガイダンスカウン

セラー、産業カウンセラーそれぞれの資

格認定団体. 

b) 臨床心理職国家資格推進連絡協議会、医

療心理師国家資格制度推進協議会、日本

心理学諸学会連合のいずれかに属する

団体のうち、その性格が異なる、国立精

神医療施設長協議会、精神医学講座担当

者会議、全国自治体病院協議会精神科特

別部会、日本精神病院協会、日本精神神

経科診療所協会、日本医師会を除外した

もの. 

c) b)の３つの団体に加入していない日本

学術会議協力学術研究団体のうち、心理

学および心理療法に関するもの. 

＜調査２＞ 

 平成 26 年 12 月～27 年 3 月にかけて、

調査１であげた資格または臨床心理士資

格を任用の条件としていないが、公的機

関より事業委託を受けており、独自の養

成・研修システムを有している心理相談

機関のうち４カ所を訪問し、理事長、副

理事長、事務局長等、その機関の動向を

熟知している方に、以下の事項を含む聞

き取り調査を施行した。①実施している

相談業務の内容．②養成カリキュラムを

受講する要件．③カリキュラムの内容．

④カリキュラム修了の要件．⑤資格取得

後の教育・研修体制．なお、聞き取り調

査にあたっては、本調査の目的と調査内

容を十分に説明し、また、記録にＩＣレ

コーダーを用いることも含め同意を得た

後に行った。さらに、聞き取り終了後、

聞き取り調査の概要を報告書に掲載する

ことについて確認し、同意を得た。 

 

C．研究結果 

＜調査１＞ 

97 団体のうち、63 団体より回答が得ら

れた（65.0%）。このうち、先述した３つ

の活動内容のいずれか１つ以上を含む資
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格の認定・発行を行っている団体は表に

示す 22 団体（35.0%）であり、総資格数

は 37 であった。 

表 回答を得た資格認定・発行団体 

・臨床発達心理士認定運営機構 
・特別支援教育士資格認定協会 
・スクールカウンセリング連絡協議会 
・産業カウンセラー協会 
・日本カウンセリング学会 
・日本学生相談学会 
・日本家族心理学会 
・日本芸術療法学会 
・日本描画テスト・描画療法学会 
・日本教育カウンセラー学会 
・日本健康心理学会 
・日本心身医学会 
・ＳＳＴ普及協会 
・日本認知・行動療法学会 
・日本応用心理学会 
・日本 EMDR 学会 
・日本スポーツ心理学会 
・日本交流分析学会 
・日本選択理論心理学会 
・日本福祉心理学会 
・日本臨床催眠学会 
・メンタルケア学術集会 

以下、その概略を述べていく。 

１）各資格取得者数のレンジは、1 名～

54,997 名で、その総計は 95,363 名であっ

た。 

２）資格審査を受ける要件として、22 団

体中 13団体が当該団体に所属しているこ

とを求めていた。その期間は入会してい

ればよいものから 3 年以上の会員歴とす

るものまであったが、2 年以上とするもの

が最も多かった。また、13 団体が、その

専門領域の実践経験を求めていた。その

期間は、1 年以上もしくは 90 時間以上～8

年以上もしくは 1000時間以上と多様であ

った。なお、このうち 1 団体、日本心身

医学会では、実践経験と認定するための

施設が定められていた。12 団体が研修

会・講習会の受講を要件としていた。そ

の時間は、6 時間～210 時間と様々であっ

た。4 団体が大学院修了をメインルートと

していたが、いずれの団体も、それ以外

に受検資格を得るルートが存在した。ま

た、大学または大学院で心理学全般を広

く学ぶことを求めていると判断されるも

のは、臨床発達心理士認定運営機構と日

本心身医学会の 2 団体であり、その他の

団体では、各団体の専門領域に関する科

目およびその関連領域の科目の履修のみ

が要件とされていた。 

３）資格審査は筆記試験を課しているも

の 9 団体、口述試験を課しているもの 11

団体、レポートを課しているもの 6団体、

ロールプレイを課しているもの 1 団体、

実践場面を録画した DVD を課している

もの 1 団体であった。また、5 団体は書類

審査のみであった。 

４）更新制は 18 団体が行っていた。更新

期間は 3～10 年で、5 年のものが最も多か

った。 

５）更新の要件としては、学会参加、研

修会参加、学会発表、学術論文・著書の

発表、スーパービジョンが大部分の団体

であげられており、他に、関連団体の資

格を有すること、学会運営への協力をあ

げているものが認められた。 

＜調査２＞ 

聞き取り調査を行った４機関の概要は次

の通りである。 

１）Ａ機関 

 昭和 30 年代に開設された政令指定都市

にある心理相談機関であり、自治体家庭生

活相談窓口へのカウンセラーの派遣、犯罪

被害者相談事業、障害者あんしん相談事業、
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自殺対策緊急強化推進事業、心の健康相談

づくり電話相談など、多くの公的機関から

の受託事業を行っている公益社団法人であ

る。 

 相談業務に当たるためには、この団体の

三級、二級、一級の 3 段階からなるカウン

セリング研修講座を受講し、一級の認定を

受け、さらに、認定後は実務研修講座を継

続して受講する必要がある。三級は臨床心

理学、発達心理学、教育心理学等の心理学

科目および社会学、社会福祉学、特別支援

教育等の心理学関連科目、および、施設見

学を含む計 124 時間の講座を半年間で受講

する。講師はその領域専門の大学教員が中

心となっている。受講の要件は高卒程度の

学力を有することである。二級は臨床心理

学、精神医学、社会福祉等学を中心とした、

より専門的な講義 84 時間と、ケース研究お

よびロールプレイからなる演習 62 時間、施

設見学10時間の計156時間の講座を半年間

受ける。受講の要件は三級の講座を修了し、

二級進級の認定を得ていることである。こ

の認定試験は、学修内容に関わるレポート

審査であり、8 割以上、ことに近年では大

多数の者が二級進級への認定を得ていると

いう。一級は、1 年目はロールプレイと文

献講読、2年目、3年目はゼミ形式の事例検

討会とグループワークを中心に行われてい

る。受講の要件は二級の講座を修了し、一

級進級の認定を得ていることである。この

認定試験は、論述試験である。論述試験の

審査は 3 人の審査委員（精神科医、臨床心

理士、選択問題の出題委員）で行い審査委

員会で判定する。また、修了判定はレポー

トと複数の審査委員による口頭試問からな

る。一級進級の認定審査、および、修了判

定の段階でカウンセラーとしての適性がな

いと判断された者には、その旨、明確に伝

えるという。一級を取得した者は、さらに、

10 回 20 時間のグループ研修および年間 10

回 20 時間の、いずれもケース研究が中心と

なる全体研修を継続して受講する必要があ

り、5 年に 1 度、レポートによる再認審査

がある。また、受託事業での面接を担当す

るためには、初回更新までの間、ボランテ

ィアでインターン研修を行うことが求めら

れている。インターン研修は電話相談担当

であり、毎回、アドバイザーが相談内容を

モニターし、振り返りを行っている。 

なお、一級の認定を受けている者は約 800

名、このうち 2 割～3 割が現業者に該当す

ると考えられるとのことであった。 

２）Ｂ機関 

 昭和 40 年代に設立された政令指定都市

にある心理相談機関であり、犯罪被害者相

談事業、自治体職員のメンタルヘルス相談

事業、女性センターの相談事業等、公的機

関からの事業の受託や、事業への卒業生の

紹介を行っている公益財団法人である。 

 相談業務に当たるためには、カウンセリ

ング実践力養成コースの受講と、カウンセ

リング実習ルームでの実践を行う必要があ

る。カウンセリング実践力養成コースの学

修内容は、カウンセラーの基本的態度・傾

聴スキルに関わるもの、心理アセスメント

に関わるもの、カウンセリング技法に関わ

るものに大別され、それぞれ 25 時間の理論

講座と 25 時間の体験講座、計 150 時間を 1

年間で受講する。受講の要件は、特に定め

られていないが、明らかに受講に支障があ

る問題を抱えていると思われる方の場合、

稀にお断りすることがあるという。カウン
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セリング実習ルームでは、相談室における

インターン・カウンセリング（クライエン

トに十分な説明と同意を行い同意が得られ

た者に、インターン生としてスーパバイザ

ーの指導下で実際にカウンセリングを行

う）、年間 30 回のローププレイ演習および

ケースの少人数グループスーバービジョン

を行うチーム学習、月１～２回の面接の基

本姿勢や倫理、また、面接記録の書き方、

事例検討会、実践的なテーマに沿った演

習・講義が行われる。2 年間が標準的な履

修期間であるが、それを超える者も稀では

ないという。受講要件は、カウンセリング

実践力コースを修了し、かつ、30 分のロー

ルプレイおよび面接審査からなる入室審査

に合格することである。修了要件は、自分

が担当した１事例に関するケースレポート

とその事例の１セッションを取り上げた逐

語記録、および、これに基づく口頭試問で

ある。これに合格した者がこの機関の認定

上級カウンセラーとして認定され、委託事

業や紹介された事業に従事することができ

る。なお、受講要件のロールプレイ、修了

要件のケースレポート、いずれも、臨床心

理学の専門家が開発した、評価の客観性が

ある程度担保されるような方法を用いてい

る。資格更新は５年ごとに行われ、その際

には、所定の用紙に５年間の研修・活動事

項を報告し書類審査を受ける。 

認定上級心理カウンセラーの資格取得者

は 1070 名、旧資格とあわせると 2,000 名ほ

どがこれまで認定を受けているが、このう

ち現業者に該当する者は 2 割～3 割程度と

いうことであった。 

３）Ｃ機関 

 平成になって間もなく設立された、政令

指定都市にある心理相談機関であり、国家

公務員や地方公務員のメンタルヘルス相談、

自治体の若者就労事業、社会福祉協議会等

の委託事業を行っているＮＰＯ法人である。 

 心理カウンセラー養成コースが設けられ

ており、１年ないし２年で、24 回に渡り、

カウンセリング理論、交流分析、認知行動

療法、ブリーフセラピー、イメージ療法の

講義および実習を行う。受講の要件は、特

に定められていないが、明らかに受講に支

障がある問題を抱えていると思われる場合、

受講を断ることがある。修了要件は、専門

知識に関わるレポートの提出と実技を含む

口頭試問である。修了者を対象とした、継

続研修が開催されており、更新の要件は、

原則としてこの研修に参加することである

という。 

 受講者には、看護師、教員、精神保健福

祉士等、近接領域の資格を有している者が

おり、そうした者で心理職に関わる内容に

従事している者を含めると、修了者におけ

る現業者の比率は３割程度、含めないと１

割程度ということであった。 

  

 その他、これまで述べてきた 3 つの機関

に共通して語られたこととして、カウンセ

リング講座受講の契機が自らの心理的問題

や身近な周囲の人の心理的問題である者が

一定数存在すること、そうした人々には、

講座自体が、治癒的な面を持つであろうこ

と、その中には、自らの問題を解決しつつ

良いカウンセラーに成長していく人が存在

することであった。 

４）Ｄ機関 

 平成 10 年代に設立された特別区にある

相談機関であり、自治体より、自殺未遂者
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対応連携支援事業、自殺相談ダイヤル、夜

間こころの電話相談、精神科救急医療情報

センター、女性相談などの受託事業を行っ

ているＮＰＯ法人である。 

 この機関では、各種民間資格を必ずしも

相談員の要件としていないが、看護師、精

神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理士、

作業療法士のいずれかの資格を有するか、

10年以上の精神科医療福祉の臨床または相

談業務に従事した経験を有する者、もしく

は、臨床心理士資格を取得予定の者が募集

要件であり、その領域における基本的な訓

練を受けていることが前提となっている。

このため、これまでの 3つの機関と異なり、

初歩からの養成コースは持っていなかった。

ただし、さまざまな職種が相談業務に当た

るため、採用前の実施研修、採用後の定期

的な相談業務に関わる研修会への参加義務、

ＯＪＴによる徹底したトレーニングが課さ

れていた。 

 採用に当たっては、書類審査、個別面接、

集団面接が行われるが、このうち特筆すべ

きは集団面接である。ここでは、架空事例

を用い 1 グループ 6～8 人で 40 分程度、そ

の事例の検討を行わせ、発表させる。この

中でそれぞれの専門的知識とチームワーク

力の力動を査定するとのことであった。ま

た、相談業務をしていく上で、心理を学ん

で来た人のメリットとして、＜しっかり傾

聴できる力を身につけていること＞、＜気

持ちの受け止め方が上手いこと＞が、一方、

デメリットとして＜精神疾患への対応の経

験が乏しいこと＞、＜傾聴しかできない人

＞や＜決めつけが強い人＞が存在すること

が指摘された。 

 

Ｄ．考察 

調査１の結果から、わが国における心理

職の各種民間資格は、資格審査を受ける要

件、資格審査の方法、資格取得後の研修・

更新制、いずれも実に多様であり、同列に

検討することができないことが明らかにな

った。 

また、この調査で得られた回答からは、

その活動内容に、①心理に関する支援を要

する者の心理状態を観察し、その結果を分

析すること．②心理に関する支援を要する

者に対し、その心理に関する相談に応じ、

助言、指導その他の援助を行うこと.③心理

に関する支援を要する者の関係者に対し、

その相談に応じ、助言、指導その他の援助

を行うこと．のいずれか一つ以上を含む資

格の認定・発行などを行っている団体のう

ち、学部または大学院で心理学全般を学ぶ

ことを求めているものは臨床発達心理士認

定運営機構、日本心身医学会の 2 団体のみ

であり、それ以外の団体では、受験資格と

して学部・大学院で求める科目は、その団

体の専門領域またはそれに関連したものに

限られていた。 

心理職の国家資格には、心理学を基盤と

した汎用性のある資格であることが期待さ

れている。学部・大学院で心理学に関する

専門的知識を身につけさせるためには、先

の 2 団体および臨床心理士の資格審査の要

件が、また、汎用性のある資格であるとい

うことからは臨床心理士資格審査の要件が

求められる。今後、国家資格のカリキュラ

ムや資格審査を行っていくにあたり、これ

らを精査、検討していくことが課題となる

だろう。 

 なお、心理職の国家資格化にあたり、大
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学および大学院で心理学その他心理職に必

要な科目を修めて卒業・修了したものとと

もに、大学において心理学その他心理職に

必要な科目を修めて卒業した者で所定の施

設で実践経験を経たものにも国家試験受験

資格を与えることが検討されている。しか

し、この実践経験については、現行の民間

資格制度の中で 13 団体が資格審査の要件

にあげているものの、必要とされる期間は

様々であり、さらに、質に関しては日本心

身医学会が、実践施設を指定することによ

り担保しようと試みているのみであった。

心理職が汎用性の国家資格となるであろう

ことを考えると、さまざまな実践経験の形

が考えられるが、質の保証という点から実

践経験と認定する施設を定めておくという

方法は、どの領域であれ十分検討するに値

する。 

 次に、調査２の結果から、調査１の対象

とならなかった相談機関の中にも、心理職

として必要な訓練を行っている機関がある

ことが明らかになった。このような機関の

特徴として、Ａ機関、Ｂ機関で見られたよ

うに、心理職となるまでに何段階かの選抜

が行われていることがあげられよう。この

ようなシステムが大学・大学院教育にどこ

までなじむものか悩ましいところではある

が、国民の利益という点を考慮するならば、

その時点でクライエントを担当する適性が

あるか否か、教育機関が責任を持って判断

する必要があるように思われる。 

 もう一つの特徴は、目配りの効いた個別

指導が行われていることである。現在でも

多くの臨床心理士養成指定大学院では、同

様の個別指導が行われている。国家資格が

創設された際にも、その教育課程において、

初期からこのような細やかに行き届いた個

別指導が行われることが期待される。 

 また、大学・大学院で心理学を専攻して

いないものであっても、着実なトレーニン

グを積み、民間資格取得後も、研鑽を怠ら

ずクライエントの役に立っている者に対し

ては、経過措置の対象とすることを考慮す

る必要があろう。 

 

E．結論 

１）わが国における心理職の各種民間資格

制度の概略を明らかにするため、質問紙調

査と面接調査を行った。 

２）平成 26 年 11 月、一定の基準に基づき

選択した 97 の心理学・心理療法に関わる団

体に質問紙を郵送し、心理職の業務となる

資格の認定・発行を行っているか否か、ま

た、行っている団体については、さらに、

その資格名、資格取得者数、資格取得の要

件、資格取得後の研修等を記入の上、返送

していただいた。 

３）回答が得られた 63 団体のうち、資格の

認定・発行を行っていたものは 22 団体であ

り、資格の数は 37 であった。各資格取得者

数のレンジは、1 名～54,997 名で、その総

計は 95,363 名であった。 

４）わが国における心理職の各種民間資格

は、資格審査を受ける要件、資格審査の方

法、資格取得後の研修・更新制いずれも、

実に多様であり、同列に検討することがで

きないことが明らかになった。 

５）調査１であげた資格または臨床心理士

資格を任用の条件としていないが、公的機

関より委託を受けている相談機関における

人材の養成・訓練・研修システム、および、

実質的な活動内容について検討した。 
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６）このような相談機関の中には、心理職

となるために必要な訓練を行っている機関

があることが示された。また、このような

機関の特徴として、心理職となるまでに何

段階かの選抜が行われていること、目配り

の効いた個別指導が行われていることが明

らかになった。 

７）今後の課題の一つは、心理職の国家資

格化が行われた際に、上に示した相談機関

の利点を、どのように大学・大学院教育に

活かしていくかである。 

 

 

F．健康危険情報 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G．研究発表 

1．論文発表 

なし。 

 

 

2．学会発表 

なし。 

 

3．その他 

なし。 

 

H．知的財産権の出願・登録状況  

なし。 
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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

分担研究報告書 

 

心理職の役割の明確化と育成に関する研究（H26-特別-指定-011） 

 

〔分担研究課題〕欧米における医療分野の心理職教育システムの調査 

 

研究分担者 下山 晴彦（東京大学大学院教育学研究科） 

研究協力者 稲田 尚子（東京大学大学院教育学研究科） 

          松丸 未来（東京都スクールカウンセラー） 

高岡 昂太（日本学術振興会／University of British Columbia） 

       

研 究 要 旨 

今日、わが国の精神保健福祉医療分野では、心理職のニーズと期待が急速に高まっており、心

理職の実態と役割の明確化およびその養成のための体制整備が緊急の課題である。本研究では、

英国、カナダ、米国の医療分野の心理職の養成カリキュラムや研修制度についてレビューし、わ

が国の心理職に相応しい教育研修システムを検討することを目的として行った。結果を以下に述

べる。①クリニカルサイコロジストの概要：英国、カナダ、米国の医療分野における心理職は、

クリニカルサイコロジストである。プログラムは、英国では専門職大学院の博士課程、カナダ、

米国では大学院博士課程であり、いずれも臨床心理学を専門とする。②クリニカルサイコロジス

トとカウンセラーの比較：クリニカルサイコロジストは、心理療法を実践するだけではなく、ア

セスメントを実施する。科学的根拠に基づいた（エビデンスベースト）理論をメンタルヘルス活

動に適応し、評価と研究を継続する科学者‐実践者であり、実証性と専門性を重視する。一方、

カウンセラーは、心理学を基礎としておらず、心理療法は実践するがアセスメントは行わず、研

究よりも実践を重視する。③クリニカルサイコロジストになるための要件：英国では、3 年間の

臨床心理学専門職大学院プログラムを修了する必要があり、厳しい入学要件がある。プログラム

には、博士号の取得、スーパーヴァイズ下の毎週 3 日間（計 300 日間）の実習、認知行動療法と

もう 1 種類、計 2 種類のアプローチの習得などが含まれる。カナダ、米国では、臨床心理学の博

士号を取得し、規定時間数の実習・インターンシップ経験（州によって異なるが平均的には 3000

時間）を積み、筆記試験（国の試験は必須、州の試験は州によって要否が分かれる）および口述

試験に合格する必要がある。このように、英国とカナダ、米国では資格試験の有無など異なる点

もあるが、科学者－実践者モデルに立脚しており、博士号を取得し、決められた濃密な実習・イ

ンターンシップ経験を積み、十分にスーパーヴァイズを受けた上で認定される点は共通している。

これらの綿密な教育研修プログラムにより、高度な臨床実践力を有し、またエビデンスベースト

アプローチを検証していくための研究能力が保障される。これら欧米の教育研修プログラムを参

考にして、我が国の医療分野における心理職にふさわしい教育研修プログラムについて慎重に検

討する必要がある。 



Ａ 研究目的 

今日、わが国の精神保健福祉医療分野では、

心理職のニーズと期待が急速に高まっている。

そのニーズに的確に応えるためには、心理職の

実態と役割を明確にし、その養成のための体制

整備が緊急の課題である。本研究では、英国、

カナダ、米国の医療分野の心理職の養成カリキ

ュラムや研修制度について情報を収集し、レビ

ューし、わが国の心理職に相応しい教育研修シ

ステムを提言することを目的とする。 

 

Ｂ 方法 

１）英国、カナダ、米国の医療分野におけるサ

イコロジストの概要および活動状況 

 英国、カナダ、米国の 3 か国に関して、医療

分野のサイコロジストの概要および活動状況に

ついて情報を収集し、レビューを行った。 

 

２）英国、カナダ、米国のクリニカルサイコロ

ジストとカウンセラーの比較 

 医療分野の心理職には、大きく分けるとクリ

ニカルサイコロジストとカウンセラーがある。

カウンセラーの概要および活動状況について情

報を収集し、レビューを行い、クリニカルサイ

コロジストとの違いについて考察する。 

 

３）英国、カナダ、米国のクリニカルサイコロ

ジストになるための要件 

 医療分野における心理職、クリニカルサイコ

ロジストになるための要件について、学部教育、

大学院プログラムと最終学位、授業時間数、実

習／インターンシップ経験、スーパーヴァイズ

経験、試験の有無、資格更新、海外で教育を受

けた場合の措置という観点で、英国、カナダ、

米国の状況を比較した。その上で、日本の医療

分野における心理職のサービスの質を高めるた

めの教育研修システムについて考察した。 

 

Ｃ．結果 

 

１）英国、カナダ、米国のサイコロジストの概

要および活動状況  

英国、カナダ、米国の医療分野の心理職には、

主にクリニカルサイコロジストとカウンセラー

がある。ここでは、クリニカルサイコロジスト

について取り上げ、英国、カナダ、米国におけ

る制度の概要と活動状況について情報収集し、

レビューを行った。以下に、その要約を述べる。 

１-１）英国 

英国のクリニカルサイコロジストは、3 年間

の専門職大学院を修了した者である。専門職大

学院は、修士課程や専門職大学院以外での博士

課程とは異なる。つまり、クリニカルサイコロ

ジストになるためには、D. Clin. Psych.あるいは、

Clin.Psy.D.か類似のタイトルが示されている教

育プログラムのみが適応される。Psy.D や Ph.D

のプログラムではなれない。 

英国の場合、クリニカルサイコロジー、つま

り臨床心理学は、 The British Psychological 

Society(BPS)によって認められている応用心理

学における 7 分野の一つである。7 分野には、

臨床心理学（クリニカルサイコロジー）、カウン

セリング心理学、教育心理学（スコットランド

は別にある）、法心理学、健康心理学、職業心理

学、スポーツ心理学が含まれる。これら 7 分野

は、2009 年 7 月 1 日より The Health and Care 

Professions Council (HCPC)によって認められ、法

的に規制された。HCPC は、16 分野（現時点で

は）における健康に関する専門家（例えば、社

会福祉士、言語療法士、芸術療法士、X 線技士

など）のための政府監視機関である。また、教

育訓練プログラムの基準と専門家としてのスキ

ルや行動に法的な基準を設けていて、全ての専

門家や教育プログラムを提供する者は順守しな

ければいけない。従って、HCPC と BPS が認め

る専門職大学院を修了した後、HCPC に登録

し、’practitioner psychologist‘あるいは、’registered 

psychologist’専門は、’clinical psychologist’という

タイトルになる。クリニカルサイコロジストは、

法律で守られている。従って、国家資格のため



の試験があり、合格した者に「資格」を発行す

るという考え方ではない。HCPC の最新の登録

者数は、11,198 人（イングランドのみ。スコッ

トランド、ウェールズ、アイルランドを含める

と 20,8591 人。2015 年 1 月時点）である。 

英国の場合、専門職大学院を修了したクリニ

カルサイコロジストは、多様な精神疾患（不安

障害、外傷後ストレス障害、うつ病、双極性障

害、統合失調症、身体表現性障害、摂食障害、

依存症、人格障害、発達障害など）、身体疾患（急

性・慢性、糖尿病、神経心理学的検査とリハビ

リテーション）、知的機能（軽度～重度の認知障

害）、多様な心理検査（インタビュー、観察、尺

度、発達検査など）、様々な年代（乳幼児／就学

前、子ども、思春期、成人、高齢者）、心理療法

の形態（個人、家族、カップル、グループ、組

織、ケアする人）、サービスの提供形態（入院、

施設、一次・二次・三次医療*など）や直接的・

間接的（スタッフやケアをする人、学校などを

通して）に対応する。心理療法に関しては、認

知行動療法は必須であり、そのほか精神力動学

的精神療法、システム・家族心理学、人間性心

理学など最低、2 つ以上のアプローチを実践で

きる。 

アセスメントをし、フォミュレーションを作

成し（臨床的理解を図式化したもの）、心理療法

をするのみならず、研究者であり、多職種協働

を実現する組織内のコンサルタントであり、訓

練や教育者、臨床リーダー、イノベーター、マ

ネージャーでもある。 

特筆すべきは、多く（2013 年 9 月の時点では、

イングランドにおいて 8,576 人）が、英国の国

民保健サービスである National Health Service 

(NHS)に常勤や非常勤の形態で勤務している。こ

れは、教育プログラムの中で NHS での有給での

実習経験が大きな柱であるためと関連する。な

おかつ、専門職大学院を受験する条件として、

NHS での就労が前提であり、英国で就労できる

必要がある。 

準 サ イ コ ロ ジ ス ト に 値 す る の は 、

「Psychological Wellbeing Practitioner (PWP)」が

ある。これは、2008 年メンタルヘルスの問題を

抱える人々の医療費削減や社会的損失削減の動

き、社会からの要請によって始まった Improving 

Access to Psychological Therapies (IAPT)によって

できた役割である。特に軽度～中程度の不安障

害とうつ病の認知行動療法を行う人たちである。

最近では、さらに幅が広がり、あらたに子ども

や若者の認知行動療法を行う PWP の役割もで

きた。PWP は、BPS が認定している修士課程を

終えた者がなれる。 

 

注 1）一次・二次・三次医療  

住民は登録し、総合診療医・かかりつけ医 general 

practitioner（GP）がいる。GP はゲートキーパー役も担

っており、救急などの場合を除いて担当 GP の許可な

く上位医療を受診することはできない。二次医療は病

院が担い、専門的医療・精神疾患ケア・救急救命など

を提供する。三次医療は大学病院等が担っている。 

 

１-２）カナダ・米国 

カナダ、米国は、各州が一つの国のような機

能を持っているため、クリニカルサイコロジス

トの認定は基本的に州毎に行われている。カナ

ダでは、登録サイコロジスト（ Registered 

Psychologist）、米国では、Certified Psychologist

（公認サイコロジスト）と呼ばれる。資格内容

は、いずれも American Psychological Association

に準じている。また、カナダでは、Canadian 

Psychological Association、および Canada Health 

Act 等に遵守している。カナダ、米国ともに、各

州で記載の仕方に差はあるが、要件に大きな差

はない。本稿では、カナダではオンタリオ州、

米国ではアリゾナ州の情報を扱った。 

カナダの登録サイコロジスト、米国の認定サ

イコロジストは、臨床心理学の Psy. D や Ph.D の

ための博士課程プログラム（修士課程含めて最

短で 4 年）を修了し、決められた時間数の実習・

インターンシップ経験を積み、筆記試験（国の

試験は必須、州の試験は州によって要否が分か



れる）、口述試験に合格した者である。カナダ、

米国では、国の試験として、いずれも The 

Examination for Professional Practice in Psychology 

(EPPP) という資格試験が利用されている。また、

準登録サイコロジストの資格もあり、カナダ（オ

ンタリオ州）における要件は、要修士号、実習

時間最低 400 時間、修士課程修了後に 1 年間

（1500 時間）のインターンシップ経験、EPPP

および口述試験に合格すること、である。米国

には、準サイコロジストの資格を認定している

州とそうでない州があり、アリゾナ州では資格

認定していない。 

オンタリオ州（人口約 1360 万人：2014 年 1

月 1 日時点）には、現在、3800 人を超える登録

サイコロジスト、準登録サイコロジストがおり、

公的な認定機関は、The College of Psychologist of 

Ontario(CPO)である。アリゾナ州（人口約 673

万人：2014 年 7 月 1 日時点）の公的な認定機関

は、Arizona Board of Psychologist Examiners であ

る。 

クリニカルサイコロジストは、特に精神疾患

や気分障害、発達障害、問題行動に関するアセ

スメント、診断、治療に精通している。クリニ

カルサイコロジストは、精神障害を治療するた

めに、薬物の使い方は習うが、薬物の処方はし

ない。クリニカルサイコロジストは、クライア

ントが抱えている問題に対する理解を支援し、

洞察を促し、問題の影響を最小限にコントロー

ルするスキルを発展させること、またその際に

多職種による連携をコーディネートすることが

役割である。また、人間の発達を理解し、研究

の視点を持ち、知能や達成度、人格、気分障害、

脳機能への影響をアセスメントするために心理

テストを実施することが役割となる。クリニカ

ルサイコロジストによるサービスへの支払いは、

自由診療、拡張型医療保険、雇用促進プログラ

ム、または行政やその他の特別なプログラムに

よってまかなわれる。 

 

２）英国、カナダ、米国のクリニカルサイコロ

ジストとカウンセラーの比較 

 医療分野の心理職には、大きく分けるとクリ

ニカルサイコロジストとカウンセラーがある。

カウンセラーの概要および活動状況について情

報を収集し、レビューを行い、クリニカルサイ

コロジストと比較した。 

２-１）英国 

英国では、セラピストやカウンセラー（言葉

の上での区別はほぼない）は、通常、British 

Association for Counselling and Psychotherapy 

(BACP)が認定している修士課程で提供してい

る教育プログラムを受け、スーパーヴァイズや

実践経験を経て、BACP が認定する資格を有す

る人たちである。セラピストやカウンセラーは

認知行動療法など訓練プログラムが提供するア

プローチを身に着けてはいるが、基本的には傾

聴に努め、クライエントの混乱を軽減し、困難

に対処したり、必要なら変化できるように援助

したりする。カウンセラーとしての仕事は非常

勤が多く、私設相談室を開設しているカウンセ

ラーもいるが、多くは教員、看護師、コンサル

タントなどの資格と併用して持っている。 

従って、英国では、クリニカルサイコロジス

トとカウンセラーは、区別がはっきりしている。

クリニカルサイコロジストは、心理療法を実践

するだけではなく、科学的根拠に基づいた（エ

ビデンスベースト）理論をメンタルヘルス活動

に適応し、評価と研究を継続する科学者‐実践

者である。つまり、実証性と専門性を重視する。

一方、カウンセラーは、トレーニングにおいて

も臨床においても、研究よりも実践を重視し、

実践では主に傾聴をする。また、教育プログラ

ムと立場が法的に守られているかいないかの違

いもある。 

 

２-２）カナダ・米国 

カナダ・米国では、カウンセラーになるため

には、指定校によるメンタルヘルスに関係する

修士以上の学位を取得し、200 時間以上の実習



（オンタリオ州は 200 時間、アリゾナ州はプレ

実習 100 時間＋実習 600 時間など、州によって

幅がある）、修士修了の 2 年間のインターンシッ

プ経験を経て、筆記試験および口述試験に合格

する必要がある。カウンセラーは、かなり広汎

なバックグラウンドを持ち、カウンセリングの

修士号（博士号を持っている者もいるが必須で

はない）。個人によって“セラピスト（心理療法

士）”、“カウンセラー”など呼び方は異なる場合

があるが、メンタルヘルスに関わるアセスメン

トや治療については訓練を受けている者と受け

ていない者がいる。 

米国では、クリニカルサイコロジストとカウ

ンセラーは、いずれもメンタルヘルスの専門家

とされる。それぞれ国家資格であり、サービス

にかかる費用は保険でカバーされる。クリニカ

ルサイコロジストになるための学位には博士号

が求められ、カウンセラーには修士号が必要で

ある。教育カリキュラムが異なり、クリニカル

サイコロジストはAPAのカリキュラムに依拠す

るが、カウンセラーは CACREP（Council for 

Accreditation of Counseling and Related 

Educational Programs）のカリキュラムに依拠す

る。クリニカルサイコロジストは研究実施や統

計解析に関する知識、経験を有し、カウンセラ

ーは研究よりもむしろ実践の方が優先される。

クリニカルサイコロジスト、カウンセラーいず

れも心理療法を行うが、クリニカルサイコロジ

ストの方がより重篤な精神疾患（双極性障害、

統合失調症など）の治療に当たることが多く、

また心理検査のトレーニングを受けている。 

以上を総合すると、クリニカルサイコロジス

トは、学部から一貫して心理学を学び、博士号

および国家資格制度を持ち、精神疾患のアセス

メント（神経心理学的検査を含む）、診断に関す

る訓練を受けている。多職種との連携をコーデ

ィネートする役割を担い、双極性障害や統合失

調症などより重篤な疾患の治療を行い、また研

究に関する知識、経験も有しているが、カウン

セラーは、通常、研究よりも実践を重視したト

レーニングを受けている。 

 

３）英国、カナダ、米国のクリニカルサイコロ

ジストになるための要件 

 英国、カナダ、米国のクリニカルサイコロジ

ストになるための要件について、表 1 にまとめ

た。また、学部教育と大学院受験、大学院プロ

グラムと最終学位、実習／インターンシップ経

験、スーパーヴァイズ経験、試験の有無、資格

更新、海外で教育を受けた場合の措置という観

点で、英国、カナダ、米国の状況を比較した。 

  

３-1）学部教育と大学院受験 

 英国、カナダ、米国でクリニカルサイコロジ

ストになるためには、学部から一貫して心理学

に関する教育を受けていることが求められる。    

英国の場合、クリニカルサイコロジストの専

門職大学院を受験する際の条件として、BPS が

認定している 458 コースの心理学部の学士を取

得している必要がある。しかも、卒業時の成績

が、2.1 以上注 1）でなくてはならない。さらには、

高校生レベルで理科の A レベル注 2）に合格して

いなければいけない。クリニカルサイコロジス

トになるための専門職大学院は 36 しかない。従

って、非常に競争率が高い（参考：オックスフ

ォード大学で約 200 名受験するが合格者は 17

名）。また、受験条件が厳しく、一次の書類選考

に受かっても最終選考の面接まで到達できるま

で厳しい審査がある。一次審査の書類選考は英

語力、学部の優秀な成績、英国で就労可能かな

どが審査される。二次審査は、筆記試験、三次

審査は 2 人以上の審査者が①推薦状、②経験

（assistant psychologist か research assistantの経験。

クリニカルサイコロジストのもと NHS で経験

を積んでいる）、③研究、④書籍や論文、⑤追加

のスキル、⑥文章の表現力、⑦受験者の強みな

どを評価し選定する。最終のインタビュー審査

では、各大学院によって違いはあるが、概ね、

架空の事例にどう対応するかを口頭で答えこと

に加えて、一般的な臨床心理学に関する質問、



研究に関する質問などがされる。インタビュー

時間は 1 時間半などの時間が確保されている。

上記からわかるように、クリニカルサイコロジ

ストを目指す時点で、すでに研究や臨床実践を

している必要がある。 

 カナダ、米国においても、学部時代の成績、

臨床・研究の経験は同様に重視される。そのた

め、大学院の受験を目指す学生は、学部時代か

ら、心理学プログラムに関する様々な経験を積

むことが推奨されている。例えば、まず臨床経

験、特別なプログラムを受ける、他の領域（例：

神経科学）との連携ができるかどうかを考え、

できる限りそれらの経験を積むようにする。ま

た、成績（Graduate Point Average：GPA）を上げ

るように努力する。大学院の受験では、GPA と

学部時代の活動内容の両方が重視される。学部

生のための APA リソースを確認するとよい。 

(http://apa.org/about/students.aspx) 

 さらに、学部生のための研究の機会（例：研

究補助）を探す。APA には、学部生向けの研究

インターンシッププログラムを行っている機関

のリストがある。 

（http://www.apa.org/education/undergrad/research-

opps.aspx） 

 一部の選抜された学生は、サマーフェローシ

ップを受けることができる。心理学関連領域で

の研究を行う選抜プログラムである。これらの

機会を得ることは、大学院プログラムの受験を

有 利 に す る 。 最 後 に 、 Graduate Record 

Examinations (GRE)の準備をする。 

カナダ、米国の大学院プログラムへの一般的

な入学要件は以下のとおりである：①心理学領

域で学士号を有していること、②最低限の累積

GPA (grade point average)、③GRE（Graduate 

Record Exam）をパスしていること（語彙、論理

的思考、分析的な表現力などを問う）、④特定の

心理学領域の入学試験に合格していること（特

定の心理学領域の知識を問う）、⑤申請するプロ

グラムに特定の科目を履修していること、⑥公

的申請書、⑦申請料、⑧成績証明書、⑨推薦状

（複数）、⑩申請を後押しするその他の書類。 

このように、欧米では、大学院プログラムへ

の入学を目指して、学部時代から、成績はもち

ろんのこと、目的的に臨床・研究両面の経験を

積むことが求められている。 

現在、日本には、医療領域における心理職と

して、例えば臨床心理士や臨床発達心理士があ

るが、いずれの資格も学部で心理学を学んでい

る必要はない。指定大学院での教育カリキュラ

ム（実習経験含む）を修了し、修士号を取得し

た後、臨床心理士あるいは臨床発達心理士の資

格試験を受けることができる。今後、医療領域

における心理職のサービスの質をさらに高める

ためには、欧米の制度に倣い、学部から修士ま

での一貫した心理学部での教育は必須と考えら

れる。さらに、大学院を目指す学生に対して、

授業内容以外にどのような経験を求めるかにつ

いても丁寧に検討する必要がある。 

注 1）2.1 以上  

英国は、学期ごとの成績が出るのではなくて、卒業

時に一回しか成績が出ない。1（ファースト）が最も

優秀で学部で数名しか取れない。次に 2.1（アッパー

セカンド）で、上位 1 割ほど。平均が 2.2（ローワー

セカンド）で、3（サード）、fail（フェイル）と続く。 

注 2）A レベル 

General Certificate of Education, Advanced Level の略。

英国の学部には一般教養がないため、英国の大学入

試として認められる統一試験。大学進学を希望する

高校生は、2 年間 3～5 教科の A レベルの専門科目を

集中的に勉強する。 

 

３-２）教育歴と大学院プログラム 

 英国、カナダ、米国では、クリニカルサイコ

ロジストになるためには、いずれも臨床心理学

の大学院プログラムを修了し、博士号の取得が

求められる。しかしながら、大学院の教育年数

は国によって異なり、英国では、有給の臨床実

践経験を含めた 3 年間の専門職大学院のプログ

ラムを修了する必要がある。カナダ、米国では、

修士課程および博士課程のプログラムを修了す



る必要があり、その後約 1 年間の有給の臨床実

践経験を含め、最短でも計 5 年間を要する。英

国では、大学院の教育年数は相対的に短いが、

大学院に入学した段階で、すでに有給で臨床実

践を実施できる知識、経験、技量を備えている。

したがって、大学院での教育年数を検討する際

には、大学院と学部における教育カリキュラム

内容のバランスを考慮する必要がある。 

 英国において、専門職大学院の教育カリキュ

ラムは、授業、実習、研究の三本柱である。中

でも実習は、週 3 日ほど占める。大学院課程を

終えた際に身につける 9 つの能力が規定されて

いる。それは、①多様な障害に対応する能力を

身に着けておく、②心理検査、③ケース・フォ

ーミュレーション、④心理的介入、⑤評価、⑥

研究、⑦個人、専門家としてのスキルと価値観、

⑧コミュニケーションと教えること、⑨組織や

システムへの影響とリーダーシップ、である。

授業は、週 1~2 日程度で、内容は上記の 9 つの

能力に沿って、実習先で出会う多様な精神障害

や年代とその治療に関する理論、心理検査、研

究法、倫理、多職種協働、スーパーヴァイズの

仕方、文化や性別差、法律、マネジメントなど

多岐にわたる。研究論文は、将来的に書籍とな

るような高度な内容が期待される。 

カナダ（オンタリオ州）では、大学院では、

下記の指定授業（1 セメスター13 回授業）の中

から３つ以上を修了させること、および、下記

の指定授業の中から少なくとも 4 つの授業にお

いて、6 単位以上得ることが求められる：① 行

動に関する生理学的知識（生理心理学、比較心

理学、神経心理学、感覚や知覚論、精神薬理学

など）、②行動に関する認知/心理学的知識（学

習、認知、動機付け、感情）、③行動に関する社

会学知識 (社会心理学、心理学、集団形成、コ

ミュニティ心理学、環境心理学、組織論)、④個々

人の差異に関する知識（パーソナリティ理論、

発達心理学、異常心理学）、⑤心理学の専門職と

しての倫理と基準、⑥ 研究デザインと方法論 

(研究デザイン、実験手続、実験室手法)、⑦統計

手法 (統計, 多変量解析)、⑧心理アセスメント 

(評価、テスト構築、妥当性の知識)、⑨専門的な

実習：アセスメント（アセスメント技法の実習）、

⑩専門的な実習：介入技法 (心理療法、カウン

セリング、行動変容理論の実践)。特に近年カウ

ンセリング心理学でも、Basic Interview Skill のコ

ースは、共感的な傾聴の仕方だけでなく、基本

的に認知行動療法の聞き方（例：ソクラテス式、

下向き矢印法など）、そして Basic Assessment 

Skill のコースでもケース・フォーミュレーショ

ンの組み方がベースとなってきている。修士課

程で認知行動療法の視点を身につけた上で、+

αとして博士課程でより専門的な技法（弁証法

的行動療法、動機付け面接、子どもに対する治

療技法など）を習得することがカリキュラムに

組まれている。 

米国（アリゾナ州）では、アリゾナ州資格認

定協会が認めた臨床心理学の分野で博士号を取

得しなければならない。APA が指定した博士課

程のプログラムは、要件を満たすと考えられる。

資格認定協会が発行した基準を満たせば、他の

プログラムも認められる。大学院のプログラム

に含まれる内容は以下のとおりである：①プロ

フェッショナルと科学の基準および倫理、②研

究方法と統計、③行動の生物学的バイアス、③

行動の社会的バイアス、④行動の認知情動的バ

イアス、⑤個人差、⑥介入技法、⑦倫理。介入

技法に関しては、認知行動療法と精神力動学的

精神療法の 2 つのアプローチについて、必須で

習得することが求められる。 

 

３-３）実習／インターンシップ経験 

臨床実践経験を確保するためのシステムに関

しては、英国とカナダ・米国では大きく異なる。 

英国の場合、3 年間の博士課程の中で、有給

で NHS の臨床機関（地域のセンターや病院等）

において実習する。3 年間の中で 300 日以上と

いう規定があり（BPS が規定している）、多くの

プログラムでは、週 3 日ほど実習に費やされる。

1 回の実習期間は 5 ヶ月で 3 年間の間で 6 回行



う。実習先は、NHS 内、あるいは関連施設で行

い、詳細なポートフォリオを作成する。ポート

フォリオは 4 種類作る。一つは、臨床経験に関

するものである。これは、全てのケースを記録

する。内容は、日にち、性別、年齢、簡潔に見

立て、検査に関する要約、介入に関する要約、

回数と時間、コンサルテーションの時間数など

である。二つ目は、心理療法の能力に関するも

のである。認知行動療法は必須であるが、その

他のアプローチも実践し記録する。例えば、認

知行動療法の場合は、認知行動療法の説明、認

知の偏り、協働作業によって導き出された仮説、

治療計画など認知行動療法の必須の要素がチェ

ックポイントとして含まれている。三つ目が、

心理検査の能力に関する記録である。これも全

てのケースにおいて要約し、記録する。4 つ目

が実習の累積記録である。クライエントの特徴、

実習場所、アプローチの種類、心理検査に関す

ることなど経験を重ねるごとに該当する項目を

塗りつぶし、一目瞭然で何を経験したか分かる

ようになっている。 

カナダ（オンタリオ州）および米国（アリゾ

ナ州）では、臨床実践経験は計 3000 時間が必要

とされ、そのうち 1500 時間以上は、博士課程プ

ログラム終了後に有給の臨床実践（インターン

シップ）を行う必要がある。なお、臨床実践経

験に関する規定は、州によって異なり、カナダ

のブリティシュコロンビア州では、計 2000 時間

（有給のインターンシップ 1500 時間以上）、米

国ニューヨーク州では計 3500 時間（有給のイン

ターンシップ 1750 時間以上）などと幅があるが、

3000 時間が一般的である。また、有給のインタ

ーンシップ時間の内訳も細かく規定されている。

例えば、実際の心理サービスに従事する時間は、

カナダ（オンタリオ州）では全体の 30％以上、

米国（アリゾナ州）では、インターンシップ 1500

時間のうち、少なくとも 600 時間と規定されて

いる。インターンシップ時間数に関しては、記

録の提出が求められ、厳密に管理される。記録

には、介入経験、心理学的アセスメント経験、

スーパビジョンを受けること、補足的な活動、

実習／インターンシップ経験に関する付加的な

情報を記入する。インターンシッププログラム

は、APA 公認、あるいは心理学協会やポスドク

インターンシップセンターのメンバーとなって

いる施設で行われることが推奨され、少なくと

も 2 人のサイコロジストがいる施設でトレーニ

ングを受ける必要がある。トレーニングは、十

分に深く広く学ぶことができるやり方で計画さ

れる。 

 

３-４）スーパーヴァイジー経験 

英国の場合、実習先と大学内と最低一人ずつ

のスーパーヴァイザーがいる。実習先のスーパ

ーヴァイザーはクリニカルサイコロジストでは

ない BPS が定める他の 6 分野の専門家の可能性

や、心理学ではない専門家である可能性もある。

また、スーパーヴァイズの形態は、1 対 1、1 対

2、グループなどがあるが、十分な 1 対 1 の SV

が行われる。予定されている公式な SV は、必

ず週に 1 回 1 時間以上行われ、週に合計 3 時間

以上はスーパーヴァイザーと話をする時間をと

る。SV は、口頭のみならず、実習に関してはス

ーパーヴァイザーが記述して渡し、実習生はそ

れにコメントを書く。実習生は、スーパーヴァ

イザーの実践を観察する機会もある。 

カナダ・米国では、少なくとも 2 名のサイコ

ロジストが在籍し、インターンシッププログラ

ムの認定を受けている施設において、定期的に

スーパーヴァイズを受ける。カナダ（オンタリ

オ州）では、毎週 2 時間、全体で 300 時間と規

定されている。米国（アリゾナ州）では、20 時

間につき 1 時間の個別スーパーヴァイズに加え、

毎週 2 時間の研修時間を確保すること（集団で

もよい）と、細かく規定されており、インター

ンシップ期間の 1 年間だけではなく、2 年間受

ける必要がある。スーパーヴァイズを受けた時

間数は記録される。 

米国では、スーパーヴァイザーになるために

は、博士号を有しており、サイコロジストの資



格を取得してから 3 年経過していることが求め

られる。大学院プログラムで授業を取り、理論

を学ぶことができるが、必修科目ではない。イ

ンターンシップ期間中には、基本的に必ずスー

パーヴァイズするという経験も積む。 

 

３-５）資格試験 

英国は、指定大学院のプログラムを修了した

時点で専門職サイコロジスト (practitioner 

psychologist)としての資格を得られるとの考え

方なので、資格取得のための試験はない。 

一方、カナダおよび米国には試験制度がある。

カナダ、米国いずれも、試験には、筆記試験と

口述試験がある。筆記試験は、国の試験（EPPP）

とメンタルヘルスの専門職の倫理と法律に関す

る問題（Written Jurisprudence Examination）を扱

う州の試験の 2 種類があり、前者はいずれの州

でも必須であるが、後者は州によって必要な場

合と不必要な場合がある。合格基準もまた、州

によって異なる。カナダ（オンタリオ州）では、

両方の試験に合格する必要があり、EPPP が

500/800 点以上（粗点で 140/200 点以上）、メン

タルヘルスの専門職の倫理と法律に関する問題

（Written Jurisprudence Examination）40/50 点以上

が必要である。一方、米国（アリゾナ州）では、

州の試験はなく、EPPP が 500/800 点以上が求め

られる。 

 

３-６）資格更新 

英国は、専門職大学院を修了したのちに

HCPC に登録し、2 年ごとに再登録をする。その

際、提出資料には、クリニカルサイコロジスト

としての能力の維持に関することと、健康に関

することの確認がある。一方、カナダおよび米

国には資格更新制度があり、カナダ（オンタリ

オ州）では毎年、米国（アリゾナ州）では 2 年

毎の更新が求められる。 

カナダでは、資格更新のためには、A−D まで

の 4 つの全領域（計最低 40 時間）について収め

る必要がある。 

A：公式研修プログラムへの参加（最低 12 時間）。 

目的：新たな技法の習得、例：学会参加、トレ

ーニング機関による学術会議、コース、ワーク

ショップなど、提出書類：参加証など。 

B：自己学習（最低 11 時間）。目的：専門職とし

ての規則、専門的な理論を維持する。例：倫理

規定、メンタルヘルスに関する法律、学会誌や

専門書を通読し、技術研鑽を積む。提出書類：

読んだ雑誌や書物の要約。 

C：構造的な相互学習（最低 12 時間）。目的：指

定校でまとめられた学習会やピアレビューなど

で、フィードバックを活用し、新しい知見を獲

得し、実践に活かす。例：定期的なピアレビュ

ー、ピアコンサルテーション、事例検討会（ス

タッフミーティングは含めない）。提出書類：開

催した内容、参加者名、学んだ内容などの記載。 

D：倫理（最低 5 時間）。目的：領域 A-C の中か

ら、専門職として倫理規定を遵守するために学

んだ事を明確にする。例： The code of Conduct

や倫理的な問題解決の振り返り。提出書類：領

域 D 倫理に関係する内容に関して学んだ内容を、

トピック、参加者名などを記載。 

 米国（アリゾナ州）では、カテゴリーI（後述）

から 40 時間、カテゴリーII（後述）から 20 時間、

計 60 時間の研修が求められる。そのうち、カテ

ゴリーI では、倫理に関して 4 時間、児童虐待お

よび家庭内暴力に関して 4 時間の研修を受ける

必要がある。カテゴリーI には①大学が認定する

コース、セミナー、ワークショップ、修了証明

書を伴う家庭学習、②認定協会主催の研修会へ

の参加。更新のために認められる参加合計時間

は 10 時間まで。③コンプライアントコンサルタ

ントを務めること。認定協会のコンプライアン

トをレビューし、報告書を書くと、所要時間に

応じて研修時間に換算される。最大 20 時間まで。 

カテゴリーII：①サイコロジスト、専門家として

研鑽を積むための自己学習あるいはグループ学

習、②出版物（心理学関係の書籍、ピアレビュ

ージャーナルなど）、③州、国、海外の心理学関

係の学会や集会への参加、④ケースカンファレ



ンスへの出席、⑤サイコロジスト、専門家とし

て研鑽を積むために研修会、ワークショップ等

への参加。上記の研修を証明するために、参加

証明書、参加証、公的印刷物、自己学習につい

ては課題、日時、所要時間等の記録等の提出が

求められる。 

このように、サイコロジストの資格取得後も

実践の質を高めるため、引き続き研修、研鑽が

求められている。カナダ、米国で更新に必要と

される継続研修には、公式の研修プログラムへ

の参加、自己学習、相互学習、倫理についての

研修などが含まれ、共通している。 

 

３-７）海外の大学院で教育を受けた場合の措置 

英国では、クリニカルサイコロジストの専門

職大学院のカリキュラムの中で有給の実習があ

り、英国に住民権があることが大学院受験のた

めの条件となるため、外国人を受け入れていな

い。 

カナダでは、カナダまたは米国以外で教育を

受けた場合は、州が求める要件を満たしている

かどうか証明する必要がある。その際に、出身

大学からの直接の修了証及び成績証明書等の英

語版（あるいは公的な翻訳家による英語版）を

提出し、Comparative Education Service (CES) また

は World Education Services (WES) の第三者機関

による大学間評定を受ける。その結果を基に審

査基準が個別に審査される。 

米国（アリゾナ州）では、外国で教育を受け

た場合は、クリニカルサイコロジストとして公

認されるためには、以下の要件を満たす必要が

ある：教育プログラムの内容の詳細を示す追加

書類を提出する必要がある。資格認定協会に博

士課程修了証明書の原本を見せ、またコピーも

提出する。成績証明書も提出する。資格認定協

会に、博士論文が“心理学”のものであることを

証明する必要があり、資格認定協会はその博士

論文を直接見せるよう求める場合もある。すべ

ての書類は英語に翻訳される必要がある。 

 

Ｄ．考察 

 本稿では、英国、カナダ、米国の医療分野に

おける心理職の教育研修システムを概観した。

これらを比較しながら、日本の医療分野におけ

る心理職のサービスの質を高めるための教育研

修システムについて考察する。 

まず、英国では、クリニカルサイコロジスト

を養成するための専門職大学院が設置されてい

る。専門職大学院は、分野別（臨床、カウンセ

リング、教育、法、健康、職業、スポーツ）に

7 つのプログラムが用意され、クリニカルサイ

コロジストを目指す場合は、臨床心理学（クリ

ニカルサイコロジー）のプログラムを専攻する

必要がある。つまり、大学院入学時点ですでに

専門分野に分かれることになる。そのため、大

学院のプログラムだけで完結しており、それを

修了することにより、クリニカルサイコロジス

トとして認定される。一方、カナダ、米国では

専門職大学院ではないため、大学院を修了した

だけではクリニカルサイコロジストと名乗るこ

とはできない。その後、臨床心理学分野におけ

るインターンシップを規定時間修了し、資格試

験に合格して初めてクリニカルサイコロジスト

としての免許を取得する。このように、英国の

ように大学院の入学時点で厳しい選抜試験をす

るか、カナダ、米国のように大学院修了後に資

格試験を実施するか、国によってシステムは異

なるが、学部から一貫して心理学を学ぶこと、

博士号を取得する必要があること、スーパーヴ

ァイズ下の濃密な臨床実践経験を積む必要があ

ることは共通している。 

これらクリニカルサイコロジストが、カウン

セラーと異なる点は、受ける教育のバックグラ

ウンドや求められる教育歴であり、また業務内

容では、クリニカルサイコロジストは診断アセ

スメントが実施でき、認知行動療法をはじめと

して、多様なアプローチ方法に精通している点

である。また、カウンセラーが研究よりも実践

が重視されている一方、クリニカルサイコロジ

ストは、研究と実践を行う両方の能力が求めら



れる。このことは、臨床心理学における実践性

と科学性の統合に関して米国心理学会（APA）

では、1949 年に臨床心理学の大学院教育プログ

ラムのモデルとして科学者－実践者モデル

（scientist-practitioner model）を採用することを

宣言していることからも明らかである。 

欧米のクリニカルサイコロジストの科学者－

実践者モデルおよび教育研修システムを参考に

して、日本における医療分野における心理職の

教育研修システムについて考察する。英国、カ

ナダ、米国では、教育歴に関しては、学部から

大学院まで一貫して心理学を修めていることに

加え、博士号の取得が必須である。日本の臨床

心理士を例にあげると、その教育歴は、指定校

において修士課程のプログラムを修了し、修士

号を取得していることが求められるが、学部は

心理学および関連分野を修めている必要はない。

つまり、修士課程のみで基本的な研究および実

践力を培う必要があるが、わずか 2 年間という

短い期間では，いずれも欧米のレベルには遠く

及ばないことは明白である。したがって、学部

から一貫して心理学を学ぶような教育プログラ

ムが強く求められる。また、欧米では，スーパ

ーヴァイズ下での濃密な臨床実践経験を積むこ

ともサイコロジストの質の向上に資していると

考えられる。さらに驚くべきことに、欧米では

認知行動療法をはじめとして、複数の心理療法

を使いこなすことが求められる。これにより、

特定の心理療法に偏重することなく、クライエ

ントの状態に即したアプローチ方法を選択でき

ることにつながっていると考えられる。日本の

医療領域における心理職のサービスの質を向上

させるためには、この臨床実践経験は特に重要

な教育研修プログラムの 1 つとなり、理想的に

は複数の心理療法を使いこなせるようになるこ

とが望ましい。一方で、日本では心理職がフル

タイムで勤務する施設数が少ないという現状を

鑑み、クリニカルサイコロジストと目指す者の

臨床実践経験の必要時間数（あるいは年数）、そ

の施設認定（およびその要件）等をどう計画し

ていくのか、慎重な検討が必要である。また、

これまで以上にスーパーヴァイズを受ける機会

を十分に確保するのかが重要となってくるであ

ろう。欧米では、大学院プログラムの中でスー

パーヴァイザーとなる授業を履修したり、臨床

実践経験中にスーパーヴァイズを行うための研

修を受けたりする。このように、スーパーヴァ

イザーとなる現職者であるクリニカルサイコロ

ジストの教育研修、および、認定制度について

も丁寧に検討していく必要がある。 

クリニカルサイコロジストとして認定された

後は、継続的な研修が求められる。欧米では、

資格更新が毎年あるいは隔年で行われ、更新の

ための条件も細かく設定されている。アセスメ

ントや介入技法について学びを深めることは当

然であるが、特筆するべきは、倫理規定を遵守

するための研修を義務付けている点であろう。

例えば、日本の臨床心理士のように 5 年毎の更

新では、その間の研鑽が不十分と判断せざるを

得ないだろう。 

欧米の臨床心理学や臨床心理士は安定した地

位を確立しているが、これまで述べてきたよう

に、その背景には，綿密で高度な教育プログラ

ムおよび継続研修があり，日本のそれとは比べ

るべくもない。日本の臨床心理士の英名は

Certified Clinical Psychologist であるにも関わら

ず、欧米のような科学者－実践者としてのクリ

ニカルサイコロジストになりえているだろうか。

日本の医療分野における心理職のサービスの質

を高めるためには、学部や大学院の教育研修プ

ログラムを見直し、充実させるだけでは不十分

と言えよう。クリニカルサイコロジストを目指

す者が質の高い臨床実践経験を積むためのプロ

グラム内容を再検討する必要があり、それを提

供するだけの現職者のスキルアップが求められ

る。現職者は、現在の臨床実践の有効性に関す

るエビデンスを不断に検証し、スーパーヴァイ

ズを適切かつ的確に行うためのトレーニングを

積む必要がある。つまり，心理職を目指す者だ

けではなく、現職者においてもドラスティック



な意識の転換およびレベルアップが迫られてい

る。その第一歩は、本稿で述べてきたような欧

米のクリニカルサイコロジストの教育研修シス

テムを知ることにあり、自身の研修歴と日々の

臨床実践の質を問い直すことであろう。 
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表 1 英国、カナダ、米国の心理職になるための要件 

 内容 要件 

イギリス カナダ（オンタリオ州） 米国（アリゾナ州） 

サイコロジスト 学位 博士号 D Clin Psy 博士号 Ph.D., Psy.D. 博士号 Ph.D., Psy.D. 

授業時間数 専門職大学院 3 年相当（週 1~2 日） 大学院 3 年相当 大学院 3 年相当 

実習時間 
300 日以上 

1500 時間 1500 時間 

インターンシップ時間数 約 1 年間（1500 時間以上） 約 1 年間（1500 時間以上） 

ス−パ−ヴァイズ時間数 週 1 時間以上（非公式週 3 時間以上） 最低 300 時間 2 年間（1 時間／20 時間毎） 

資格試験 無注） 有（筆記※＋口述） 

※EPPP500／800 点以上 

メンタルヘルスに関する倫理と法律

40／50 点以上 

有（筆記※＋口述） 

※EPPP500／800 点以上 

資格更新 有（2 年毎） 有（毎年） 有（2 年毎） 

準サイコロジスト 学位 修 士 号 （ Psychological Wellbeing 

Practitioner） 

修士号 

米国では、準サイコロジストの制

度の有無が州によって異なり、ア

リゾナ州は当該制度がない 

授業時間数 25 日/45 日間 2 年間相当 

インターンシップ時間数 20 日/45 日間 約 1 年間（1500 時間） 

ス−パ−ヴァイズ時間数 具体的な時間数はないが SV を受ける 最低 300 時間 

資格試験 ― 筆記＋口述※ 

※EPPP500／800 点以上 

資格更新 有 有（毎年） 

カウンセラー 学位 修士号 修士号 修士号 

インターンシップ時間数 3 年以上の実践経験 2 年間 2 年間 

ス−パ−ヴァイズ時間数 3~6 年間で 450 時間以上 不明 不明 

資格試験 無 無 有 

資格更新 無 有（詳細は不明） 有（4 年毎） 

  注）英国では資格試験はないが、専門職大学院のプログラムへの入学試験（書類、筆記、口述）に条件がある。英国で働ける、英語力 IELTS7.0~8.0 以上、高校・心理学部での優

秀な成績、推薦状、実習経験、研究、業績など
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